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序章 研究の目的と課題 

はじめに 

現在は、価値多様化社会であるといわれている。価値が多様化した社会では、

多様な価値を称揚する教育とともに、多様な価値を持ちながらいかにして人々

が連帯していけるのか、といった共通の価値を伝える教育の必要性が一層求め

られるようになっている。  

前者においては、多文化教育がその筆頭にあげられる。後者においては、国

民教育、あるいは国家を超えた市民性教育といったものが存在する。イギリス

の教科「シティズンシップ」をはじめ、各国の教育政策において市民性教育が

導入されている。日本でも、経済産業省のシティズンシップ教育宣言、東京都

品川区の小中一貫教育のなかでの「市民科」設置などの実践が進められている 1)。 

市民的資質として教える必要があると考えられている内容の一つに、「人権」

があげられるだろう。通常、人権教育といった場合に想定されるのは、世界人

権宣言あるいは子どもの権利条約といった国際機関によって定義された、普遍

的な概念についての教育であると考えられる。現在各国で実施されている人権

教育の基礎となっている「人権教育のための国連 10 年行動計画 (以下、「 10 年

計画 2)」）」は、1994 年の国連総会において採択された。「 10 年計画」で人権教

育は「知識の共有、技術の伝達、および態度の形成を通じ人権という普遍的文

化を構築するために行う研修、普及および広報努力」であると定義されている。

このように人権教育の必要性については世界各国で理解され、人権について「普

遍的文化」であると示されている。  

しかし、各国や地域には、宗教や文化に根差した伝統的価値規範が存在する。

では、それらの伝統的価値規範は、人権という概念と果たしてどのような関係

にあるのだろうか。また、各国や文化によって伝統的価値規範が異なるとすれ

ば、人権概念が導入された際に、その受容のされ方は果たして同じものとなる

のであろうか。  

UNESCO は、グローバリゼーションの拡大と深化にともなう文化の均一化に

対して危機感を示し、文化的多様性についての議論を活発化させている。第 31

回総会（2001 年 11 月 2 日）で「文化的多様性に関する世界宣言」を採択し、

その後第 33 回総会（ 2005 年 10 月 20 日）では「文化的表現の多様性の保護お
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よび促進に関する条約」が採択されている 3)。また、第 60 回国連総会（ 2005 年

12 月 16 日）において「人権と文化多様性」決議が採択された。この決議では

「文化的多様性およびすべての文化的権利の尊重は（中略）人権の適用と享受

を前進」（第８項）すると確認されている 4)。  

その後、2006 年 6 月に人権理事会が発足し、2008 年 3 月には人権理事会諮問

委員会が立ち上がった 5)。諮問委員会は、 2012 年 12 月の人権理事会第 22 会期

に「人類の伝統的価値観のより良き理解を通じた人権および基本的自由の促進

に関する人権理事会諮問委員会の研究」を提出した 6)。この研究報告書は、人

権理事会が初めて各文化や宗教にみられる伝統的価値規範と人権の関係を議論

し、結果をまとめた国連文書である 7)。このような一連の宣言などの文書から

は、国際社会において、多様な伝統や文化と人権の関係についての問い直しが

必要とされていることが分かる。  

しかし、この研究報告書については既にいくつかの限界が指摘されている。

第一に、伝統的価値規範と国際社会における人権との違いを検討する際に、人

権を侵害する側面への危機感が強調され、人権を促進する肯定的な側面への言

及が少ないことがあげられている 8)。第二に、国際人権法に西洋の人権観が強

く反映されている事実から、その人権観が抱える問題（個人の権利を重視し、

集団の権利について軽視される傾向にある）を批判的に検討したり、非西洋圏

における人権観との違いからくる問題を考慮したりする視点に欠けているとさ

れる 9)。第三に、第二の限界点から、多様な文化や宗教の価値規範を、国際人

権概念に取り込もうという発想がみられないというものである 10)。  

これらの限界点を持つ理由について木村は、人権理事会内での議論における

問題や、国際人権法の堅持ありきの議論が進められたことを指摘している 11)。  

ただし、人権と伝統的価値規範との関係を再検討したという試みについては

多くの研究者が一定の評価をしており、今後の発展方法として、こうした人権

と伝統的価値規範との関係を検討し続けること 12)、各国や地域（特に非西洋圏）

に固有の人権概念や人権法を具体的に分析すること 13)などが提案されている。  

 また、人権概念の受容の違いが人権教育の内容や方法に与える影響について

Merry は、人権概念が地域社会に受け入れられる際に起こる変容の原因につい

て考察し、人権教育において、普遍性を強調するか、もしくは各地域・民族の
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特殊性を重視するのかによって教育の方法が異なり、また達成できる内容も影

響を受けるということを明らかにしている 14)。  

 

１．本稿の目的と課題  

本稿の目的は、このように国あるいは時代によって異なっている「人権」と

いう概念の中で、国・地域を超えて共有されている人権教育の内容およびその

方法と、国・地域によって異なる教育内容・方法はどこになるのか、というこ

とを、普遍的な国際人権法を土台とするのではなく、タイという一国の事例に

特化して考察することで、多様な価値観を受容しつつ、人々が連帯するための

共通の価値規範を形成していく方法を考える際の具体的な示唆を提供すること

である。  

ここで事例としてタイを選んだ理由について述べる。タイは、公教育の中で、

人権教育を実施すると同時に、仏教を中心とした地域固有の価値について教え

ることが重視され続けている国である。この際、たとえば男女の平等といった

個別の問題をみていくと、仏教においては男女の区別を明確にしなければなら

ない場面が多く、国際的な人権規範と異なる部分も存在する。  

このことはつまり、伝統的価値と人権との間に拮抗関係が存在することを意

味する。上記の拮抗関係は国際機関のみならず多くの地域で指摘される問題で

あるが、先行研究の多くは、人権侵害を解決するためにその一因となっていた

伝統的価値を弱めるような教育を行うか、あるいは、国際的な人権概念から距

離を置き、あくまで伝統的価値の優位性を保とうとする傾向にあると分析して

いる 15)。しかしタイは、公教育において自国の価値意識を保ちつつ、国際社会

で求められる人権を受容する方法を探っている。ナショナルカリキュラムにお

いては、2001 年に初めて人権という言葉が明記されるようになり、（現行）2008

年においても変わらず、世界人権宣言や子どもの権利といった国際的な人権規

範についても教えるよう定められている。  

また、人権教育の担い手として、学校だけではなく NGO が重要な役割を担

っており、各 NGO による複数の人権解釈に基づく実践が継続して行われてい

る。タイにおける NGO による教育は、国家に対して国民の人権擁護を要請す

る運動に端を発している。つまり、NGO による人権教育は国家に対する提言あ
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るいは批判の内容を少なからず含む可能性がある。  

しかしタイにおいて、NGO は個別で全国規模の教育実践を展開することに加

え、各学校と協力して教材や授業内容の作成に関与する 16)など、公教育と連携

して人権教育を進めている。つまり、伝統的価値規範と新たな価値としての人

権が単に並行して伝えられているのではなく、公教育の場で出会い、多様な形

で受容されているのである。  

このように、一国の中でさまざまな解釈に基づく人権教育の実践を進める形

で共存を図るタイの人権教育に着目することは、非西欧諸国のみならず、多文

化社会が進行する各国に対する示唆が得られると考えられる。  

近年、市民的資質としての人権を再考する中で、日本の人権教育の特質やそ

れに関わる問題点が法教育に携わる研究者や実践者から指摘されるようになっ

ている。たとえば豊崎は弁護士の立場から、日本の人権教育の課題を次のよう

に述べている。  

 

 「法の支配」が「適正手続きの保障」というプロセスを通じて人権の保障に

つながっているという近代立憲国家の原理を真に身につけるには、人権教育の

みでは不十分で（人権の保障と単なるエゴイズムや道徳的思いやりとの区別が

つかないのではないかと思われる）、個々の権利がどのように具体化されていく

のかという手続きの趣旨の理解が必要である。（中略）この観点からの法教育が

なされないかぎり、真の意味での「統治の主権」たる市民は育っていかないと

考える 17)。 

 

同様に法教育の観点から北川は、日本の人権教育の特質からくる問題点とし

て、人権の法的権利としての側面が不足し道徳的・理念的な側面に偏った内容

であることをあげ、次のように述べている。  

 

西欧諸国（英米法圏）における人権教育の実践的事例集・テキストは、理念

的権利としての「人権」と法的権利としての「人権」の区分および両者の間の

相互連関について説明を加える。これに対して、わが国の人権教育論は、一般

的に、道徳的・理念的なものとしての「人権」に言及することはあっても、西
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欧諸国のように区分及び相互連関について説明を加えることはない 18)。 

 

北川は、日本の人権教育において「法的権利」と「道徳的権利」の区分が曖

昧であるという特徴から、法による人権保障の意義が十分に理解されないおそ

れがあると指摘している。  

 

人権相互間の矛盾・衝突は一般的・日常的であり、その解決（人権の保障）

のためには、人権の調整・制限原理が不可欠となる。その際、問題となる複数

の「人権」を調整・制限原理の俎上に上げるためには、それらは、憲法・法律

によってすでに実定化された「人権」＝「法的権利」でなければならない。（中

略）「人権教育」における「人権」をもっぱら「道徳的権利」として扱ったり、 

「道徳的権利」と「法的権利」との区別をあいまいにしたままでは、社会空間

における公的な紛争解決（国家による物理的強制力の行使）の意義が十分に理

解されないことになる。（中略）人権相互間の矛盾・衝突を主体的に解決（人権

保障）することの意義が十分に理解されず、情緒的・感性的な解決や「功利・

利己志向―他者依存・状況依存志向」の解決（多くの場合、紛争の法＝ルール

による解決ではなく、紛争の力あるいは人による解決）に陥ることになるであ

ろう 19)。  

 

つまり、国際的にその意義が認められ共有されている「人権」という概念で

あっても各国あるいは地域によってその解釈は異なるのである。また日本の事

例からは、意味の相違によって教育内容や方法が影響を受け、それぞれの特質

に起因した課題が生じることと、人権教育を実施する際には、各国や地域にお

ける人権教育の特質と課題を理解して改善点を分析する必要があることが指摘

できる。このような指摘をふまえて、本稿の目的を達成するために、以下の三

つの課題を設定する。   

１．国際社会およびタイにおける「人権」概念の歴史的変遷を明らかにする。  

人権概念の歴史的変遷について、国際社会の変化と国内の社会情勢双方への

対応を視野に入れて明らかにする。特に、人権概念の変化にともなって、教育

の内容や方法に広がりが出ていることを示し、人権に含まれる三つの権利概念
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と、人権教育の主な二つの方法に基づいて人権教育の内容及び方法の関連を分

析する枠組みを設定する。  

２．タイの教育政策における「人権としての教育」がどのように考えられてい

るのかを明らかにする。 

公教育における人権教育の背景を把握するために、タイの公教育制度と近代

以降の価値教育の状況を分析し、仏教と公教育の関係を示す。さらに、タイの

人権教育実践の前提として、人権保障、特に教育における不平等の問題が先鋭

化する、仏教以外の文化的・宗教的背景を持つ少数民族に対する人権保障の現

状を明らかにする。  

課題２を設定した理由は、タイの人権教育で教えられている人権あるいは人

権保障に関する内容と、実際の教育政策における人権保障の実態は関連してい

ると考えられることから、政策が人権教育に与える影響を検討するためである。 

３．タイの人権教育について、各実践の相違点とタイが持つ地域性を明らかに

する。  

 一国の中に複数の解釈に基づく人権教育が存在するタイにおいて、課題１で

設定した枠組みに基づいてそれぞれの実践の特徴を示すとともに、タイ国内の

人権教育における共通点を明らかにする。  

 最後に、三つの課題を通じて解明したタイの人権教育における理論・政策・

実践面における特質に基づき、一国の中に複数の解釈に基づく人権教育が存在

することの意味を明らかにする。  

 

２．本論文の構成   

次に、本論文の構成について述べる。第一の課題を明らかにするために、国

際社会およびタイ国内における人権概念の発展について、歴史的経緯とその変

化の理由を政策文書などの検討を通じて分析する。  

第１章では、国際機関で定義される人権という概念がより広範なものとなっ

てきた歴史について、「平等」という概念の持つ意味の広がりとの関連に着目す

る。さらに、概念の広がりとともに、人権教育で伝える必要があるとされる内

容や、その伝え方への影響を考察する。  

第２章では、国際社会の変化と、国内の社会情勢に影響を受け、タイにおい
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て人権という概念が意識され、政策に反映されるようになった歴史的経緯につ

いて、政策における人権保障のありかたから明らかにする。人権問題は教育、

福祉、外交、労働、などといったあらゆる部門の政策の中で取り上げられる問

題である。そこで、人権教育の方法や内容の分析に入るための前提条件として、

人権擁護に関連する法律がどのような社会背景のもと変遷してきたのかという

歴史を概観し、人権概念の拡大の歴史において重要な概念である「平等」につ

いてタイでどのようにとらえられてきたかに着目する。  

次に第二の課題を明らかにするために、タイにおける価値教育の基盤となっ

てきた仏教が、公教育においてどのような位置づけにあったのかを検討すると

ともに、仏教以外の文化についての対応を明らかにする。  

第３章では、タイの公教育において価値教育が導入された経緯と、カリキュ

ラムの変遷について分析し、価値教育の中での仏教の位置づけを確認する。  

第４章では、教育政策における人権保障について不平等な状況におかれてい

るとされるグループへの対応から考察する。特にタイの教育において平等の保

証が問題とされることの多い、少数民族（特に北部）に焦点を当て、どのよう

な支援が行われているのかを整理し、現在のタイにおける教育政策における「人

権としての教育」がどのように考えられているのかについて示す。第４章にお

ける「教育機会の保障」は、①基礎的な教育を受けるためのアクセスの保障（量

的保障）、②民族が持つ固有の文化や伝統の保護に配慮する（質的保障）、とい

う二つの意味を持つものと定義し、量的・質的双方の視点から考察する。  

さらに第三の課題を明らかにするために、タイにおける人権教育実践の詳細

について分析する。  

第５章ではタイの人権教育の各実践に焦点を当て、その内容と背景にある理

念の関連を分析する。特に仏教との関連について複数の解釈があることと、政

策の中で保障すべきと謳われている人権概念内容との比較を行う。タイ国内で

人権教育に関わるアクターは、NGO、UNESCO、国家人権委員会、教育省、お

よび各学校であるがこれらのアクターは人権教育が開始された当初から同じよ

うな役割を果たしてきたわけではなく、参加した時期もさまざまである。まず

タイにおいて人権教育が公教育において実践される以前の教育実践について、

開始される契機となった権利運動の歴史と人権擁護に関する法改正の関連を分
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析した後、各アクターが人権教育に携わるようになった経緯を明らかにする。  

第６章では、大綱的なナショナルカリキュラムに基づいて各学校が行う人権

教育の詳細と、その教育を受けた生徒の人権意識について、教育内容の特徴で

分類し、比較を行う。各学校で人権教育を受けた生徒がどのような人権意識を

持っているのかについて、平等という言葉に対して生徒が持つイメージと具体

的な人権問題への認識をたずねる質問紙調査の結果と、調査対象校の生徒が受

けた教育内容との関連を分析することによって明らかにする。  

 終章では、タイの事例を通じて一国の中に複数の解釈に基づく人権教育が存

在することの意味を考察することで、多様な価値観を受容しつつ人々が連帯す

るための共通の価値規範を形成する方法を考える際の示唆を提示する。  
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第 1 章 人権教育の世界的潮流  

 本章では、国際的に共有されている「人権」という言葉の定義と人権教育 1)

の内容・方法の歴史的変遷について分析する。はじめに、人権という概念が歴

史的に変容し、その範疇を拡大してきたことについて述べる。次に、人権教育

において、概念の変容の影響を受けながらどのように教育内容や方法を発展さ

せてきたのかを明らかにする。  

 

１．人権の定義  

本節では、人権概念の歴史的変遷と現在の国際社会における定義を、先行研

究を参考に整理する。  

現在のあらゆる人権に関わる国際条約や活動の指針となっているのは、世界

人権宣言である。世界人権宣言において人権の基本的哲学は、第１条「すべて

の人間は生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利において平等である

2)。（以下略）」に示され、人権とは生得的なものであるとされている。世界人

権宣言の基盤となっている哲学は、近代国民国家 3)成立以降各国で提唱されて

きた。古くはアメリカ独立宣言（The Unanimous Declaration of the thirteen United 

States of America・ 1776 年）やフランス人権宣言（Déclaration des Droits de 

l 'homme et du Citoyen・1789 年）でも謳われており、現在もその思想が受け継

がれている。  

しかし、各宣言や法律で保障される人権の具体的な内容に焦点を当ててみる

と、人権という言葉の指し示す内容は全く同一というわけではなく、歴史とと

もに拡大しており、拡大した権利は国家と個人（後には国際社会と国家と個人）

の関係性の違いによって大きく三つに区分される。  

 まず人権として定義されるようになったのは自由権という権利である。自由

権とは、国家からの制約や強制を受けることなく自由に思考し行動できる権利

である。アメリカ独立宣言の元となったバージニア権利宣言（ The Virginia 

Declaration of Rights・1776 年）やフランス人権宣言で明記された内容を端緒と

し、精神の自由（思想・宗教・表現の自由など）、身体の自由（生存権、法的手

続きをうける権利など）、経済活動の自由（職業選択権や居住権など）が含まれ

る。すべての人が平等に保持している権利という概念は、革命や独立の思想的
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支柱となり、18 世紀から 19 世紀にかけて民主制に移行した国は、その憲法に

人権（自由権）について明記している。現在も人権の根本となる内容であり、

その擁護は国際社会の責任であるとされている。  

 次に、社会権という概念が確立された。社会権とは、国家が介入して積極的

に保護すべき国民の権利を指す。国民が国家に対して特定の政策目標を達成す

るために施策を行うことを要求する権利であり、教育を受ける権利 4)・労働権

（労働組合結成権も含む） 5)などが含まれる。特にイギリス産業革命以降、子

どもの保護や貧困者への福祉が社会的問題（ social question6)）であり、国家が

責任を持つべき問題であるとされた時期から、広く支持されるようになった。  

上記の二種類の権利を含め、初めて国際社会全体を対象とした人権に関する

取り決めが、世界人権宣言である。宣言を作成する際には、特定の文化や社会・

宗教的価値を超えたものにするという理念のもと、欧米、アジア、アフリカ、

中南米の各国から委員を選出した人権委員会が編成された 7)。  

世界人権宣言を実効化するための国際人権規約では、人権を「市民的および

政治的権利に関する国際規約（自由権規約）」と「経済的・社会的および文化的

権利に関する国際規約（社会権規約）」の二つに分けている。人権に含まれる内

容の詳細を定義することは、人権保護や侵害の基準を明確にすることに加え、

人権保護の名の下で行われる過剰な内政干渉を防ぐという機能も果たしている。

自由権・社会権という二分法は、人権保障の実現において、国際機関と国の役

割を分担したものに過ぎず、本来人権は自由権と社会権の両方 8)が実現されな

ければ十全に機能しない。しかし、規約が分かれていることから片方だけを採

択する 9)国もあり、時に国家によって守られるべき社会権の内容が、各国によ

って都合のいい内容に変えられる場合も生じる。Donnely、寿台などの「世界人

権宣言に、人権を二分する思想がみられる 10)」という分析や、人権保護の基盤

である国際人権規約において自由権と社会権に二分され、国によっては必ずし

も両方を批准しているわけではないという事実をふまえると、現状において国

によって保障される人権の内容は異なっている可能性がある。  

さらに、世界人権宣言成立後に提唱された「第三世代の人権」という権利が

存在する。UNESCO の「人権・平和部」部長である Vasak は、世界人権宣言が

規定している「市民的・政治的権利」（自由権）を「第一世代の人権」、「経済的・
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社会的・文化的権利」（社会権）を「第二世代の人権」とし、社会発展の権利や

健やかな自然環境を享受する権利など、「第三世代の人権」と称される権利を確

立する必要性をとなえた 11)。第三世代の人権の特徴は、①それまで一つの国家

における国家と個人の関係の上で考えられ、常に個人は権利の保持者であった

ものが、国家の枠を超えるものだと意識され、個人一人一人も権利擁護の責任

があるとされた点、②権利主体として集団を想定している点、③世代間の平等 12)

という概念を持ち込んだ点である。③に関しては特に、自由権と社会権はあく

まで同時代の中での権利保障にとどまっていたのに対し、まだ見ぬ次世代の権

利保障にまで責任を認めたという点が大きな変化であるといえる。  

第三世代の人権が提唱された背景として井上は、  

 

非植民地化とアジア、アフリカの新興独立国の数の増大に伴って（中略）こ

れらの新興独立国が大きな発言権を持つ場となり、新興独立諸国はここで第三

世界の経済発展の重要性を強調し（中略）人権規約などの人権に関わる法の起

草においても重要な役割を担うようになった  

 

ことを指摘している 13)。  

しかし Tomuschat は、第三世代の人権に関して、以下の三点が不明瞭である

ことから理論的な曖昧さや不十分さを指摘している。第一に、権利主体につい

て誰の権利なのか、個人なのか集団に対してなのかが不明瞭であることをあげ

ている。第二に、権利擁護の責任がどこにあるのかが規定できないこと、さら

に、権利主体と擁護の責任者が明確に分かれるのか否かに対しても疑問を呈し

ている。第三に、最も難しい問いであるとして、どこまでを第三世代の人権に

含めるべきであるのかという問いを投げかけている 14)。  

第三世代の人権が内包する理論的課題の一例をあげて説明する。健やかな環

境を享受する権利の場合、提唱された当初は先進国の経済開発によって発展途

上国の自然環境が損なわれているという問題が生じていた。しかし、第三世代

の人権には世代間の平等という概念も含まれており、いまや地球全体の住民は

権利主体であると同時に責任者でもあるという考え方が一般的である。したが

って第三世代の人権においては、権利主体と擁護の責任者の区分はほぼないと
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いう事態が生じる。このように、自由権と社会権に比べると定義の不明瞭さが

あること、また、支持する地域に偏りがあり認知度は決して高くないといった

課題が認められることは事実である。  

しかし、新興国によって提唱された第三世代の人権の中でも「天然資源に対

する恒久主権」は、1966 年の「経済的、社会的および文化的権利に関する国際

規約」と「市民的および政治的権利に関する国際規約」 (それぞれ国際人権 A

規約 ICESCR、国際人権 B 規約 ICCPR) の第一条に反映されることになった。

また、「健やかな自然環境を享受する権利」は 1972 年の国連人間環境会議にお

いて「人間環境宣言 15)（Declaration of the United Nations Conference on the Human 

Environment）」に明文化されており、国際社会全体で人権という概念の範疇が

拡大されつつある。  

以上のように、人権という概念は、その重要性は多くの国で受け入れられて

いるものの、今もなおその定義が変容しており、また、地域によって受けとめ

られ方も異なっている概念である。かつその変遷においては、「平等」に対する

解釈や対象の変化が大きく関わっているということができる。その根拠は主に

二つある。まず、「平等」という概念が人権の性質を考えるうえで非常に重要で

あるためである。現在のあらゆる人権に関する営みの根拠となっている「世界

人権宣言」の序文は、「人類社会のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲るこ

とのできない権利とを承認することは、世界における自由、正義および平和の

基礎である 16)」から始まっており、これは「平等」という概念が人権という概

念の基盤として考えられている一例であろう。また、世界人権宣言の全体を通

じて権利を持つ主体を「すべての人」とし、性別や出身などのあらゆる所属に

よる差別を禁じている点からも、すべての人が等しくあることが人権の基礎に

あるということが明らかである。  

 もう一つの理由は、人権概念の発展の歴史は、とりもなおさず「平等」のあ

りかたについての議論の発展と大きく関わっているためである。そもそも、人

権という概念が創出されたとき、まず主張されたのは、生まれながらにすべて

の人が等しくもつ国家などからの自由を謳う自由権であった。この、身体や思

想の自由は、人権という概念ができた当初から現在も大きく姿を変えず尊重さ

れるものである。次に、近代国家成立とともに社会権という概念が確立された。
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社会権においては、社会全体の価値が多様化し、その多様な価値の承認もまた

権利として求められるようになると同時に、「何を等しく配分するのか」「誰と

誰の間を平等にするのか」といった問題が、最初は各国の問題として、しだい

に国を超えた問題として議論されるようになった。その際に登場したのが、先

進国と発展途上国間の平等を論じた社会発展の権利や、現在の人類とまだ見ぬ

未来の世代との平等を視野に入れた健やかな自然環境を享受する権利などを含

む、「第三世代の人権」と称される権利であった。  

このように、平等のありかたについての議論の発展が、人権という概念の広

がりをもたらしてきたのである。そこで次節では、「平等」という概念の変遷に

着目する。  

 

２．平等（equality）と公正（ equity） 

 前節で、人権概念の発展においては、平等概念の変化が大きく関わっている

という点を指摘した。ここでは、本稿で「平等」という言葉を用いる際の定義

を整理しておきたい。日本語の「平等」という言葉には、その中には「すべて

を等しくすること」という意味と同時に、「各人の状況に見合ったものが持てる

こと」という意味も含まれていることが多い。しかし英語では両者に異なった

言葉が与えられていて、前者を「 equality」、後者を「 equity」と呼んで区別して

いる。そこで本稿では、 equality を「平等」、 equity を「公正」として論を進め

ていくものとする。  

この区分に従い、改めて世界人権宣言の原文に立ち返ってみると、日本語で

「平等」とされる個所はすべて「 equality」と表現されている。つまり、個々の

状況に関わらず、すべての人が同じものを持てるようにすること、が人権の基

本にあるのではないかと考えられる。しかし世界人権宣言の中には、「何が同じ

なら『平等』なのか」といった指標について「法の下の平等」など非常に広範

な枠組みが設定されており、その指標については今もなお議論がなされている。 

Roemer などは、現代において平等について論じる際の中心的課題は、「何を

同じくすべきかという指標」であるとしている 17)。そして、この人々の何を等

しくすべきか、という問題の重要性を認識し、開拓したのは Rawls であるとし

ている 18)。Rawls は、社会正義の達成において、あらゆる人が必要とする「社
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会的基本財」とよばれる指標を提示した 19)。社会的基本財とは、権利、自由、(雇

用や教育の )機会、収入や富など、いかなる生き方をするにしても必要になる事

物を指す。また Rawls は正義の二原理として、これらの基本財を市民に等しく

分配した後に生じる不平等について、不平等が最も不遇な立場にある人の利益

を最大にする（格差原理）場合や、公正な機会の均等という条件のもとで、す

べての人に開かれている職務や地位に付随するものでしかない（機会均等原理）

場合、その格差は容認されるとした。  

 これに対し、Sen は、等しくすべきものは特定の財ではなく、財が各人に何

をなしうるかであり、各人の潜在能力（生き方の幅）こそ平等にする必要があ

ると述べた 20)。たとえば、足に障害のある人が、ない人と同じく自由に行動し

たいと考える場合、一般により多くの所得が必要になる可能性があるが、Rawls

の議論ではその不平等を承認するかという点に疑問が残る 21)。Sen によれば、

両者が同じように自由に行動できる状態が「平等である」ということになる。    

ここで、個人の満足度ではなく潜在能力を基準にする理由として Sen は、虐

待を受けてきた奴隷や極端な貧困状況にある人の場合、他の人よりはるかに少

ない財でも得る喜びは大きいという可能性を指摘している 22)。つまり、当人の

満足だけで他人より少ない財しか得られない場合、現状の格差の根本的な是正

につながらないことになりうるため、個人の希望に関わらず潜在能力を等しく

する必要があることを主張している。  

 さらに、Arneson や Cohen は、Rawls と Sen の共通点として、財あるいは潜在

能力を等しくした後個人がどのような生き方を選ぶのかという選好は個人の責

任にしているという点に着目し、選好が個人のコントロールを超える可能性が

あることを指摘した 23)。しかし Roemer は、この問題を重要であるとしながら

も、Arneson と Cohen の論に対し以下のように批判している。  

 

選好の形成に影響を及ぼすコントロール能力を超えた社会的要因を真剣に受

け止めず、自由放任による優位の分布を矯正するのにどのような点を考慮すべ

きかを十分検討しないので、責任に対する彼らのアプローチが浅薄なものにと

どまっている 24)。  
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その上で「意思作用と周辺環境を区別する問題が解決された後に、公正な資

源分配に到達する 25)」という段階を踏むべきであると示唆している。  

以上、主だった論者の主張を基に、本稿において「平等」を分析する際の枠

組みについて考えてみたい。まず、Rawls が示す平等は、個人の能力や所与の

条件に関わらず、機会や権利を等しくすることを重視しており、いわゆる「機

会の平等」に近いといえる。一方で Sen は、機会や権利を等しくするだけでは

平等ではないとしており、各人の潜在能力を等しくすることが平等である、と

考えている点でより「結果の平等」に近いものを想定している。  

さらに Arneson や Cohen、Roemer は、財や潜在能力が平等である場合でも、

個人が何を選ぶかという選好さえ、個人の責任を超えたもの（たとえばある国

家の思想的背景や社会情勢など）に依存する可能性を考慮に入れた「平等」を

考える必要を指摘している。  

個人の意思を超えた部分までの平等に配慮するべきか、という議論は、世代

間の平等について提唱する「第三世代の人権」に通じる部分があるといえる。

なぜなら「第三世代の人権」においては、たとえば持続可能な開発を行う権利

について、権利を享受する側であると同時に、まだ見ぬ未来の世代と今の世代

の関係を考えた場合、自らは権利を侵害しないよう擁護する立場となるなど、

自分の意志に関わらず立場が変わるという特徴を持っている。したがって、自

由権や社会権のように、個人はつねに権利を持つだけの存在というわけではな

く、ときには（次世代の）権利を侵害しうるという意識を持ち、権利の擁護者

となる必要があるという意識を持つ必要がある。  

このような事実に鑑みると、平等について、人権について教えるといった場

合、教育内容や目的は、人権あるいは平等概念の発展の影響を受けると考えら

れる。その際、権利によって性質の違いがある点、性質の違いから、権利の保

障のされかた（しかた）が異なってくる点を区分して教える必要があるのでは

ないだろうかという疑問が生じる。そこで次節では、人権教育の方法や内容に

ついて、現在のように世界的に人権教育が行われるようになった理由と、その

歴史的変遷について分析する。  
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３．人権教育の内容および方法における歴史的変遷  

 そもそも、人権という概念が生じた社会的背景には、抑圧・支配からの自由

を求める人々の声があったことについては第１節で述べたとおりである。人権

という概念の定義が拡大・変容しようとも、非人道的な行為とは何かというこ

とを国際社会全体に知らしめ、防ぐことは今もって重要である。  

現在各国で実施されている人権教育の基礎となっている「人権教育のための

国連 10 年行動計画 (以下、「 10 年計画 26)」）」は、 1994 年の国連総会において採

択された。「 10 年計画」で人権教育は「知識の共有、技術の伝達、および態度

の形成を通じ人権という普遍的文化を構築するために行う研修、普及および広

報努力」であると定義されている。このように人間の権利や尊厳を擁護する必

要性については世界各国で理解され、人権教育は人権を擁護する手段の１つと

して考えられている。  

しかし、人権がより個人の問題に密着するものととらえられ、人権に関する

問題が広範なものとなるに従って、何が個人の人権や人間の尊厳を損なうのか、

またそれにどう対処すべきなのかといった判断が困難となり、問題が複雑化し

ている。また、各国によって批准される条約が異なり、どの部分を重視するの

かといった姿勢は、人権教育の内容や方法に影響を与えている。  

本節では、このような人権概念の多様性を背景に、人権教育の方法・内容お

よびその目的がどのように変容してきたのかを、特に普遍性に対する議論を軸

に分析する。  

人権という概念の解釈については歴史的に、あるいは地域によっても異なっ

ていることは第 1・2 節で述べたとおりである。それでは、各国や地域における

社会問題の解決のために、民族や文化の枠組みを超えた人権という概念を導入

するということはどのような意味をもつのだろうか。人権における普遍性およ

び相対性に関しては、数多くの先行研究で議論されている。  

その中でも Merry は、女性の権利獲得がなされる過程について研究を重ね、

人権という概念が、地域社会に受け入れられる際に起こる変容と、その原因に

ついて考察を行った。Merry が取り上げている女性の権利は、人権の中でも地

域によって解釈が大きく異なる権利の一つであり、より地域社会への受容を進

める際に配慮が必要な権利といえる。その視点から人権の実現方法について考
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察することは、人権という概念を地域社会に適合する際に起こる問題を考える

際に有用であるといえる。  

Merry 以前にも、女性に対する肉体的・精神的暴力は、家庭内の問題ではな

く、公共の場で取り扱われるべき問題であり、人権侵害に当たるという指摘は

なされていた 27)。しかし、なぜ女性の人権が各地域において同じように受容さ

れないのかといった問題に対しては、女性の権利を認めることに対する抵抗勢

力の存在を指摘するにとどまっていた。そのため、たとえばナイジェリア北部

の女性団体が、女性の人権の拡大をめざす際にイスラーム法に基づく女性の人

権を（国際的な人権法を表に出さずに）主張するというような、人権を擁護し、

実現しようとする団体による概念の変容が行われている 28)ことに対しては説明

がなされていなかった。  

Merry は、人権の導入過程を「複製」と「混合」という言葉によって表現す

ることで、変容の理由を理論化している。「複製」とは、重要な概念や規範には

超民族的に通じる点があり、どのような文化であろうと変わらないという考え

方である。人権の自由権に比重を置く場合、自由権の性質上国家の不当な介入

を防ぐことが重視される。したがって人権の普遍性を重視する解釈に基づいた

教育の場合、「複製」アプローチの方がより目的を達成しやすい。Merry は「複

製」の優れた点について、長い目で見た場合、より規模の大きな社会変革を誘

発するためには、今の体制と非共鳴的なアプローチの方が効果的である 29)とい

う Ferree の主張に賛同して以下のように述べている。  

 

実際、共鳴的なものは長期的な変化を起こす可能性を制限しうるので、損失

が大きい選択だといえる。共鳴的なものを選択することは理想を排し（略）、運

動においてある特定の集団や彼らの要求を疎外しうるのである 30)。  

 

「複製」では、むしろ当初対立がある方がより社会を変革する力になるとみ

なされるので、できるだけ元の概念を正確に伝えること目的とされ、言葉や概

念の浸透が重要となる。  

また、「複製」のもう一つの長所は、国際社会からの賛同を得やすいことであ

る。つまり、人権などの国際的に通用している概念で地域における問題を語る
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ことで、より国際社会に現状を理解され、援助を受けることが容易になるとい

うのである。  

次に「混合」という概念は、普遍的とされる価値観を各国・地域に土着の価

値観と混交することで、新しい制度を生み出すというものである。Merry は、

虐待を受けた女性が求めているものは自らの権利保障であって、必ずしも権力

に対する長期的な変化であるとは限らないと述べている。また Merry は、香港

とハワイにおける家庭内暴力解消プログラムの比較から、活動者が地域住民の

文化的背景を考慮する方が、プログラムに対する参加者の満足度が高いことを

証明した 31)。その事実から、当面の問題解決を探る場合は、対象により添った

形である程度概念の変容を行う「混合」の方が効果的であると結論付けている。

社会権に比重を置く場合、権利の実現には国家が大きく関与するため「人権の

普遍性」を強調するよりも地域との適合が重要となる。したがって、「混合」ア

プローチをとる方が目的に沿うものとなる。  

また Merry は、「混合」においては地域の規範や知識を生かすことが可能であ

り、より多くの人々が自分自身の問題としてひきつけて考えることが容易にな

るという点を長所として述べている。したがって「混合」のアプローチをとる

場合は、地域の問題状況を把握し自らとどういった関連があるのかを認識する

ことが重視される。  

両者の共通点として、普遍的とされる価値と地域固有の価値を関連づける仲

介者の働きが重要であることと、多くの地域において仲介者の立場が保障され

ていないため、いずれのアプローチでも、政府による何らかの保障が不可欠で

ある（「混合」の方が、より政府による保障が求められる）といった点があげら

れる 32)。  

このように、人権教育において、普遍性を強調するか、もしくは各地域・民

族の特殊性を重視するのかによって、その方法が異なり、また達成できる内容

も影響を受けるということがいえる。  

次に、Merry の理論的枠組みを用いてこれまでの人権教育の内容を分析して

いく。人権という概念は、歴史的に拡大し、地域によっても解釈が異なってい

る。しかし、1948 年の世界人権宣言発効以降、世界的に Human Rights という

言葉が広く知れわたったのは紛れもない事実である。  
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では、人権教育が開始されたのもそれ以降ということになるのであろうか。

実際には被植民地国において人権教育の長い歴史があり、そのルーツを 19 世紀

後半の植民地支配に対する独立運動 33)に見出すことができる。アジア諸国では

外国による支配からの自由、自決権、平等、人間の尊厳といった、現在であれ

ば人権に関わるとされるテーマをすでにノンフォーマル教育の場で取り上げて

いた。公教育の場で人権教育が行われてこなかった要因は、当時の人権に関す

る活動は植民地支配からの独立が目的であって、宗主国や植民地政府とは対立

関係にあり 34)、表立って人権に関するテーマを取り上げることができなかった

ためである。  

この時期の教育では、そもそも国家に人権を保障することを求めるような法

的手段が存在しておらず、国際的（あるいは普遍的とされる）人権規範に則っ

て独立を要求するということが目的であり、「複製」の要素が強い教育であった

ということができる。  

 人権教育には、大きく分けて二回の発展期がある。第一期は、植民地支配が

終焉し、第二次世界大戦後独立を果たしたばかりの政府が、冷戦下において国

民教育を強化した時期である 35)。国家としてのまとまりを重視した政府は、イ

デオロギーの強化を図り、その中でしばしば個人の権利を侵害する事態が生じ

た。既に人権という概念は法律の中にも記述され、一定の市民権を得てはいた

が、一般の人々が具体的に人権の中身を知る機会は少なく、自分たちの権利で

あるといった当事者意識は薄かった。そこで、法律関係者などが、人権は政府

の抑圧から個人を守るためのよりどころであるとし、法的根拠をもって政府は

人々の権利を保障すべきであるという内容で人権教育を進めた。特に冷戦中は、

社会主義と資本主義という大きなイデオロギーの対立があり、各国・地域によ

って社会状況も異なっていたため、人権教育の内容も国家の内実に合わせつつ、

抗議や変革を求める行動につながる役割を果たしていった 36)。  

現在も継続している第二期の発展は、 1990 年代にウィーンの世界人権会議

（1993 年）、北京の第４回世界女性会議（1995 年）と続いた一連の世界会議が

きっかけとなって 2010 年代まで継続している。これまで私的な領域であるとみ

なされていた家庭における女性や子どもの問題などが、人権や尊厳の保障と関

わって世界的に取り組むべき問題であるとされたことで、人権に関する問題に



第 1章 人権教育の世界的潮流 

22 

 

広がりが生まれた。また、 1990 年代後半から 2000 年代にかけて国際機関を中

心に「人権に基づくアプローチ」が提唱され、貧困者や女性を救済の対象とし

てではなく権利の保持者とみなし、権利請求能力を向上させることが目標とさ

れた 37)。このアプローチが多くの国連機関の活動の中心とされたことから、人

権教育そのものの重要性が再認識されたのである 38)。  

以降、現在も各国政府が内情に合わせた人権教育の開発に取り組み、より人々

の生活に直結した問題こそが重要な問題であると認識されている。このように、

人権教育において「混合」の要素が強くなりつつあるということができる。  

 2015 年現在、多くの国で人権教育を実施する際に根拠となっているのが、「人

権教育のための世界計画（以下、世界計画）」である。表 1-1 に「世界計画」で

掲げられた人権教育の目的を示す。 a から e は「10 年計画」を踏襲するもので

あるが、 f の「開発」のみ「世界計画」で初めて言及された項目である。これ

は、環境破壊が人々の居住権や生存権を脅かすととらえられるようになったこ

と、また、ストックホルム宣言などにみられるように第三世代の人権が国際社

会で受け入れられ、環境問題もまた人権教育で取り組むべき課題であるという

認識が広まった 39)ためである。  

 

表 1-1：人権教育の目的  

 

 

 

 

 

 

 

 

出典 )「世界計画」（邦訳は外務省ホームページ）より筆者作成  

４．まとめ  

本章では、人権教育がどのように教育内容や方法を発展させてきたのかにつ

いて、人権という概念が歴史的に変容し、その範疇を拡大してきたことと関連

目的  

a.  人権および基本的自由の尊重の強化。  

b.  人格および尊厳に対する感覚の十分な発達。  

c.  すべての国民、先住民並びに人種的、民族的、種族的、宗教的、言語的

集団間の理解・寛容・ジェンダー平等および友好の促進。  

d.  すべての個人が、法の下において自由で民主的な社会に参加できること。 

e.  平和の構築および維持。  

f.  人間中心の持続可能な開発と社会正義の促進。                 
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して分析した。その結果、人権という概念は、「第一世代：超国家的な自由」に

「第二世代：国家による国民の平等」という内容を含めるようになり、さらに

「第三世代：権利主体の集団化と世代間の平等」という範疇へと広がってきた

ことが明らかとなった。  

このような人権概念の発展の歴史は、「平等」のありかたについての議論の発

展と大きく関わっていた。生まれながらにすべての人が等しくもつ国家などか

らの自由を謳う自由権から、「何を等しく配分するのか」「誰と誰の間を平等に

するのか」といった問題が、議論されるようになった社会権へと人権が広がり、

さらには現在の世代とまだ見ぬ未来の世代との平等を視野に入れた健やかな自

然環境を享受する権利などを含むようになった。このように、平等のありかた

についての議論の発展が、人権という概念の広がりをもたらしてきたのである。 

このような人権概念の広がりは、人権教育の方法にも影響を与えた。Merry

によって「複製：できるだけ国際機関の定義をそのまま伝える」と「混合：地

域の伝統や社会にあわせた教育を行う」と分類された教育方法のうち、各国の

政府が内情に合わせた人権教育の開発に取り組み、より人々の生活に直結した

問題こそが重要な問題であると認識されるなか、人権教育においては「混合」

の要素が強くなりつつあるということがうかがえた。  

本章で検討してきた、現在人権に含まれる三つの権利概念と、人権教育の主

な二つの方法に基づくと、人権教育の分析枠組みを以下のようにとらえること

ができる。  

表 1-2 人権教育の分析枠組み  

権利概念   

方法  
自由権  社会権  第三世代の人権  

複製 ① ② ③  

混合 ④ ⑤ ⑥  

出典）筆者作成  

 

表 1-2 において、理論上六通りに分類できるが、網掛け部分は、各権利概念

と方法の親和性からより適していると考えられる方法を示している。自由権の

場合は国や文化などを問わずすべての人が同一に持つ権利であるという性質上
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「複製」の方法が親和的な方法であり、一方で社会権は、各国の社会状況や文

化によって平等にされるべき内容や平等にする方法が異なる部分もあることか

ら「混合」による教育がより適しているということができる。また、第三世代

の人権については、国家を超えるという「複製」による方法が適している部分

と、一国を超えた権利であるため、現実問題として、各国の状況（先進国か、

中進国か、発展途上国か、など）によってこの権利に対しておかれている立場

が変わることから、「複製」「混合」両方の方法による教育が考えられる。  

 次章以降では、表 1-2 の枠組みを用いてこのような世界的潮流と、特定の国

における人権教育との関係を、タイを事例に考察する。第２章では、タイで人

権教育が普及していく社会的背景を考察することを目的として、人権という概

念が広まった歴史的経緯を、それぞれの時期に人権の三つの権利概念のどの側

面が重視されたのかという点に着目して分析する。  
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総理府「国連特別総会『女性 2000 年会議（ 2000 年 6 月 5 日 -10 日）』アドホック全

体会合に関する報告書  邦訳」  

http://www.gender.go.jp/international/int_standard/int_un_seij i/index.html,

（ 2015-02-12）．  

 

註 

 

1) 人権教育という言葉は、日本においては特別な意味をもっている。その理由は

「人権教育」が、法的にも政策的にも同和問題の解決のために行われてきた

一連の諸事業や教育・啓発活動との連続性を強くもっている（阿久澤、 2007

年、36 頁）ためである。しかし国際文書等で定義される「Human rights Education」

に含まれる内容は女性問題、障害者問題、等多岐にわたっている。         
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また、日本で「人権教育」は、文部科学省の管轄する教育政策上の活動に

のみ用いられる言葉であり、「Human rights Education」の内容に含まれる、警

察官・法律関係者など人権の実現に影響を与える地位にある人々への研修な

どは、法務省の管轄となる「人権啓発」と区別されている。つまり、日本語

の「人権教育」という用語が指す範囲は「Human rights Education」の指す範

囲と異なっている。しかし本稿では、国際文書で定義される Human rights 

Education、および「人間の権利および尊厳の尊重に関わる社会的学習（原典

はタイ語、タイ国家人権委員会ウェブサイトによる）」、およびこれらに類す

る、人権理解や人権に関わる諸問題に取り組む教育の総称として人権教育と

いう言葉を用いる。  

2) 外務省ホームページ、世界人権宣言邦訳より。  

3) 本稿においては近代国民国家を「国際法上の人格としての国は、次の資格をも

たなければならない。 (a）恒久的住民、（ b）明確な領域、（ c）政府、（ d）他国

と関係を取り結ぶ能力」［Convention on Rights and Duties of States 

(inter-American)(国の権利および義務に関する条約、第 1 条、 1933 年 )］とい

う条件を満たす国家という意味で用いる。  

4) 社会権規約、 13 条。  

5) 同上、 6-8 条。  

6) Tomuschat,  2008,p.28.  

7) 寿台、 2000 年、 166-167 頁。国際連合の経済社会理事会決議（ 1946 年 2 月 16

日）で、最初の「核」となる委員会（人権委員会の構成と任務について勧告

するための委員会）メンバーとして Paal Berg(ノルウェー )・René Cassin(フラ

ンス )・ Fernand Dehousse(ベルギー )・Víctor Raúl Haya de la Torre (ペルー )・

K.C.Neogi(インド )・Mrs.Roosevelt(アメリカ合衆国 )John C.H.Wu(中国 )・ Jerko 

Radmilovic(ユーゴスラビア )・Nikolai Krioukou（ソビエト連邦（当時））の 9

名が選出された。  

その後、同理事会（ 1946 年 10 月 2 日）にて、人権委員会メンバー 18 名を、

核委員会の「非政府の代表にすべきである」という意見とは異なり、各国政

府代表という資格で選出した。最初の人権委員会のメンバーは、William Roy 

Hodgson(オーストラリア )・Fernand Dehousse(ベルギー )・V.K.Prokoudovitch(ベ

ロルシア )・ Felix Nieto del Rio(チリ )・P.C.Chang(中国 )・Osman Ebeid(エジプ

ト )・Mrs.Roosevelt(アメリカ合衆国 )  ・René Cassin(フランス )・Mrs.Hansa 

Mehta(インド )・Ghasseme Ghani(イラン )・Charles Malik(レバノン )・Ricardo 

V.Alfaro(パナマ )・Carlos P.Romulo(フィリピン )・Charles Dukes(イギリス )・

G.D.Stadnik(ウクライナ )・V.F.Tepliakov(ソビエト連邦 )・ Jose A.More Otero(ウ

ルグアイ )・Vladislav Ribnikar(ユーゴスラビア )。  

8) 生存権のように、両方の規約に明記される権利もある。  

9) たとえば、アメリカは国による保障が求められる社会権規約を批准していない

（参照：外務省「国際人権規約の批准国一覧」）。  

10) Donnelly,J .,op.cit. ,1994.および寿台、前掲書、 80 頁。  

11) Vasak, Karel , 1977, p.29.  

12) Kiss,K and D, Shelton. 2004, International environment, p.12.  

13) 井上、 2009 年。  

14) Tomuschat,2008, pp.57-60. 

15) ストックホルム宣言とも言われ、国際環境法の基本文書とされており、 1985

年のオゾン層の保護のためのウィーン条約、1992 年の国連地球サミットにおけ

る環境と開発に関するリオ宣言や気候変動枠組条約などの根拠となっている。  

16) 外務省による、世界人権宣言仮訳文より。   

17) ローマー、 2001 年、 11、 16 頁。  

18) 同上書、 16-17 頁。  
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19) Rawls, 1971.  

20) Sen, 1999.  

21) ローマー、前掲書、 218 頁。  

22) Sen, 1987, p.11.  

23) Arneson 1989， 1990. Cohen 1989.  

24) ローマー、前掲書、 354 頁。  

25) 同上書、 355 頁。  

26) 一般的な Human Rights Education の内容についての詳細は「人権教育のための

国連 10 年行動計画（ 1995-2004 年）」（邦訳は外務省ホームページ）を参照。  

27) 総理府仮訳、国連特別総会「女性 2000 年会議」 (2000 年 6 月 5 日～ 10 日 )のア

ドホック全体会合に関する報告書（ 2000 年 9 月公表）より。  

28) Abdullah, J.  H.,  2002, pp.151-191. 

29) Ferree,M.M.,2003.  

30) Merry, 2006, p.45.  

31) Ibid. ,pp.45-48. 

32) Ibid. ,p.42-44. 

33) 当時、すべての独立運動の中で人権が意識されていたという証拠はない。しか

し、人権という概念が発生した経緯は「フランス人権宣言」にみられるように

「人権とはそもそも、市民が国家による圧制に抵抗し、人間らしく生きること

を市民の権利として主張し、国家がみだりにそれらを侵害しないよう求めるこ

とから生まれた概念である（阿久澤、前掲論文、40 頁）」。植民地の独立運動も、

宗主国（あるいは、宗主国に協力的な植民地政府）に対し、自らが人間らしく

生きることを主張し、政府がみだりに侵害しないことを求めたという状況は酷

似している。  

また、ヒューライツ大阪編、 1999 年にも、かつて植民地支配を受けていた国

が、人権教育内容について「人権とは社会参加であり、民主主義のために行動

することである（から他人事にはなりえない）（ 86 頁）」という言及があること

から、かつて植民地支配を受けていた国々では、当時の独立運動と現在の人権

教育は、連続性を持つのではないかと考えられる。  

34) プランテリア、 1999 年、 1 頁。  

35) 独立間もない国（アジア・アフリカなど）は、国家の独立を保持するべく、国

民として統一された国家意識（ナショナリズム）を内容とする道徳・公民教育

を重視した（森下、 2006 年、 254-255 頁）。  

36) 人権教育の歴史については、ヒューライツ大阪編、前掲書、 1-4 頁。  

37)  小林、 2007 年、 59-61 頁。  

38) 同上論文。  

39) 「人権教育のための世界計画  第 1 フェーズ（ 2005-2007）行動計画」より（参

照：外務省（ウェブサイト））。  
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第２章 タイにおける人権運動の歴史と人権概念の変遷  

 第１章では、人権という概念が歴史的に変容し、「第一世代：超国家的な自

由」に「第二世代：国家による国民の平等」という内容を含めるようになり、

さらに「第三世代：権利主体の集団化と世代間の平等」という範疇へと広がり

を見せていること、および、概念の変化に伴って、教育の内容にも広がりが出

ていることを明らかにした。また表 1-2 で、人権に含まれる三つの権利概念と、

人権教育の主な二つの方法に基づいて現在実施されている人権教育の分析枠組

みを設定した。  

 本章では、第１章で明らかにした世界的潮流をふまえて、タイにおいて人権

という概念がどのような形で浸透したのかという点を、政策における人権の保

障のありかたから明らかにする。その際、第１章で述べたように、人権概念の

拡大の歴史において重要な概念である「平等」についてどのようにとらえられ

てきたかに着目する。  

人権問題は教育、福祉、外交、労働、などといったあらゆる部門の政策の中で

取り上げられる問題である。そこで本章では、タイにおいて人権擁護に関連す

る法律が、どのような社会背景のもと変遷してきたのかという歴史を概観し、

人権問題と「平等」観について分析する。  

 

１．タイにおける国家の近代化と人権概念の導入  

一般的に人権という概念が世界的に広く知られるに至ったのは、 1948 年の世

界人権宣言発効以降とされている。しかし第１章で述べたように、 19 世紀後半

から、被植民地となった地域では植民地支配に対する独立運動の中で人権に関

わる問題をノンフォーマル教育の中で取り上げていた。  

 植民地支配が終焉後の冷戦時代、独立間もない国（アジア・アフリカなど）

は、国家の独立を保持するべく、国民として統一された国家意識（ナショナリ

ズム）の強化をめざす道徳・公民教育を重視していた 1 )。この当時人権という概

念は、個人の権利を守るためのよりどころとされ、人権教育は独裁的な政府へ

の抗議や変革を求める行動につながる役割を果たした 2)。  

一方でタイは、アジアで植民地支配を受けることがなかった数少ない国の１つ

である。タイの法律において、すべての人が等しく持つ権利という概念が明記
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されたのは、 19 世紀末であるといわれることが多い。ラーマ五世（チュラロン

コン王：在位 1868 年 10 月 1 日  - 1910 年 10 月 23 日）は、在位中に実施したチ

ャクリー改革 3 )の一環として、長い期間をかけて奴隷制度を廃止し、この改革に

よってすべての個人の平等に関する法的根拠が成立した。  

しかし、玉田によれば、この改革は植民地化を防ぐための王権強化と地方への

支配の確立が主目的であり、民主国家に必要な憲法改正や国会開設などに対し

て王は消極的な立場であった 4 )とし、「王朝国家を国民国家へと変質させてゆく

契機が希薄だった」と分析している 5 )。また永井は「当時奴隷はシャム人口の 3

分の 1 から 4 分の 1 にまで達していたとも言われ、国家奉仕を大幅に免除され、

おおむね貴族たちの私的な保護下にあった」ことを指摘し、「これらの措置

（奴隷制度の廃止：引用者挿入）がブンナーク家をはじめとする有力貴族の既

得権益を掘り崩すものであった」と分析している 6 )。さらに、ラーマ６世王（在

位： 1910‐ 25 年）は、タイ人としての自覚を持つべきとして、「民族・宗教・

国王」の三位一体論（ラックタイ 7 )）を提示し、国王への絶対忠誠を説く公定ナ

ショナリズム 8)をとなえた。  

つまり、この時期の「平等」というのは、それまで貴族など個人に属していた

人々を、一つの国家の中で王に属する「国民」として等しく扱うという意味で

あって、社会権といった概念に結びつくものではなかった。また、一般市民が

人権に関する諸問題に強い関心を持つ機会は少なく、フォーマル・インフォー

マル教育ともにそういった問題を取り上げることはほとんどなかった。  

その一方で、王朝国家への反発から 1912 年に青年将校によるクーデターが計

画されるなど、ラーマ６世王の時代以降、国王への絶対忠誠を説く公定ナショ

ナリズムと、チャート（英語の nation の訳語で、国民・民族・国家の意味があ

る）を重要だとする一部の知識人による、在野のナショナリズムの競合関係が

生まれた 9)。  

タイ社会に基本的人権の必要性が初めて紹介されたのは、 1932 年にプリーデ

ィー・パノムヨン（元首相） 10 )が行政法の教科書の中で権利概念を解説したと

きである 11 )。 1932 年６月、プリーディーをはじめとする人民党がクーデターを

起こし、絶対王政から立憲君主制への移行を行った。この際に制定された憲法

の中に、個人の権利などが明記された。この立憲革命 12 )によって制定された
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「仏歴 2475 年（西暦 1932 年）シャム王国憲法」以降、個人の権利や自由は、

タイの憲法に明記され続けている。しかし、その事実は法学者や学生などごく

一部の専門家にしか認識されておらず、大半の国民は自らが権利を主張する法

的根拠の存在について知る機会はほぼなかった。  

その後第二次世界大戦が勃発し、タイは戦局が深まる中国家による統制を強め、

華人の同化政策など政治面でのナショナリズムと、企業国有化など資源動員の

ための経済面でのナショナリズムを進めていった。また、第二次世界大戦終結

後東西冷戦が深化する中、タイはアメリカなど連合国側の援助を受けていた関

係もあって反共産主義の立場をとった。  

このように、国王と国家が一定の距離を置きながら、ナショナリズムの強化を

進めてきていたタイの体制が大きく変化したのは、 1959 年に発足したサリット

内閣（ 1958 年～ 1963 年）において開発独裁がすすめられた時期である。立憲革

命以降、多くの内閣が発足したが、サリットは他の首相と異なり、これまでの

タイにおける民主主義を否定し、タイ式民主主義の形を作るべきであると主張

した 13 )。タイ式民主主義として示されたのは、国王を元首とした民主主義であ

り、国王の重要性を強調し、ラーマ 6 世王が提示したラックタイを引用して国

是とした。以降、タイにおいて国王の権威が高揚し、国家との距離が緊密にな

り、政府は国王の威厳を用いながら、政府主導の開発独裁を進めていった。  

しかし、政府主導の開発によって経済成長が進む一方で、中央と地方の格差が

拡大していくなど、開発の実情に疑問を持つ学生や知識人が増えていった。し

かしサリットによる軍事政権下では、本来なら国民の人権保障の根拠となるべ

き憲法が「 1959 年（仏暦 2502 年）タイ王国統治憲章」という暫定憲法であり、

第 17 条において、  

 

本憲法施行の間、内閣総理大臣は、王国の安定または王権を侵食・破壊する行

為又は秩序を破壊しこれに脅威を及ぼす行為を禁止し、鎮圧することが適当だ

と判断した時は、その原因が国の内外を問わず、内閣の決議により命令を発し

て、これに基づく措置を取ることができる。これらの命令および措置は法律と

同じ効力を持つ。  
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とされ、内閣総理大臣は国家の安全を目的にして、閣議決定を経さえすれば法

律と同等の効力を持った措置を自由に講じることができた。憲法の内容から、

国家の治安という名目のもと言論の自由への強い制限が起こりうるなど、人権

保障が不十分な状況にあった 14)ということができる。  

 

２．権利運動の歴史と人権擁護に関する法改正  

人権教育の萌芽期―社会運動の活発化  

タイで人権擁護運動が盛んになったのは、 1970 年代のことである。 1963 年に

タノーム内閣（ 1963 年～ 1973 年）に政権が交代し、 1968 年に国会による恒久憲

法の制定で言論の自由が保障され、それまで開発の課題に問題意識を持ってい

た学生や知識人が活動を行えるようになったこと、また、世界各地のベトナム

反戦運動の盛り上がりに影響された学生運動の活発化 15 )などがその背景にある。

しかしその後、タノームは軍事クーデターを起こして議会を停止、サリット政

権時と同様に内閣総理大臣に大幅な権限を認める暫定憲法を制定した。  

こうした形で政府による民主化への動きが後退したことが、学生たちの問題意

識を強めた 16 )。 1973 年、民主化を要求する大規模なデモと軍部が衝突した「 10

月 14 日事件」において 1958 年から継続していた軍事政権が終わり、政党政治

が本格的に始まった。 10 月 14 日事件は学生革命とも呼ばれ、大学生の活動が強

調されることが多いが、実際には大学生以外にも中等学校・職業学校の生徒に

加え、さまざまな社会階層の人々が参加していた 17 )。この事件以降、農民や労

働者の運動が活発化 18 )し、政府も、農作物価格維持、金融機関の農村部融資奨

励といった農村部の貧困解消のための政策を掲げるようになった。政府が開発

独裁から、一般の人々の生活向上に向けた政策に舵を切った背景には、こうし

た運動が東南アジアにおける共産主義の台頭と結びつくのではないかという危

惧があったといわれている。  

この時期はまた、現在も人権教育を全国規模で展開する NGO が発足した時期

でもある。自由人権協会 (Union for Civil Liberty, UCL)が 1975 年、社会のための

宗教調整グループ  (Coordinating Group for Religion in Society, CGRS)が 1976 年に

それぞれ創設された 19 )。自由人権協会は、民主政治を支持する学生・研究者・

弁護士などによって組織され、社会のための宗教調整グループは、人権概念を
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社会に広めるという共通の目的を持った宗教関係者が、宗教・宗派の枠を越え

て組織したものである。  

両者とも人権の擁護を第一目的にして、政治犯の釈放要求、公正な裁判手続き

の確立、不平等な法律の撤廃などに取り組んだ。当時、タイで求められていた

人権保障とは、国家による不当な介入への抗議、いわば自由権的要素の強いも

のであったということができる。  

1970 年代前半は、さまざまな階層の人々による人権擁護運動が活発化する一

方、公教育においては国家イデオロギーの強化が進められた時期であった。こ

れまでのタイのカリキュラムはアメリカのカリキュラムを転用したもので、他

の分野の国家政策との関連はなく、 1960 年カリキュラムの基本骨格もアメリカ

の 1938 年教育政策審議会で制定されたものを移植した内容だった 20)。しかし、

サリット内閣は教育を「国民全体の社会的経済的開発のための中心手段」と位

置づけ、経済成長のマンパワー創出に向けて教育政策を国家開発計画に統合し

た 21 )。サリット内閣およびその政策を継承したタノーム内閣の教育政策の特徴

として、①農村部への教育普及が、農村開発の中心事業として重視されるよう

になった 22 )こと、②「ラックタイ」という概念を、再び国民統合の中心的イデ

オロギーに定め、国王崇拝と仏教への信仰心を全国に普及しようとしたこと、

の二点があげられる。その後タノーム内閣における第四次国家経済社会計画

（ 1977 年～ 1981 年）でも、教育による国民統合が進められた。  

民主化運動と政府の融和―政策による社会権の保障  

タイでは 1970 年代に初めて教育の全国的な実態調査が実施され、中央と地方

の教育普及の格差が意識されるようになった 23 )。この背景には、第三次国家経

済社会計画（ 1972 年～ 1976 年）において初めて首都バンコクへの一極集中が問

題視され、その結果、地方都市振興計画が進められ、首都とその他の都市との

社会的経済的格差を縮めようとする努力が払われることになったことが背景に

ある 24)。  

全国的な教育普及を進めるにあたり、国家全体の教育目標を定めることの重要

性が認識された。その際、教育の機会均等を進める一方で、ナショナルカリキ

ュラムに国家への忠誠心を高めるような教育内容が盛り込まれることとなった

25)。第四次国家経済社会計画に基づく 1977 年国家教育計画で、初めて教育政策
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においてラックタイが明文化され、 1978 年に初等教育カリキュラム、 1981 年に

中等教育カリキュラムがそれぞれ編成された 26)。  

また、 1976 年に学生運動との衝突（ 10 月 6 日事件） 27)があり、以降政府が反

共産主義の政策を強化して言論の自由を制限したことで、権利を求める活動は

いったん下火となった。  

しかし、 1980 年にプレーム政権が発足すると、民主化運動への対応が変化し、

再び NGO の動きが活発化した。この時期には、農村問題に限らず、都市のスラ

ム改善、保健衛生など活動内容が多岐にわたる NGO が始動した 28 )。また、 1985

年には農村開発に取り組んできた複数の NGO と国家経済社会開発庁によって、

NGO 間 の 連 携 を 支 援 す る NGO-COD(NGO Coordinating Committee on  

Development)が設立された 29 )。こうした動きからは、 1980 年代後半から政府は

NGO と対話を通じた関係を形成するようになったことがうかがえる。  

さらに 1990 年代に入り、これまではさまざまな階層の人々が参加してきた民

主化運動に対し「民主化の担い手は中間層」とする言説が、特にメディアによ

って伝えられるようになった 30 )。しかし実際に中間層というカテゴリーの中に

は、都市中間層以外にも、地方で NGO などに所属して社会問題に取り組む人々

も含まれており 31 )、玉田は「多様な参加者を中間層という一つの範疇に強引に

押し込め、その中間層を前面に押し出している」と分析している 32 )。  

また、 1990 年代に国際機関から提唱された「権利に基づくアプローチ」は、

国際機関の事務所の多いタイ社会の人権問題への取り組みに影響を与えた。権

利に基づくアプローチの定義は機関によって異なる部分もあるが、①人権問題

を解決することは「慈善」ではなく「権利の正当な行使」である、したがって、

②すべての人が自分の有する権利について知り、また、国が保障すべき権利は

何かということを認識することが重要である、という二点はほぼ共通している

33)。タイ国内の NGO も、人権問題への直接的な支援活動に加え、政府や社会へ

のアドボカシー機能を進化させるなど、当アプローチの影響を受けた 34)。  

国内法における人権擁護に向けた大きな変化は、 1997 年に憲法が改正 35 )され

1999 年に国家人権委員会法が制定されたことである。当法律に基づいて、人権

に関する課題に包括的に取り組む機関として国家人権委員会が設立された。  

国家人権委員会は、タイで初めて政府によって組織された人権尊重および尊厳
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の理解を促進し、人権侵害の事実が認められた場合に政策や勧告を提言する公

的機関である。当初は法務省の管轄下になる予定であったが、設立に関わった

NGO や政治家の「人権や人間の尊厳は、国内の行政上にとどまる問題ではな

い」という批判から、どの省庁にも属さない機関 36)と定められた。  

また、先述した NGO-COD は政府と協力関係にありつつも NGO として政策に

影響を与えるような活動を行っている。近年では、 2007 年より施行されたコミ

ュニティ林法の成立に向けた運動 37)が代表としてあげられる。  

コミュニティ林法とは、集落などの伝統的コミュニティ、もしくは地域の人々

が協議して新たに形成したコミュニティに対し、コミュニティ林の資源利用を

認める法律で、 2007 年に立法議会で可決された。成立の背景には、従来コミュ

ニティが（個人のものではなく）成員で管理し資源を利用していた土地が、近

代以降基本的に森林が国有林となった後、地元住民が資源を使えなくなった

（保護区に指定された森に住んでいた住民は、居住地を追い出されることもあ

った）ことや、国有化されたことでそれまで住民が利用していた森林が、プラ

ンテーションなど国家主導の開発に利用された結果環境破壊につながるケース

があり、それが問題視されていたことがある。住民の間から、環境に配慮した

形であることを前提に、地域住民による森林管理と資源利用を認めるべきであ

るという運動が起こり、NGO-COD が複数の NGO 間の連携調整を担って成立に

至ったと言われている 38)。  

 この時期にはタイに人権に関わる国際機関や NGO の事務所が複数置かれ国際

会議が行われる回数も増えたことで、国際機関における人権概念の変化からの

影響がより強まった。さらに、NGO-COD や国家人権委員会が設立され NGO と

政府の連携機関としての役割を担うことで、これまで NGO が行ってきた活動の

蓄積が政策にも反映される仕組みが、 2000 年代前半に整ってきた。  

コミュニティ主義の台頭―憲法における第三世代の人権導入  

このように、民間の社会運動が組織化されつつ、政府とも対話を活発に行うよ

うになった時期に制定されたのが、 1997 年憲法と 2007 年憲法である。  

1997 年憲法は「第三章  国民の権利と自由」に先住民の保護を明記 39 )してい

ることから、タイで初めて伝統的コミュニティの権利を盛り込んだ憲法である

といわれている 40)。  
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第四六条（先住民の保護）  

 地域の先住民は法律の規定に基づき、地域および民族の善良な慣習、伝統的

な知識、  あるいは文芸を保護あるいは復興し、自然資源および環境の調和的か

つ持続的な管理、  保護および利用に参加する権利を有する。  

 

1997 年憲法にコミュニティの権利が盛り込まれるに至った背景について重富

は、 1980 年代の初頭に現れた「コミュニティ主義」という主義が社会に普及し

たことを指摘している。以下に重冨によるコミュニティ主義の定義を記す 41)。  

 

国家や社会を律するうえで、市場原理と政府機能の両方を抑制し、人々の自立

的連帯や自然との協調的関係を重視する思想を指す。またこうした関係はタイ

民衆、とりわけ農村民衆が育んできたタイ固有の文化にあると主張する。  

 

タイにおいてコミュニティ主義は、まず 1980 年代に農村で活動する NGO 職

員と村落の伝統的な経済システムを研究する歴史家、そして農村で公衆衛生改

善に携わっていた医師、といった３つの部門から、それぞれの問題意識と結び

ついた形で主張された 42 )。その後、コミュニティ主義は、①「民衆の知恵」と

いう言いかえにより、具体的で実現可能なものとして社会へ提示され、②一地

方の文化から、市場主義の影響を免れたタイ固有の文化であるとする解釈の拡

大が、国民の国家への帰属意識を高めたい政府の意図と合致し、その後③コミ

ュニティの伝統文化や技術を保護すべきという観点から、コミュニティによる

環境保護の権利を要求する、民衆の持つ権利という概念への翻訳、が起こり、

④国家の制度改革の指針の中にコミュニティ主義が導入される、という４つの

段階を経て、政策指針へ取り入れられたのである 43)。  

このようにコミュニティ主義の思想的発展という観点からも、政府と NGO が

理念を共有する部分があることがうかがえる。理念の共有には、 1980 年代半ば

から各大学で実施されたコミュニティ文化に関する研究会 44 )や、 1990 年代前半

にできたとされる「国家、学界、社会運動のセクターをまたがる共感者のサー

クル『言説のコミュニティ』 45)」が大きな役割を果たした。  

特に 1997 年の憲法改正時には、コミュニティ主義論者が深く関わっていた 46)。
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重冨は、 1997 年 1 月に召集された憲法起草議会下で草案を作成する憲法起草委

員会において、コミュニティ主義の主要な論者の一人であるボーウォンサック

（Borwornsak Uwanno）が事務局長として条文の起草から完成まで携わったこと

を指摘し、「コミュニティ主義の主唱者や賛同者が決定的に重要な位置にい

た」と分析している 47)。  

また、コミュニティの権利の説明について、上院事務局法律部（タイ語名

ศูนย์ข้อมูลกฎหมาย ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา）は、「コミュニティが持つ権利とい

う概念は、西洋由来、東洋由来といったものではなく普遍的なものである 48 )」

と述べ、アボリジニやイヌイットなど各国で類似した先住民の権利が認められ

てきた歴史をその主張の裏付けとして用いている。また、人権概念拡大の際に

政府と NGO の協働が進んだ背景には、国連機関による「人権に基づくアプロー

チ」の影響 49 )もみられ、この点においても、第一の転換期に比べより国際的な

潮流の影響を受けているということができる。  

こうした資料からは、 1997 年憲法第 46 条導入の背景には、タイ国内における

コミュニティ主義という思想と、国際的な人権概念の拡大の潮流、双方が関わ

っていることと、政府の見解として、先住民の権利を含む第三世代の人権とい

う概念が意識されていることがみてとれる。  

そして 2007 年憲法では、さらに分量が増え、第 12 節（全 2 条）で、コミュニ

ティの権利について保障している 50)。  

 

第 12 節  コミュニティ権  

第六六条（住民の文化・環境保護への参加）  

コミュニティとしてまとまった人々、地域コミュニティ、もしくは伝統地域コ

ミュニティは、地域及び民族の善良な慣習、伝統的知識、もしくは芸術・文化

を保護または復興し、自然資源及び環境、生物多様性の調和的かつ持続的な管

理、保護及び利用に参加する権利を有する。  

第六七条（環境保全への参加権）  

自然資源及び生物多様性の保全、ケアと利用、及び自己の健康、福祉または生

活の質に危険を及ぼさないよう通常かつ持続的な生活が送れるための環境の質
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の保護、振興、維持における国及びコミュニティと協力する人の権利は相当の

保護を受ける。   

環境の質、自然資源及び健康面でコミュニティに重大な影響を及ぼすおそれの

あるプロジェクトまたは事業は、これをなすことはできない。ただしその実施

前に環境の質への影響の研究及び評価、住民及び利害関係者からの意見聴取プ

ロセスがあり、ならびに環境及び健康面の民間環境団体代表及び環境、自然資

源、健康研究の高等教育機関代表からなる独立機関が当該実施前に提言した場

合はその限りではない。  

 法人である官公庁、国の機関、国営企業、地方行政体もしくは国のその他の

機関に本条規定に基づく任務を遂行させるため訴えるコミュニティの権利は保

護される。   

 

コミュニティ権の内容は、権利主体として集団を想定していること、自然環境

や民族固有の慣習・文化を保護する権利を認めることなどを含んでおり、第三

世代の人権の特徴を持つものである。 1997 年憲法・ 2007 年憲法およびコミュニ

ティ林法の内容を分析すると、この時期にタイの社会における人権観は、第三

世代の人権も基本的人権に含まれるとみなし、憲法もまたそれを保障するとい

う広がりをみせてきたといえる。  

しかし、 2000 年代後半から、軍によるクーデターがくり返し起こるようにな

り、 2015 年 6 月現在、 2014 年 7 月に制定された暫定憲法が施行されている。本

憲法においては、それまでの恒久憲法に設けられていた、人権として保障され

る内容の詳細な規定、人権が侵害された際の裁判の手続きなどの内容はなくな

り、第 4 条で人権の保障について記している。  

 

第 4 条  本憲法の前提として、すべてのタイ人の人間の尊厳、権利、自由及び

平等（ equality）は、国王を元首とするタイ政府の慣習法と国際社会におけるタ

イの責務のもと保護されており、本憲法においても継続して保護されるものと

する 51)。  

 

しかし第 44 条において、暫定憲法を制定した国家平和秩序評議会（National 
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Council for Peace and Order）の議長（ 2014 年 11 月 21 日現在はプラユット陸軍

司令官）は、国の安全が脅かされる有事の際にあらゆる命令を下す権限を有す

ることが明記されており、サリット政権下における憲法と類似したような、超

法規的措置が可能な状況となっている。  

 国家平和秩序評議会は、 2015 年に恒久憲法を制定するとしており、今後人権

についての規定にどのような変化があるのか、また、新憲法への社会の対応が

どのようになるのかによって、政治の中で保障されつつあった第三世代の人権

という要素がどう変化し、社会にどのように受けとめられるのかを注視する必

要があるといえるだろう。  

 

３．考察  

 本章では、タイにおいて人権という概念がどのような形で社会制度に導入さ

れたのかという点を、政策における人権保障のありかたから明らかにすること

を目的に、人権概念の拡大の歴史において重要な概念である「平等」について

どのようにとらえられてきたかに着目し、政府による人権保障のありかたの歴

史的変遷との関連を分析した。  

 タイにおいて、人権という概念はまず自由権の要素が意識された憲法が制定

されることで導入された。第二次大戦後、世界各国の民主化運動の影響と国内

における開発独裁への問題提起から、主に地方の、経済開発の弊害を受けた

人々が運動を組織し、それに都市住民も賛同する形で権利運動が拡大する中、

国家への権利保障の要求が高まり、政府も経済格差の是正などを行う形で社会

権を保障するようになった。  

 その後、政権が代わるごとに政府と NGO の関係性が変化する時期が続くが、

1980 年代後半から政府は NGO と対話を通じた関係を形成するようになった。さ

らには 1990 年代後半から 2000 年代前半にかけ、コミュニティが権利主体とな

るコミュニティ林法可決や、 1997 年憲法・ 2007 年憲法の中に第三世代の人権が

明記されるようになるといった人権概念の拡大がみられた。  

 政策における人権概念の変遷をみると、大きく二つの転換期が存在すること

が明らかになった。まずは政府側の考えた自由権的側面を中心とした人権とし

て理解されていたものが、 1970 年代半ばに地方の人々の運動を反映し、社会権
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までを基本的人権として保障するという解釈の拡大が生じた。  

次に大きな変化があったのは、 1990 年代に NGO が主体となって主張した、コ

ミュニティの権利と呼ばれる第三世代の人権が憲法で保障すべき内容に含まれ

た時期である。第二の転換期には、国際機関によって提唱された「権利に基づ

くアプローチ」の影響によって、人権問題への取り組みが慈善的なものではな

く権利の保持者による請求であるという認識の変化 52 )と、NGO が直接人権問題

の対象者を支援する活動に加え、政府や社会へのアドボカシーを進めるように

なった 53)という変化が起こった。また、憲法や法律の制定に NGO のメンバーが

加わり、草案作成など重要な役割を担うようになるなど、単に NGO の働きかけ

に政府が応えたという形ではなく、政府と NGO が協働して、政策における人権

概念を拡大させたという政府と NGO の関係性の変化も起こっている。  

しかし、 2000 年代後半は軍部によるクーデターが頻発し、 2014 年の暫定憲法

において政府による超法規的措置が認められるなど、一度憲法の中で保障され

る人権の範疇が広がりつつあったものが停滞していることが明らかになった。

この停滞が一時的なものか、それとも今後タイにおける人権概念の解釈の方向

を変えるものなのかについては、 2015 年制定（予定）の恒久憲法をはじめとし

た今後の動向を分析する必要があるだろう。  
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第３章 タイの学校教育体系と公教育における価値教育 

本章では、タイの教育政策における人権保障および学校における人権教育

の内容を分析する前に、公教育の学校教育体系と学校における価値教育の特質

を分析し、タイの公教育に人権教育が導入された背景を明らかにする。  

 

１．タイの学校教育体系  

 タイの教育制度は、原則として就学前教育（幼稚園）、６年間の初等教育（小

学校）、３年間の前期中等教育（中学校）、３年間の後期中等教育（高等学校）、

４年間の高等教育（大学）となっている（図 3-1）。このうち、小学校と前期中

等学校が義務教育とされている。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-1 タイの学校教育体系  
 

出典）文部科学省ウェブサイトを参照して筆者作成。  

マハー・ウィタヤライ 

後期中等学校（高校）  

前期中等学校（中学校）  

モー・サーム  

モー・ホック  
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 前期中等学校と後期中等学校（ともに Rongrian Matthayom suksaa 

โรงเรียนมัธยมศึกษา）は、日本同様それぞれ中学校・高校と訳されることも多い

が、タイ語では同じ名前（中等 1 年から 6 年を含む中等学校も多い）であり、

学年がそのまま上がるという点が日本と異なっている。図 3-1 において小学校

（Rongrian Prathom suksaa โรงเรียนประถมศึกษา）・前期中等学校・後期中等学校

という名称の下に記したのは、各機関の最終学年である。ナショナルカリキュ

ラムでは、各最終学年までを一区切りとして教育内容が編成されている。タイ

の仏歴 2542 年（西暦 1999 年）国家教育法では、タイ国民に対して 9 年間の義

務教育と、この 9 年を含む 12 年間を基礎教育と定義し、基礎教育の間は無償

で教育を受けられる権利を定めている。粗就学率は、小学校が 92.8％（ 2013

年）、前期・後期を合わせた中等学校が 87.0％（ 2012 年）となっている 1)。中

退率は、小学校 0.23％（ 2010 年）、中等学校が前期：1.31%、後期：1.05％（ 2010

年）である 2)。  

 

２．学校における価値教育  

(1) 仏教と教育の関係 (1) 寺院による教育から学校による教育へ 

 タイでは、道徳をはじめとする価値教育は仏教の影響を強く受けている。そ

の理由として、タイでは  19 世紀後半に近代学校制度が導入されるまで寺院が

教育機関としての役割を担っていたことがあげられる。寺院による教育の対

象は男子のみで、学習内容は、仏教に関する内容、読み書きや計算が中心であ

った 3)。  

チュラロンコン王は1871年に王侯貴族の子弟を対象とした王宮学校を創設し、そ

の後複数の近代的学校が設立された。しかし当時の学校は、すべて官僚育成が目

的であり、教育内容に道徳は含まれていなかった 4 )。一般の国民を対象にした

教育に関しては 1898 年、チュラロンコン王による「地方教育整備に関する計

画書」で、既存の寺院を学校として使用し、僧侶が教師となる方針が示された。

当計画書は地方への学校普及には役立ったが、ほとんどの僧は教員としての

専門教育を受けておらず、また女子の就学機会の少なさという課題も残って

いた 5)。  

 1909 年、学校教育の中で初めて道徳の時間が設けられた。道徳の時間はウィ
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チャー・チャンヤーと呼ばれ、その後の初等教育カリキュラム（ 1911 年、1913

年、 1921 年、 1928 年）においても週に 1～1.5 時間実施された。チャンヤーと

は、良いマナー・行動という意味であるが、主として仏教論理を守るという意

味で用いられた 6)。当時において、学校における価値教育は、ほぼ仏教の教え

を伝えることであったということができる。  

 1921 年「初等教育法」で７歳から 14 歳までの児童に男子 5 年、女子 3 年の

義務教育が規定されたが、条件を満たした行政区から実施する形で、全国一律

の適用ではなかった。義務教育が規定された後、1937 年の初等教育カリキュラ

ムには道徳に代わって倫理（シンラタム）と国民の義務（ナーティー・ポンラ

ムアン）が設けられ、小学校一年から四年まで週 1 時間実施された。国民の義

務では、家族・国家・国王・宗教などに対する個人の義務や憲法の順守など、

仏教の教えに加え国家の一員としての義務が教育内容に含まれた 7)。  

本格的に農村への教育拡充政策がとられたのは 1960 年の「国家教育計画」

以降である。なお、 1960 年代から教育普及と同時に仏教の普及と強化が開始

されたが、 1960 年カリキュラムもアメリカのカリキュラムを転用したもの 8)で

あり、初めてタイ独自に作成されたカリキュラムは、 1977 年に発布された「国

家教育計画（仏暦 2520 年）」（以下、 1977 年国家教育計画と省略）に基づいて

制定された「 1978 年初等教育カリキュラム（以下、 1978 年カリキュラムと省

略）」である。本稿では、 1978 年カリキュラムを仏教と教育の関係における転

換点と考察し、以下に 1978 年カリキュラムにおける宗教教育の取り扱いにつ

いて整理する。  

 

(2) 仏教と教育の関係(2) 国家原理としての仏教  

1977 年国家教育計画では「国家・宗教・国王」(ラックタイ )という伝統的価

値観の重視が明文化され、宗教に関する項目が、第 1、 2、 29、35、 50、 53 項

の６項目設けられた。 1932 年の立憲革命以降ラックタイは政策において強調

されていなかったが、サリット首相は精神的基盤としてこれを提示した。ラッ

クタイを掲げることで国王への忠誠と仏教信仰を一体化させ、国民に普及する

ことが公教育の目標と定められたのである。ラックタイ浸透政策は 1960 年代

から進められ、 1978 年にカリキュラム内容に踏み込んだ改革が実施された 9)。  
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1978 年のカリキュラム改革において、宗教教育は、道徳・芸術・音楽・体育

を統合した「性格教育」グループ 10)の中に位置づけられた。性格教育の中にお

いて道徳教育は、「①自己の発言をつつしみ、自分および他人を抑圧すること

なく、自己と社会にとって有用かつ建設的であらしめる、②自分自身の行動

に責任をもち、良い性格を発達させる」と目標を定めている 11)。  

さらに道徳教育の徳目が、 30 項目定められた。  

 

表 3-1 第 29 項：宗教に関する項目 

目的  ①国家の一員たることを誇り、民族・宗教・国王を擁護する義務を知る。  

②各人の置かれた状況に応じて、国王への義務を知る。  

③タイ国旗は国のシンボルであることを知る。  

④国家に対する義務を知る。  

⑤宗教が、生活を送るうえでの原理であることを知る。  

⑥君主としての国王の重要性を知る。  

原理  ①すべてのタイ国民が主権を持ち、安全である。  

②宗教は国家の精神的基盤である。  

③国王は国力の源である。  

内容  ①日常生活において、常に民族・宗教・国王への忠誠心を培う状況を提供する。  

②民族・宗教・国王に対する国民の良識ある行動に関する写真や話を収集する。  

③民族・宗教・国王に関する作文指導を行う。  

④民族・宗教・国王に関する各種の活動を組織する。  

⑤赤十字団・国境警備隊・軍人に対して各種の物品・金銭的援助を提供する機会

を設ける。  

⑥国家防衛のため負傷した軍人や警官を訪問する。  

⑦国家・愛国歌を歌い、国旗掲揚や祈祷により、愛国心を高揚させる。  

⑧愛国心を高める歌・宗教歌・国王賞賛歌・国王作曲の歌等を歌わせる。  

⑨民族・宗教・国王への忠誠に関する寸劇を行わせる。  

出典）平田、1981 年、88-93 頁。  

 

宗教に直接関連するとみられるのは第 29 項「民族・宗教・国王への忠誠」
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のみで、他の項目には「宗教」という言葉は用いられていない。一見すると、

1977 年国家教育計画で６項目が設けられたのに比べて宗教についての記述が

少ないようにみえるが、表 3-1 の内容とあわせて参照すると、宗教は独立した

形でよりも、民族・宗教・国王という一体化した形で扱われていることが分

かる。  

また、寺院の側からの教育への関与として、 1958 年に設立された「仏教日曜

学校」があげられる。普通の学校とは別に、日曜日に寺院で子どもたちを教え

るもので、目的は、①子どもと青年に仏教原理、仏教倫理を教えること、②

タイの慣習、文化を教えること、③子どもと青年が仏教原理に従って生活が

できるように導くこと、④子どもと青年が公衆のために良いことをするよう

に導くこと、⑤仏教を普及させること、の五つである 12)。  

 1988 年に文部省が「仏教日曜学校」を「仏教日曜教育センター」と改称し、

寺院だけでなく財団や協会など、より広範な団体が設立可能になるよう制定

したことで、センターの普及が促進され、村田によると、1995 年までに全国で

922 ヶ所に設置された 13)。  

上記のように、教育インフラの開発が進められた後 1978 年にカリキュラム

が改訂され、ラックタイの普及が全国で展開された。政府は教育基盤がある程

度確立した後、公教育の中に価値教育を導入したということができる。 1978

年カリキュラム策定当時は、五度のクーデターによる政権交代・ゲリラの勢

力拡大等、国内情勢の混乱期でもあり、国家存亡の危機的状況下で国家イデ

オロギーの強化策が緊急の課題となった。そのため、性格教育の中に位置づ

けられた道徳教育における宗教教育も、イデオロギーの強化に寄与する目的

を持つこととなったのである。  

1980 年代に政府は、国際社会の影響による経済的・社会的な変化に伴う価値

規範のゆらぎを抑止するため、国家道徳の普及政策を展開した。 1990 年国家

教育計画では、ラックタイという表現は文面から消失し、「道徳的価値」「国

民文化」「宗教的価値」の普及という表現に変化した 14)。 1991 年 2 月のクーデ

ターの後 9 月に総選挙が実施され、以降 2000 年頃までは選挙による政権交代

が定着した。  

このように、国内情勢の安定化や国際社会の影響の強まりといった変化をふ
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まえると、公教育における道徳教育に求められる性質にも変化が生じること

が予測される。しかし、（ 1990 年に改訂されたとはいえ） 1978 年カリキュラ

ムは大きな変更をせず用いられ、変化に対応できない部分が指摘されるよう

になった。 2001 年カリキュラムの序文には、①中央がカリキュラムを定めると

地方のニーズと合わない、②数学・理科系の学習における問題、③国民の管

理能力や生活技能の不足および急速な社会変化への対応不足、④外国語能力

の問題、という４つの問題点があげられている。  

 上記四点のうち、他の三つが具体的な問題を示しているのに対し、③はよ

り視点の広い問題について記されている。次節では、③に関して 2001 年カリ

キュラムで指している中身がいかなる問題なのかを分析する。  

 

(3) 仏教と教育の関係 (3) 仏教の目的の変遷― 2001 年カリキュラムにみる仏

教の相対化  

1978 年カリキュラムを含めた以前のカリキュラムと、 2001 年カリキュラム

には大きく異なる点がある。それは、旧カリキュラムが授業時数、単元、評

価項目等を詳細に規定したものであったのに対し、 2001 年以降のカリキュラ

ムは各教育機関（各学校）の背景・問題状況等をふまえた「教育機関別カリキ

ュラム」を策定するための基盤的なものへと変化した点である。 2001 年カリキ

ュラムでは、初等教育（=小学校）から中等教育（＝中学校＋高校）の 12 年間

を 3 年ずつの段階に分け、学習内容を①タイ語、②数学、③理科、④社会科・

宗教・文化、⑤保健体育、⑥芸術、⑦仕事・職業・テクノロジー、⑧外国語、

の８グループと設定し、さらに「学習者発達活動」という、身体面、知性面、

感情面および社会面のすべてにわたる全人的に統合された人間性を発達させ、

社会に貢献すると言う意識を涵養するための運動を行うよう定めた 15 )。  

各グループには学習内容と最低限の学習水準が定められており、水準さえ

満たせば実情に応じて発展させてもよい。学校は、カリキュラム内にすべて

の学習グループの教科を設けなければならないが、新設教科の設定は可能で

ある。各学校のカリキュラムにおける裁量は約三割 16 )と文部省告示により定

められている。  

第５章で（ 2015 年 6 月現在）現行の 2008 年カリキュラムを分析する土台と
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して、ここでは、大きな転換点である 2001 年カリキュラムの中で価値規範に

直接関わる「宗教・社会道徳・倫理」および「市民の義務・文化・社会生活」

の記述を分析し、 1977 年カリキュラムとの比較を行う。 2001 年カリキュラム

では、社会科・宗教・文化の学習内容（水準）内に「市民の義務・文化・社会

生活」の項目が設けられている。以下にその内容を記す。  

 

2001 年カリキュラム「社会科・宗教・文化」学習内容（水準）   

内容 1：宗教・社会道徳・倫理  

水準 So1.1：仏教または自分が信仰する宗教の歴史・重要性・教義を理解

し、宗教の教義を共生のための実践の原理として用いること

ができる。  

水準 So1.2：道徳・善行を確信し、優良な価値観をもち、仏教または自分

が信仰する宗教を信仰する。  

水準 So1.3：仏教または自分が信仰する宗教の教義・宗教儀礼、優良な価

値観に基づき自ら行動し、実践する。これを通して、平和な

共生のために、自らを開発し、社会と環境に対して有益にな

るよう応用することができる。  

内容 2：市民の義務・文化・社会生活  

水準 So2.1：よき市民としての義務に従い、タイの法律・伝統・文化に基

づき自ら実践し、タイ社会及び地球社会において平和に共に

生活する。  

水準 So2.2：現代社会における政治・統治制度を理解し、信仰を確信し、

国王を元首とする民主主義政体を保持する。  

（以下の内容の水準は省略）  

内容 3：経済学  

内容 4：歴史学  

内容 5：地理学                     

出典）森下他訳、2004 年、24 頁。  

  

1977 年・ 2001 年のカリキュラムを比較するとまず「道徳」に関して、前者
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では徳目等詳細な記述がみられたが、 2001 年では徳目が記されず、記述量も

減少している。また用語に関して、 1977 年は「宗教（ศาสนา）」であったのが

2001 年では「仏教または自分が信仰する宗教」と変化している。タイ語の「宗

教」は和訳すると一語で「仏教」という意味を持つ単語でもある。記述の減少

は、 2001 年カリキュラムの「基盤的なもの」という特色によるものといえるが、

「宗教」から「仏教または自分が信仰する宗教」への用語の変化の理由は 2001

年カリキュラムには記されていない。そこで、 2001 年カリキュラムが策定さ

れた当時のタイの社会情勢をふまえて、用語が変化した理由を考察する。  

 1960 年代から、タイ南部は農村部とともに開発重点区域として学校教育の

普及が図られてきた。しかし一部の住民は小学校教育の普及を宗教教育への

介入とみなし、 1970 年代には小学校教員誘拐事件や校舎への放火事件が頻発

し、大きな社会問題となった 17)。その後、 1981 年 11 月の文部省省令によって

イスラーム教育が南部の小学校で正規の必修科目として認可され、 1990 年代

には学校でのイスラーム服着用も認められるようになった。その一方で、イ

スラーム教育の整備は南部に限定されていたため、他地域では不公平な政策

に対する批判がなされていた 18)。  

国内でのイスラーム教育政策に関する批判に加え、 9.11 以降のイスラーム

をめぐる世界情勢の変化もタイに影響を与えた。 1980 年代後半以降、タイ南

部での分離運動団体活動は沈静化していたが、 9.11 以降タイ最南部 3 県（ヤラ

ー、パッタニー、ナラティワート）で軍・警察施設の襲撃や爆弾・放火事件等

が連続して発生し、現在も情勢が悪化している。原因として、南部での分離・

独立活動や中央政府に対する住民の反発など、さまざまな要因が関係してい

るといわれている。  

タイ南部はムスリム多住地域 19 )であり、このようなイスラームをめぐる情

勢の変化は、公教育におけるイスラーム教育にも見直しを求めることとなっ

た。各宗教間の平和的共生や、地球的視野に立ったイスラームをめぐる問題

状況の認識と行動の必要性は「仏暦 2544（ 2001）年基礎教育カリキュラムに基

づく社会科・宗教・文化学習内容グループにおけるイスラーム教育の学習内

容 20)」の目標の中にも盛り込まれている。  

 つまり、 2001 年カリキュラムにおける「宗教」から「仏教または自分が信仰
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する宗教」への用語の変化の背景には、イスラーム教をはじめとする他宗教へ

の配慮が意識されていると考えられる。 1970 年代の国民形成の政策において

は、内政混乱解決が緊急の課題であり、明確な「国民たるもの」の形成のため

に、詳細な規定の下で国家と一体化した仏教の普及が実施されたのである。

それに対し 1990 年代以降は、ある程度仏教が基礎教育のカリキュラムに浸透

し、半ばその普及を特別に意識する必要がない段階にあった。しかし、規定

が詳細であったため、イスラームなどの異なる文化的背景を持つ住民が多い

地域への柔軟な対応が困難となり、その結果批判が生じるようになった。さ

らに、イスラームに代表される他の宗教教育への対応が、国内の要望だけで

なく国際社会への対応としても求められるようになったため、仏教を国家仏

教として普及する政策から、仏教と国民統合を分け、公教育において他宗教を

取り込んだ価値教育を可能とする政策に変化したと分析できる。  

本章では、タイの学校制度と、近代以降の価値教育の状況を分析することを

目的に、仏教と教育の関係を整理した。その結果、教育における仏教は、 1960

年代から 1970 年代にかけて国家仏教として国家・国王と一体化したものへ変

化し、さらに現在では国家仏教の要素がカリキュラム内で薄れつつあるとい

う事実が明らかとなった。  

その社会背景には、国内で公教育におけるイスラーム教育に関する政策へ

の批判があったのに加え、 2001 年以降のイスラームを取り巻く国際情勢の変

化が関係していた。1978 年カリキュラムにおける国民の資質「ラックタイ」は、

国家･仏教･国王を１つのものとし、仏教教育を基礎教育の前提とした詳細な教

育内容を定めていた。しかし、このような規定の下では、国内のイスラーム教

育を「規定外」と判断することになり、かえって国民の分裂を招きかねない。

そこで、 2001 年カリキュラムでは、イスラーム教育を価値教育に取り込める緩

やかなカリキュラムが策定され、仏教の位置の相対化が起こったことを明

らかにした。  
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第４章 タイ北部少数民族における教育機会の保障 

―「平等」保障の事例として  

第２章では、タイにおいて人権という概念がどのような形で浸透したのかと

いう点を、政策における人権保障のありかたから考察した。人権概念はまず自

由権の要素が意識された憲法が制定されることで導入された。第二次大戦後、

世界各国の民主化運動の影響と国内における開発独裁への問題提起から、地方

の経済開発の弊害を受けた人々が組織的に運動をおこし、それに都市住民も賛

同する形で NGO が発展して国家への権利保障の要求が高まり、政府も経済格

差の是正などを行うなど社会権を保障するようになった。  

その後、1980 年代後半から、政府と NGO が対話を通じた関係を形成する過

程でコミュニティが権利主体として認められ、また NGO のメンバーが憲法草

案作成に関わった 1997 年憲法・2007 年憲法には、第三世代の人権に関わる条

文が含まれるようになった。このように、政策において保障される人権の範囲

は拡大していることが明らかとなった。また第３章では、公教育の価値教育の

内容を分析し、国民教育と強く結びついていた仏教中心の価値教育が、イスラ

ームをはじめとした他の宗教を取り込めるような内容に変化し、仏教の地位の

相対化が起こったことを示した。  

このような経緯をふまえて本章では、タイの教育政策における人権保障につ

いて、平等の保障が問題とされることの多い少数民族（特に北部）に焦点を当

て、どのような状態がタイの教育政策において平等であるとみなされてきたの

かについて考察する。  

はじめに、本章における「教育機会の保障」について定義する。本章では、

①基礎的な教育を受けるためのアクセスの保障（教育機会の平等）、②民族が持

つ固有の文化や伝統維持の保障（個に応じた対応を受ける、結果としての平等）、

という二つの意味を持つものと定義し、少数民族に対する機会の平等と結果と

しての平等の保障について考察する。  

まず、タイの教育政策において不平等な状況におかれているとされるターゲ

ットグループの詳細と、彼らへの支援策について概観する。  

次に量的保障の問題を考えるにあたり、なぜタイの少数民族の就学率が低い

のかという点について、少数民族が山地あるいは僻地に居住しているという地



第４章 タイ北部少数民族における教育機会の保障－「平等」保障の事例として 

 
 

63 

 

理的な問題に加え、少数民族の国籍問題が就学の阻害要因になってきた経緯に

ついて述べる。少数民族の進学に関し、経済的な要因の考察については数多く

の先行研究でなされている 1)ため、ここではそれを前提とした上で、地理的な

要因と国籍問題を取り上げて分析する。  

さらに質的保障の問題について、少数民族の就学支援を目的とした学校にお

いて、教育状況の改善に向けてどのような対策が取られているのか、またどう

いった成果と課題が見出せるのかという点を明らかにする。本章では、運営形

態の異なる初等教育段階の（うち一校は中等教育段階も持つ）学校を三校取り

上げ、特にカリキュラム内における少数民族文化の保護への配慮という観点か

ら分析を行う。以上の分析に基づいて、タイ南部のムスリムに対する、公立学

校におけるイスラーム教育の実施状況と比較して、北部において少数民族の教

育機会がどのような形で保障されているのかを考察する。  

 

１．タイの教育政策において「不平等」と考えられている対象への対応  

第３章で確認したように、タイ全土での粗就学率は小学校が 92.8％（ 2013 年）、

前期・後期を合わせた中等学校で 87.0％（2012 年）に達している。しかし、中

等教育の進学率が伸びたのは 1990 年代に入ってからのことである 2)。タイは工

業国へと移行しつつあるなか、質の高い労働力が求められるようになったにも

関わらず中等教育の普及政策に課題がみられるとして、世界銀行から「人的資

本の蓄積の低さが、長期的な経済成長を阻むおそれがある」という指摘をうけ

た。そこでタイ政府は 1990 年代、初等学校に前期中等教育課程を開設するとい

う教育機会拡充政策を実施した。結果、量的拡充に関しては有効であったが、

学習の結果の平等に関しては限界があることが明らかになっている 3)。  

このような不平等の解消に対応するため、教育省の基礎教育委員会事務局所

管の特別教育課（ส ำน ักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ）は、特殊教育学校とは別に、

「福祉学校（慈善学校と訳される場合もある）」とよばれる、特に不平等な立場

におかれた立場におかれた子どもたちを対象にした学校を運営している。福祉

学校とは、公立・私立両方を含む、中等教育以降の学校を指し、生徒の勉学の

みならず生活面も支援する学校であると定義され、学業にともなう諸費の無償
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化や寮の提供など経済的支援が行われている 4)。  

表 4-1 は、福祉学校およびインクルーシブスクールに通う、不平等問題のタ

ーゲットグループとされる児童・生徒の内訳である。ターゲットグループに入

るのは、 1.強制労働をさせられている子ども、 2.性産業に従事させられている

子ども、 3.育児放棄にあっている（あるいは両親のいない）子ども、 4.保護セ

ンターの管轄下にある子ども、 5.ストリートチルドレン、 6.HIV に感染してい

る子ども、 7.マイノリティの子ども（国境警備隊の学校に通う子どもを除く）、

8.虐待を受けている子ども、9.貧困層の子ども、10.薬物中毒の子ども 5)、となっ

ている。また、インクルーシブスクールというのはいわゆる普通の公立学校で、

政策上は他の学校との違いはないとされている 6)。これら 10 のグループの中で

も教育省は、その数の多さから特に「貧困層の子ども」「育児放棄された子ども

/孤児」「マイノリティ（国境警備隊管轄の学校に通う子どものほとんどはマイ

ノリティであり、その数は約 28,000 人にのぼるため、合計すると２番目に多い

7)）」の子どもの支援を重要視している。  
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表 4-1 インクルーシブスクールおよび福祉学校に通う、各カテゴリーの児童・生徒数 

 2006 2007 

インクルーシブスクール 
福祉学校 計 

インクルーシブスクール 
福祉学校 計 

男 女 計 男 女 計 

1.強制労働をさせられている子

ども 

232 184 416 - 416 377 383 760 2 762 

2.性産業に従事させられている

子ども 

101 253 354 165 519 233 302 535 134 669 

3.育児放棄にあっている（ある

いは両親のいない）子ども 

33,719 29,905 63,624 5,677 69,301 26,343 23,340 49,683 6,073 55,756 

4.保護センターの管轄下にある

子ども 

487 275 762 97 859 415 360 775 - 775 

5.ストリートチルドレン 994 687 1,672 79 1,751 900 588 1,488 73 1,561 

6.HIV に感染している子ども 11,502 10,880 22,382 530 22,912 9,223 8,421 17,644 135 17,779 

7.マイノリティの子ども（国境

警備隊の学校に通う子どもを除く） 

27,351 25,511 52,862 5,037 57,899 25,137 24,047 49,184 4,542 53,726 

8.虐待を受けている子ども 1,395 1,759 3,154 57 3,211 929 814 1,743 48 1,791 

9.貧困層の子ども 1,333,353 1,279,358 2,612,711 27,980 2,640,691 1,484,791 1,421,898 2,906,689 27,813 2,934,502 

10.薬物中毒の子ども 9,427 4,822 14,249 111 14,360 8,947 4,861 13,808 382 14,190 

11.その他 11,312 9,840 21,152 925 22,077 16,656 16,376 33,032 1,093 34,125 

計 1,429,873 1,363,465 2,793,338 40,658 2,833,996 1,573,951 1,501,390 3,075,341 40,295 3,115,636 

出典）Office of the Educational Council, 2007. 
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タイにおいてマイノリティと定義されるのは、社会開発・人間安全保障省の

民族事務局 (Office of Ethnic Affairs  (ผ ู ้อ  ำนวยกำรส  ำน ักกิจกำรชำติพ ันธุ ์))8)によれ

ば、山岳民族 9)（カレン、モンなど）、平地少数民族（タイ・ヤイ、タイ・ルー

など）、森林民族（ムラブリなど）、海岸民族（モーケンなど）を含む、56 の少

数民族である。民族事務局では彼らを「民族集団（กลุ ่มชำติพ ันธุ ์）」と総称し、

2012 年の統計では 6,097,427 人が 67 の県に住むとされている 10)。  

以上のようなターゲットグループにおける教育普及の問題から、タイでは全

国的には教育の量的拡充に成功したとみなされる一方で、地域間での就学率格

差が存在する。県別の小学六年生の前期中等教育機関への進学率をみると、バ

ンコクでは 1985 年の段階ですでに 93.2%、1991 年には 103%（中学一年在籍者

/小学六年卒業者）にまで到達している一方で、北部では最も進学率の高いチェ

ンマイでも 1985 年に 45.7%、1991 年でも 71.8%にとどまっていた 11)。格差の原

因としては、少数民族（北部の場合は、山岳民族やミャンマーとの国境に住む

タイ・ヤイ族など）の就学率の低さが指摘されている。このように、少数民族

の抱える格差問題は、政府にとって大きな教育問題の一つであるといえる。  

 それでは、なぜタイでは少数民族の就学率が多数派に比べて低いのだろうか、

次節では、教育問題の背景となっている少数民族をとりまく社会状況について

説明する。  

 

２．タイにおける少数民族の社会状況  

 本節では、今回取り上げる北部の少数民族の社会状況について山岳民族とタ

イ・ヤイ族に分けて説明する。タイ国内にはおよそ 85 万人の山岳民族が居住し、

その多くが北部に住んでいると言われている 12)。彼らの多くは山岳部に住み、

伝統的な焼畑農業や狩猟採取で生計を立て、民族ごとの独自の宗教、文化、衣

装で生活してきた。彼らはタイが国家として成立する以前より、ミャンマー・

ラオスなど周辺諸国にまたがって住んでいるが 13)、山岳民族の存在が中央政権

から着目されはじめたのは、1959 年に山地民開発委員会（Hilltribe Committee）

が発足した時である。その後、1963 年より北部の各県に県山地民開発福祉セン

ターが順次設置され、山地民研究所が 1965 年に発足した。これら機関の目的は、

当時国境付近で起こっていた共産主義者の活動対策として、山岳民族の住む国
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境地域への統制を強め国防を強化することと、けし栽培 14)の撲滅であった。  

 これに加えて 1990 年代以降の山岳民族固有の問題として次の二つの問題があ

げられる。一つは国籍問題である。タイ政府は長い間山岳民族をタイ国民とは

見なしてこなかった。山岳民族に国籍が与えられるようになったのは、1969 年

に政府が 16 県に住む山岳民族を対象に初めて人口調査を行い、政府は、 1969 

年から山岳民族登録という新しい制度を導入し、山岳民族に対しては、タイ国

籍保持者に交付される国民携行証や永住外国人に対し交付される「外国人携帯

証」とも異なる、タイ人ではない山岳民族としての身分証が交付されるように

なった 15)。その後、山岳民族に対する国籍法は変遷を経て、 2004 年時点では、

山岳民族のうち、半数が正規の国籍（ホワイトカード） 16)を得ている。  

しかし正規の国籍を得ていない山岳民族は県境を超えて移動することができ

ず、また、就学や就職などで不利益を被っている。一例をあげると、教育を受

けることは可能だが国籍を持たないと卒業証書が発行されず、学校に行くこと

が階層移動の役に立たないため学校離れが進むという問題が生じている 17)。  

次に、国籍問題とも関連する居住権の問題がある。山岳民族が多く住んでい

る北部の山岳地帯はほとんどが国立公園や保護林などの形で国有地となってい

る。彼らの多くはタイ国の土地制度が制定される以前から何世代もその土地に

暮らしており、移動式農法など自然に適合した形で農業を行ってきた。しかし、

経済開発によって環境破壊が進み、森林保護の必要性が訴えられるようになっ

た際、一部の山岳民族が行う焼畑農業に批判の矛先が向けられるようになった。

また、山岳民族の中でも国籍を取得していない、あるいは制限つきの国籍しか

もたない人々には、住んでいる土地の資源を管理し生計を立てる基本的な権利

が認められていないため、1998 年には国立公園区域内で山岳民族の立退き問題

が起こった。  

そうした状況を改善すべく、NGO と山岳民族が協働して「コミュニティ林法」

制定促進の運動が活発化した。この法律は、土地の所有権は国に属するとした

うえで、その土地の利用権を山岳民族や地元住民に認めるという内容である 18)。 

居住権主張においては、 1990 年代に一つの変化が起こった。それは、 1993

年の国連世界先住民年における宣言を受け、NGO の多くが、山岳民族の先住性

を強調し、先住民としての権利という概念を、理論的基盤として用いるように
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なったのである 19)。しかし実際には、同じ民族の中でもタイという国ができる

前から先祖代々住み続けている者もいれば、他国から入ってきた者もおり、現

時点での所属（正式なタイ国籍を持っている、ブルーカード所有者、無国籍者、

他国籍など）も雑多なカテゴリーの人が隣接して暮らしている 20)。  

一方で政府は、山岳民族を先住民としてよりも、移住してきた人々とみなす

傾向にある。チェンマイ県の山岳民族博物館（ phiphitaphan chawkhaw） 21)では

彼らの移民性を強調するような展示もされていた 22)。  

 

「山地民の国境流入経路」の図では、地図の上に、アカ、カレン、モン……と

いった下位区分としての「民族」名ごとに「山地民」がビルマもしくは中国か

ら流入してきたという経路が矢印で示されている。博物館の入館者は、入って

最初にこれらの図を目にすることによって、「山地民」＝新しく流入してきたエ

スニック・マイノリティというイメージを前提として受け止めることになる。  

 研究者の中には「山地民」とされる人々の中にはタイ人より前にその土地に

住んでいた人々もいるという意見もあるが（Kesmanee 1994:92）、博物館の展示

からはそうした点はまったく読み取れない。たとえば、図の上ではカレンの人々

はビルマから移住してきたと矢印で示されているが、カレンの中には、数百年

前からこの地に住んでいた人々の祖先が含まれているのである。  

 

しかしその一方で、第２章で述べたように政府は、伝統的文化や規範を持つ

コミュニティの権利を憲法で保障するようになっており、山岳民族側は、国際

的な先住民権という概念と、国内におけるコミュニティの権利という概念に基

づき、山岳民族の権利を主張してきた。このような活動が継続された結果、2007

年にコミュニティ林法は立法議会で可決され、成立した。  

 その後山岳民族に関わる上記の問題に、数多くの NGO が取り組むようにな

り、1988 年に NGO の連絡組織として「タイ山岳民族 NGO 協働センター」が設

立された。同センターには 2000 年時点で 66 の団体が加入し 23)、人権、ジェン

ダー、持続可能な農業、教育文化、環境、エイズと麻薬、の六つのネットワー

クに分かれ、それぞれの問題の解決に向けて活動している 24)。  

 一方タイ・ヤイ族 25)は、シャン族とも呼ばれ、ミャンマーのシャン州の平地、
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およびタイの北部一帯に居住している。古くからの稲作農耕民で、人工灌漑の

水田は水牛によって鋤で耕す。稲のほかにトウモロコシや豆類、サトウキビや

果物の栽培も盛んである。また、タイ人・ラオス人などと同様に上座部仏教を

信仰し、村落には必ずワットといわれる寺院がある。シャン人の男性は原則と

して一生に一度は僧としての修行を積むことになっているなど、山岳民族と比

べると多数派のタイ人の生活様式や文化との類似点が多く、ミャンマーに居住

していてもタイ語を話せる場合が多いため、社会への適応も比較的スムーズで

タイへも多く出稼ぎに来ている。また近年、ミャンマーにおける内戦によって

ミャンマー側のタイ・ヤイ族の人々が難民としてタイに密入国するケースが増

えている。そうした場合、山岳民族と同様に国籍がない、あるいは不完全な国

籍しか持たないことから、十分な教育を受けられず、識字に問題がある場合も

多くみられる。山岳民族の支援をめざして設立された NGO は、近年先住民族

の自助という目的を掲げ、タイ・ヤイ族もその支援の対象として含めるように

変化している 26)。  

 このように、NGO や当事者による運動が活発化する一方で、政府は山岳民

族に特化した支援の内容を変化させつつある。特に 2000 年に入ってからは、

山岳民族を対象とした政策を徐々に減らし、「民族集団」という言葉を作って、

他のタイ系民族、海側少数民族、森林の少数民族とを一つにまとめての政策を

進めつつある。2015 年現在は、民族事務局で民族集団に対する政策を実施して

いる。以前あった県山地民開発福祉センターは県社会開発センターに改組され、

山地民研究所は廃止された。これらはいずれも山地民政策の立案と実施の中核

を担ってきた組織であり、その改組と廃止は山地民に特化した行政部署の消滅

を意味するといえる 27)。また、山岳民族の内訳を調査していた『高地集落要覧』

も 2002 年に廃止された 28)。  

 このように、少数民族を取り巻く社会状況が歴史的変遷を遂げてきたことを

ふまえ、次に教育問題について分析する。  

 

２．少数民族に関わる教育問題  

タイ北部の少数民族が直面する教育問題には、大きく分けて二つの側面があ

る。一つは基礎的な教育を受けるためのアクセスの保障であり、もう一つは民
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族の固有の文化、伝統、宗教の保護の問題である。タイ政府が少数民族の教育

問題に本格的に取り組み始めたのは、1950 年代半ばのことである。当時は、少

数民族はほぼ山岳民族のことを指していた。1963 年には山地民開発委員会の下

部組織として山地民教育小委員会が発足し、基礎教育の普及が開始された 29)。

しかし当時は、教育普及よりも国境地帯における治安維持のため山岳民族をタ

イ国民へ同化させるという目的を持っていたため、タイ語が強調された教育と

なっていた。また、1965 年からは「タンマーチャリック」計画という、山岳民

族を仏教徒に改宗させる計画が始まる 30)など、固有の文化への配慮という観点

はみられなかった。  

1980 年代以降、山岳民族の伝統文化や言語に配慮した政策が実施されるよう

になった。中央政府は少数民族を正式なタイ国民としてみなすようになり、1985

年から 1988 年にかけ、国家統計局、国家学術委員会、警察局、地方行政局、公

共福祉局の合同により初めての正式な山岳地帯の住民調査を実施した。この時

期には、山岳民族にタイ人として生きていく知識・技能を習得させるともに、

各民族の宗教や文化をいかに保持していくかが大きな課題とされた 31)。  

また 1980 年に教育省のノンフォーマル教育局は、内務省公共福祉局と合同で

5 年間、「山地民教育プロジェクト」を実施した 32)。これは、北部タイ山地の成

人と子どもの両方を対象に、山岳民族の社会状況に即した教育を行うための教

材・教員養成・研修モデルを開発しようとしたものである。当時山岳民族の生

活は苦しく、伝統的な農業では生計が成り立たないために地元の村を離れて都

会に住む人々も増加していた。また、山岳民族の村にも商品経済が浸透し、観

光客が訪れることにより、独自の文化が失われる危険性が高まっていた 33)。  

さらに、タイ政府による公立学校の設立やテレビなどメディアの普及はこう

した流れを促進するといわれている 34)。従来の公立学校の場合、派遣される教

師はタイ人であるため、そもそも山岳民族に対する基礎的な知識がほとんどな

く、また実施されるカリキュラムも彼らの伝統文化を反映したものにはなって

いなかった。しかし、基礎的な教育によって自分たちのことを知ると同時に、

もはや山の中だけでは暮らしていない彼らはタイ社会についての知識も身につ

けていく必要があることを自覚している 35)。  

そこで当プロジェクトでは、コミュニティ教育センターを 44 ヶ村、読書セン
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ターを 23 ヶ村に設置し、定期的な授業をコミュニティ教育センターで実施した。

授業の内容は①タイ語、②算数、③生活・社会体験、の三つである。この生活・

社会体験分野の 80%は、一般的なタイの学校でも教えられる内容であるが、20%

は山地に関する事柄で、年間 6000 時間の授業のうち 780 時間を占めた 36)。たと

えばメーホンソン県の教育プロジェクトをみると、村民にプロジェクトへの参

加を奨励し、タイの文化と伝統と同様に、少数民族自身の文化も重要で維持さ

れるべきものであるという自覚を促すとしている。教授言語は、中央タイ語お

よび北タイ語とされたが、山岳民族の言語が分かる教員は、授業において用い

ることを認められた 37)。  

しかし 2008 年ナショナルカリキュラムや教科書の内容に民族の文化がほと

んど反映されていない 38)こと、タイ人の教師は民族の言葉が理解できないこと

が多い 39)ことなどから、地域の実情にあった教育が十分に行われず、生徒が学

校になじめないといった問題が生じている。  

こうした公教育における動きに連動して、1980 年代後半からは、少数民族自

身の団体など NGO による山岳民族文化に関する教育活動も展開されるように

なった。 1991 年に設立された 40)「タイ山岳民族教育文化協会（ Inter Mountain 

Peoples Education and Culture in Thailand, IMPECT）」は代表的な団体の一つで、

山岳民族の伝統文化保護に関する活動を行っており、1992 年にはカレン族の村

にコミュニティスクールを設立した。  

次節では、政府によって設立された少数民族を対象とする学校二校と、上述

した IMPECT によって設立され、現在はノンフォーマル教育局に属するコミュ

ニティスクールの事例を取り上げて各学校の成果と課題を分析する。  

 

３．少数民族に教育支援を行う学校  

 本節では、少数民族に教育支援を行う、経営形態の異なる三校を取り上げて

各学校の成果と課題を分析する。調査は、2009 年 7 月に約 2 週間実施した。①

と②の学校では複数回の訪問調査と、教員に対するインタビューを、③は運営

母体である IMPECT のスタッフへの対面およびメールによるインタビューを実

施した（2009 年 7~8 月）。  
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①ワット・ドンチャン学校（チェンマイ県郊外）  

 当校は 1934 年に、少数民族の支援を目的としない一般的な公立（郡立）学校

として設立された。しかし近年山岳民族をはじめとした少数民族が多数移住し

てきたこと、また、 2009 年 7 月現在勤務している、山岳民族を支援する NGO

の職員であった校長が就任したことから、10 年ほど前に少数民族の支援に特化

した福祉学校となった。タイ北部の福祉学校では、少数民族の子どもを支援対

象にする場合が多く、このワット（タイ語で「寺」を意味する）・ドンチャン

学校があるチェンマイ第一教育地区に限定してもこうした福祉学校が四校ある。

生徒は約 560 名で、小学校から前期中等まで 1 学年 3 クラスほど、加えて短期

間の職業訓練センターを併設している。児童・生徒はすべて少数民族出身で、

アカ・モン・カレンなど複数の民族の子どもが同じクラスで学んでいる。  

当校の特色の一つは、全寮制であるということである。理由は、多くの生徒

の家族が山岳地域に居住している、もしくは住所が定まらない状況があり、児

童・生徒に安定した教育環境を提供することが目的である。寮の資金は寺がす

べてまかなっており、生徒は学費・生活費ともに無償である。  

 当校では一般のナショナルカリキュラムを採用しており、ローカル・ウィズ

ダムとして学ぶのは、ラーンナー文化（タイ北部地方の文化）の音楽や工芸で

ある。民族語や文化を学ぶ時間はないが、週に一度金曜に民族衣装を身につけ

ることになっており、その衣装などについての知識は家族から得ているという

説明を受けた。  

また、教員が民族文化についての知識を提供することはないのかと尋ねたと

ころ「教員はすべてタイ人で彼らの母語や文化については詳しくないし、われ

われの役割は彼らをタイ社会に適応させることである」という回答が返ってき

た。教員は、母語や文化の維持より彼らの成績向上（特に低学年にはタイ語が

堪能でない生徒も多く、他の教科の学習にも影響を及ぼしている）のためにで

きるだけ早くタイ語を習得させることを現在の課題として考えている。  

ただし、各民族の文化について表現する場は授業中にも設けられている。た

とえば社会科の時間には、文化と伝統を学ぶ単元の際、各民族の産業や文化に

ついて A4 用紙１枚のレポートを作成、発表したり、英語の作文でも自分の民

族の行事について記述する時間が設けられたりしていた。少数民族のいない学
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校で、このようにカリキュラム内の教科および課外活動において民族の文化を

取り上げることはまずないといってよい 41)。そのような状況に鑑みると、ワッ

ト・ドンチャン学校では、積極的に母語や文化の習得を進めてはいないものの、

生徒自身の民族文化を発揮することについては一部支援する方針をとっている

と考えられる。  

②ワット・パパオ学校（チェンマイ県市街地）  

 ワット・パパオ学校は、2008 年に県の旧市街中心部に設立された学校である。

教育段階としては、教育内容は小学校（小学校編入準備教育として、小学一年

から三年）、受け入れる児童・生徒の年齢は、3 歳から 14 歳までで、多くの文

献で「Primary」「Secondary」といった単語を使わず 42)「Wat Papao School」と

説明されているため、ワット・パパオ学校と日本語訳する。当校は古くから、

ミャンマーから移住してきたタイ・ヤイ族の信仰を集める寺院であり、学校と

なる以前からも私設の寺子屋として機能していた。2008 年にチェンマイ第一教

育地区長が当校を少数民族の教育支援を行う新しいモデル学校として設定し、

公立学校となった。  

ワット・ドンチャン学校同様、教材・教員給与・運営費はすべて政府が支出

している。生徒はすべてタイ・ヤイ族であるが、先のワット・ドンチャン学校

と大きく異なるのは、彼らは家族もチェンマイ県内に居住しており、ほぼ全員

がタイ出身であるという点である。したがって、最年少クラスでもタイ語の会

話に不自由を感じている子どもはみうけられなかった。学級編成は、 3-5 歳、

6-9 歳、10-14 歳という複式学級形式をとっているが、児童・生徒が約 30 名、

教員も４名（中央タイ人が３名と、後述するミャンマー出身のタイ・ヤイ族が

１名）のため、１クラスの中では１名の教員による一斉授業を行っている。  

当校が設立された理由は、これまでの少数民族対策で見落とされがちであっ

た、タイ・ヤイ族の子どもの教育問題を解決するためである。教育地区長によ

れば、山岳民族とは異なり、タイ・ヤイ族の子どもは会話上ではタイ語に支障

もないため、ミャンマーから移住してすぐの子どもであっても一般的な公立学

校に通うことが多いが、実際には読み書きでハンディがあること、そもそもタ

イの文化について学んでこなかったことなどから、授業内容の理解に支障があ

るケースがしばしばみられたという 43)。そのため、学校を中退したりするケー
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スも目立った。そこで、当校では実年齢の学年に編入すると授業についていけ

ないおそれがある子どもを対象にして基礎的な教育を行うことで、公立の小学

校にスムーズに編入させることをめざしている。  

当校の特色は、週に１時間、ビルマ語の授業が行われることである。調査で

は、6-9 歳のクラスと、 10-14 歳のクラスで観察を行った。ビルマ語の授業は、

2009 年 6 月から開始され、調査時は両クラスともアルファベットから学習して

いる段階であった。しかし、上のクラスにはビルマ語を話せる生徒もいるため、

タイ・ヤイ族になじみのある標語を書き写させて、復唱するといった内容にも

入っていた。授業言語はすべてタイ語である。  

タイ・ヤイ族の教員は、9 年前にチェンマイに移り住み、ワット・パパオの

僧となった。現在は 19 歳で大学には行っていないということであったが、寺に

住み込みながらタイ語を学び、のちに英語や教授法を習得した。授業をひきう

けたのは、ミャンマーのことを生徒に忘れてほしくないと考えたからというこ

とである。現在は基礎的な内容のため、ビルマの情勢や民族の文化について触

れてはいないが、いずれ母語が習得できれば、教科書に載っている農村の様子

や文化などについても教えていきたいという意欲があるようだ 44)。他のタイ人

の教員は、タイ・ヤイ族の言葉や文化を積極的に学ぼうと考えてはいないとい

うことであったが、指導についてタイ・ヤイ族の教員と話し合う場面も多く、

授業でもあまりビルマ語の分からない子どもにタイ語で説明するといった場面

もみられ、子どもの母語学習に対して協力的な姿勢である。  

③IMPECT によるカレン族の小学校（チェンマイ県山岳地帯・モワキ村）  

 IMPECT の設立した当校について説明する前に、団体の概要について述べる。

今回取り上げる IMPECT は山岳民族自身がメンバーである、山岳民族のための

NGO である。1991 年に創設され、６つの主要民族の代表者による理事会が構

成 45)された。 IMPECT の活動は、山間地での持続可能な農業の促進、国籍取得

のためのサポート、女性の能力向上、青少年に対する伝統文化の教育、山岳民

族の権利確立のためのアドボカシー、など多岐にわたる。特に近年は、共有林

制定の動きを受けて各村落での土地利用図の作成を重点的な活動目標としてい

る 46)。また、薬草や有用植物の利用に関する知識、そして伝統的な森林資源管

理の技術や知恵の収集を行っている。   
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 1970 年代からタイには山岳民族を支援する NGO は数多く存在したが、その

ほとんどは「村人主体の」参加型開発を「上から」推進するという矛盾を抱え

ていた。つまり、海外からやってきた、あるいは大卒の NGO タイ人スタッフ

がその知識と技術をそのまま村に導入するという、プロジェクト自体が「上か

ら下へ」行なわれる形式のものであった。そのため結局村人たちにはプロジェ

クトの意味が十分に伝わらず、技術も地元のニーズに合わず、結果的にプロジ

ェクトが不成功に終わるというケースが多かった。 この苦い経験から北タイの

NGO は「ローカル・ウィズダム（伝統知）」を重視して、村人とともにプロジ

ェクトを進めるように方向転換することになった 47)。たとえば、IMPECT では、

山岳民族の人たちが知っている森の中の薬草に関する知識をまとめて記録しそ

れを活用する、という活動を行っている。   

IMPECT を含むタイの NGO の大きな課題は、国内の中産階級への啓発広報活

動を強化して、彼らの支持のもとに財政的にも安定的な活動を行うことである

48)。IMPECT 発足当初、政府から NGO への資金提供はほとんどない状況であっ

た。現在は、国際協力 NGO の活動についてもマスコミなどが取り上げること

により、しだいにその活動の意義が市民の間に理解されるようになった。しか

しタイにおいては、NGO の活動についてマスコミが取り上げる頻度はまだ少な

く、しかもその報道はしばしば偏っている 49)。 IMPECT ではスタッフと村民が

協力して、少数民族フェスティバル（各民族の祝祭日に開催する）などを実施

し、活動への理解を求めている。  

 2009 年 7 月に、カレン族の出身で、モワキ村にタイカリキュラム＋カレンの

文化や社会状況について教える、独自の教育方針を持ったノンフォーマル教育

局に属する学校を作った IMPECT のメンバーにインタビューを行った。  

 当校は、モワキ村に 1992 年に建てられた（ 2001 年に幼稚園も併設された）。

従来、ノンフォーマル教育局による教育施設は、成人への識字支援を目的にし

た教育センターなどが多かった。しかし当校では、子どもを対象としているの

が特徴である。小学校の生徒数は 51 人で、クラス編成は 1-2 年、3-4 年、5-6

年とワット・パパオ学校と同じく複式学級の形式をとっている（2009 年 7 月時

点）。モワキ村は国立公園の域内にあり、1980 年代半ばには政府から退去を求

められていた。その際、村の代表者たちが、村民自身が政治や法律について学
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び自らの居住権を守らなければならないと考え、 IMPECT に協力を要請して学

校が建設された。その際、 IMPECT はノンフォーマル教育局と連携して学校建

設を進めたため、政府から財政支援を受けながら村独自のカリキュラムを実施

する学校を設立することが可能となった。   

カリキュラムの編成は、ノンフォーマル教育局のカリキュラムを軸にタイ語

やその他科目を教え、カリキュラムの中にある「生活・社会経験分野」の「地

域カリキュラム」という時間の中で、カレンの文化や言語について教えている。

内容は表 4-2 のとおりである。  

表 4-2 地域カリキュラムの内容  

部族の歴史  伝統文化にそったタブーと  

実践すべきこと  

健康管理・維持  

部族の重要な意識  生産のプロセスとそれに関

する儀式  

芸術・文化  

道徳  自然保護  信仰・宗教  

出典）モワキ村の小学校資料、 2004 年 50)。  

  

教授法としては、特に地域カリキュラムは座学ではなく、プールー（村の知

識人）の知恵に基づいた実践を通じての学びが多い。たとえば村の葬式がある

ときには小学校五年生以上の児童が実際に儀式に参加して文化を学んだり、循

環農法を行っている畑で作業をしたりといった授業が行われている。教材とし

て、村には IMPECT が作成したカレン語の教科書・絵本があるが、兄弟で１冊

といった配分でしか発行できていないという説明を受けた。  

 IMPECT の学校は、現在ノンフォーマル教育局に属し、政府の支援を受けら

れるようになっている。これは 1999 年国家教育法に、（モワキ村のような）コ

ミュニティ設立の学校にも支援をするという記述に基づいているが、予算確保

は芳しくないようである。スタッフからは「教育省にも継続的に政策提言をし

ているが、政府の状況によって政策が変わってしまう。具体的には、学校運営

に関わる予算全体を国が持ってくれるよう要望しているが、教育省の予算枠組

みの段階で、コミュニティスクールやホームスクールに対する予算改善案が通

っていないのが現状である」という意見が聞かれた。  
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モワキ村の学校に対しては、ノンフォーマル教育局から派遣されるタイ人の

教員一名分の給料（ 7,500 バーツ）と、給食、年間 3,700 バーツ程度の教材が政

府予算から出ており、小学校の卒業証書も授与される。しかし、他にいる五名

（モワキ・トゥンルア・ノンタオ（近隣の村）の教員（三名の給与は各 4,500

バーツ）、モワキ村のボランティア（先述したプールー）、タイ人ボランティア

（NGO を支援するボランティアをしたい人が登録して短期派遣される））の給

与は支給されていなかった 51)。しかし全面的な財源支援を得ようとすると、通

常のフォーマルスクールとして扱われカリキュラムや教員採用などの決定権を

渡す必要がある 52)。  

将来はカレン族以外の各民族にも、１校ずつこのような独自の文化をカリキ

ュラムに組み込んだ学校建設が計画されており、そこから各村に広げていく活

動が 2015 年現在も続けられている。  生徒たちには、独自の文化ということに

加え、普通の学校で扱われることの少ない、民族の置かれた社会状況（土地所

有や居住圏にまつわる問題など）についても教えられている 53)。  

学校ができる前、モワキ村の子どもたちは寮に入るなどして町や他村にある

公立学校に通っていたが、寮の費用がかさむことが理由で学業を続けられない

子どもが多かった。しかし現在は村内に学校があるため、文字の読み書きので

きる子どもがずいぶん増えたという。現在も中学校以上は町に出ていくことに

なるが、やはり寮費などの生活費が払えず、高等教育まで進学する子どもはま

れである。進学できている場合は、①寺子になる、②出家して寺院で教育を受

けている、③週末あるいは夜間に専門学校（社会教育センター）に通う、とい

うケースが多い 54)。  

 

４．結論  

 三校の事例を、学校運営の費用における家計の費用負担の割合とカリキュラ

ムにおける少数民族文化への配慮を軸に比較すると、図 4-1 のようになる。ワ

ット・パパオ学校も公立学校で学費や教材費は無償であるが、ワット・ドンチ

ャン学校のように全寮制ではなく通学費用や生活費がかかるため、家計負担に

おいてはやや多いと分析した。  

民族の文化への配慮について、週に１時間だけ時間を設けているワット・パ
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パオ学校と、モワキ村のようにカリキュラムの２割で独自の文化を教えている

学校を同列に考えるのは雑駁な部分もあるが、二校の共通点は少数民族の文化

への配慮を行った理由にある。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-1 三校の家計負担の割合と文化への配慮の比較  
出典）筆者作成  

 

従来タイ政府が少数民族の文化に配慮したカリキュラムを実施する際には、

就学率の上昇が大きな目的であった。鈴木は、南部におけるイスラーム教育導

入の背景には、マレー系ムスリム児童の公立小学校における就学率の上昇や留

年率の低下というねらいが存在したことを示している 55)。さらに公立のイスラ

ームカリキュラムの内容の分析から、公立学校でイスラーム教育を行うことで、

ムスリムの求める高度なイスラーム教育はかえって排除されたとも考察してい

る 56)。以上の点から、南部においては、マイノリティのニーズに対応して少数

民族の文化を取り入れたというよりは、就学率の上昇をねらったものであった

ことが分かる。  

しかし北部の場合は、こうした少数民族の文化に配慮した学校は、就学率の

上昇がある程度見られたのちに設立されていること、政府主導ではなく、既存

の寺院や NGO など、下からの要求を政府が容認する形で制度に組み込まれた

点が南部と大きく異なっている。こうした学校はまだ少数であるが、 IMPECT

が他の民族でも同様のコミュニティスクールを計画していることからも、北部

の学校における少数民族の文化に対する配慮は、政府が就学率の上昇を目的と

した、機会の均等を重視した保障を進めている一方で、NGO などは文化的配
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慮そのものを目的とし、結果の平等を重視する方向で進めているということが

できる。  

 しかし、結果の平等を重視した教育については、カリキュラムの整備や少数

民族文化を教えることのできる教員の養成について、政府側の逼迫感に欠ける

という問題がある。また、IMPECT スタッフが現在モワキ村にしかこういった

民族文化を教える学校がない理由について「村の指導者が文化や習慣の維持に

価値を見出しておらず、国のカリキュラムだけ実施すれば十分だと考えている」

といった回答をしており、少数民族側も文化への配慮を求めてこなかった、あ

るいはそうした意見を表明してこなかったこともうかがえる。これはマレー語

やイスラーム教育に非常に関心を持つ南部とは大きく意識が異なっている部分

である。  

南部と北部で自文化への関心に差異が生じた原因として石井は、北部少数民

族は自らの意思に反して、経済開発の影響から山を下りるようになったため、

タイ語など平地で必要な知識を持たないままタイ社会にでることとなり、言葉

の問題からうまく仕事に就けないといった状況から、かつては自文化を卑下し

てみていたことをあげている 57)。  

本章の事例からは、タイの教育政策の中で重要なターゲットグループとされ

ている少数民族に対し、実践レベルでは、各民族への文化的配慮を進めること

の重要性が認識されており、国際社会における先住民の権利保障などを背景に

して当事者の間でも文化の維持について必要性が実感されるようになりつつあ

ることが明らかになった。また政府も、実践を容認していることがうかがえた。  

しかしその一方で、民族言語を教える教員を政府が積極的に養成したり給与

を支給したりといった制度上の保障はみられず、さらには民族ごとの人口調査

も中止されるなど、北部少数民族に特化した政策が減少しつつあり、各民族の

言語や文化の保護の重要性が広く認識されているとは言い難いということが明

らかになった。  

教育政策において、政府が格差解消を特に意識しているのは貧困層の子ども

と少数民族を含むマイノリティ（他国からの移住者も含む）が抱える就学率の

低さであった。そして、彼らの格差解消のために行っている政策は、就学率上

昇に向けた生活支援を含む福祉学校の設立や、タイ語の教育といった「平等」



第４章 タイ北部少数民族における教育機会の保障－「平等」保障の事例として 

80 

 

の中でも equality（機会の均等）に比重を置いていた。また、近年は制度上カ

リキュラムの一部を各学校で編成できるものに設定するなど、少数民族の文化

保障を行えるような状況を整えつつあるものの、現場の人材不足や地方におけ

るカリキュラム編成権の運用方法変更により、必ずしも活用されていないとい

う事実も明らかとなった。  

このことから、タイの教育政策においては、格差が生徒個人の能力よりも、

社会背景や政策に規定されるものとしてとらえられ、機会の均等に比重が置か

れていると分析できる。また、第三世代の人権の要素である、コミュニティの

文化保護を容認する施策も採られてはいるが、個々の民族の文化保護を積極的

に支援している状態ではないことも明らかとなった。  

 次章では、人権教育の実践内容に焦点を当て、各実践が背景とする理念と、

教育内容の特徴について分析する。  
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第５章 タイの人権教育における実践および理念 

前章では、タイの人権教育実践の前提として教育政策全体において、人権保

障、特に教育における不平等の問題がどのようにとらえられているのかを把握

するために、どのような場面で格差が問題視されているかに着目して、タイの

教育政策における平等観を考察した。その結果、少数民族（特に北部山岳民族）

とマジョリティのタイ人との間に存在する就学率の差に焦点が当てられてきた

こと、一方で、質的な保障については現在個々のケースでの対応にとどまって

いるということが明らかになった。  

このような平等観を土台にし、本章ではタイの人権教育実践とその背景にあ

る理念について分析する。タイで人権教育に関わるアクターは、NGO、UNESCO、

国家人権委員会、教育省、および各学校であるが、これらのアクターは人権教

育が開始された当初から同様の役割を果たしてきたわけではなく、参加した時

期もさまざまである。したがって、まずタイにおいて人権教育が公教育におい

て実践される以前の教育実践について、開始される契機となった権利運動の歴

史と人権擁護に関する法改正の関連を整理し、各アクターが人権教育に携わる

ようになった経緯を明らかにする。さらに、各アクターの教育内容と理念の特

徴を比較し、公および民間でのタイにおける人権教育の全体像を提示する。  

 

１．人権教育を実施する主体  

タイにおける人権教育の発展の経緯は、大きく二つの段階に分けることがで

きる。第一の段階は、NGO が中心となって行った人権擁護運動の一環としての

インフォーマル教育が発展した 1970 年代である。当時公教育においては国家イ

デオロギーの強化が課題とされ、1977 年国家教育計画で初めて教育政策におい

てラックタイが明文化された。その後 1977 年国家教育計画に基づき 1978 年に

初等教育カリキュラム、1981 年に中等教育カリキュラムがそれぞれ編成された

が、初等・中等カリキュラムの中では人権教育について言及はなく、社会科な

ど関連科目の教育内容においても、国民としての役割や義務といった概念に重

点が置かれ、人権という言葉は全く記されなかった 1)。  

そこで NGO 団体は、自らの活動に対する賛同者を増やすため、法律に基づ

く個人の権利についてのインフォーマル教育を実施した。当初の参加者は、自
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らの権利の内容や権利を守る方法を知りたいと考える地方の人々が中心であっ

た 2)。これには、国家主導の経済開発によってダム建設などの大規模な計画が

数多く遂行されたことが背景にある。そのような各地での教育活動もあり、1980

年代には各 NGO 構成員に権利問題の当事者が加わりはじめた。また、NGO の

教育活動で権利を認識した人々が自ら NGO を立ち上げるようになり、 1980 年

代半ばに NGO 団体の数が急激に増加した。1998 年時点で存在する約 200 の NGO

のうち、40％が 1987 年版の NGO 名鑑で追加された団体であった 3)。数が増加

したことで、各 NGO の役割が特化されるようになった。教育活動の内容も、

法律を中心としたものから労働者の権利、環境問題、女性に対する暴力や搾取

といった、より個人に身近な人権問題が取り上げられるようになった 4)。  

その後冷戦が終結し 1990 年代に入ると、ウィーンの世界人権会議（1993 年）、

北京の第４回世界女性会議（1995 年）といった世界会議が開かれるようになっ

た。これら会議の宣言において、これまで私的な領域であるとみなされていた

女性問題などが、女性の人権や尊厳の保障と関わって世界的に取り組むべき問

題であるとされ 5)、人権に関する問題に広がりが生まれた。それと同時に、人

権教育の内容についても、生活に直結した問題こそが重要な問題であり、各地

域の人々の文化に応じて発展させていく必要があると認識されるようになり、

各国の政府が内情に合わせた人権教育の開発に取り組むようになった。  

タイでも、国内情勢が安定化したことや、政府が 1992 年までに「子どもの権

利条約」、「あらゆる形態の女性差別の撤廃に関する条約」を締約したことによ

り、NGO の主張に法的根拠が成立した。また、第２章で詳述したように、政府

と NGO が対話を通じた関係を形成していたことも重なり、NGO による人権教

育実践の蓄積が、政策に反映されるようになっていった。  

第二の段階は、1999 年に国家人権委員会が設立され、2001 年基礎教育カリキ

ュラムに人権教育が導入され、政府が人権教育にも大きな役割を担うようにな

った時期である。国家人権委員会は、自由人権協会を含めた複数の NGO と協

力し、警察や軍隊関係者への人権理解教育や公立学校を対象とした国内におけ

る権利および尊厳の侵害問題に関わる教育を行っている 6 )。また、教育省と

UNESCO の共同活動をコーディネートし、人権教育のモデルカリキュラムを実

践する Associated School Project(ASP)の設立にも携わった 7)。  



第５章 タイの人権教育における実践および理念 

88 

 

現在、タイには人権に関わる国際機関や NGO の事務所が複数置かれ、国際

会議が行われることも多いことから、政策にもその内容が反映されやすい状況

にある。また、国家人権委員会が設立され連携機関としての役割を担うことで、

これまで NGO が行ってきた活動の蓄積が一層政策に反映されるようになった。

さらに、同じく 1999 年に施行された国家教育法の第一章においても人権や尊厳

の擁護を促進することが学習過程を通じて求められることが明記され、この時

期に人権教育における政府の役割が大きくなってきたことがうかがえる。同法

をうけて 2001 年に基礎教育カリキュラムが改正され、教育内容のなかに初めて

人権に関する学習内容が導入された。この時期から、それまで NGO による人

権啓発活動への参加という形で関わっていた各学校が、人権教育を行う側とし

ての役割を持つようになったのである。  

現在も各 NGO は学校関係者等に対する教育を継続しているが、その内容は

人権という概念や法律を教えるという内容に、授業内での具体的な教育内容・

効果的な方法などについての教育という内容が追加されるようになっている 8)。 

タイで人権教育に携わるアクターの関係を整理すると、1970 年代の人権教育

萌芽期は NGO が主体となって、自らの活動に対する賛同者を増やすために法

律に基づく個人の権利についてのインフォーマル教育を実施した。その後 1990

年代に人権意識高揚の必要性が国内で高まって、国家人権委員会が設立されて

国内の NGO と UNESCO などの国際機関との連携をはかり、ほぼ同じ時期に教

育省が人権学習を盛り込んだカリキュラムを作成するとともに各学校が教育を

受ける側から実践する側へと変化したということができる。  

しかし、各アクターの教育内容には特徴があり、すべてが同じ人権概念の解

釈に基づいて教育を行っているわけではない。次節では、タイに存在する複数

の人権概念の解釈について、Merry の枠組みをもとに分析する。  

 

２．各アクターの人権教育実践における人権概念解釈の特徴  

タイ語では「 สิทธิ（権利）มนุษยชน（人間の）」が ”human rights” ほぼ唯一の

定訳とされているが、「人権」の内容については主要な二つの解釈が存在する。

二者の違いは、それぞれの解釈に基づく実践に影響を与えているため、本節で

は国際機関の声明およびタイにおける「人権」解釈の特徴を述べた先行研究を
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ふまえて二つの解釈の違いについて分析する。  

一方は、Sivaraksa（Sivaraksa,S.）が提唱し現在国家人権委員会や多くの NGO

団体が支持する、自由権の側面を重視した解釈である。この解釈では、人権は

文化的背景が異なっていても普遍的なものであり、世界人権宣言において規定

された人権は国家を超えて実現されるべきであると定義している。Sivaraksa は

1970 年代から法学者として権力と対立し、著作において、西洋の技術や哲学を

受け入れる際その根底にある人権や民主主義といった歴史的文脈を理解しよう

としない国家の姿勢を批判 9)した。その上で、仏教の経典にも「個人が一人で

存在することはできないこと、利己心を捨てること」など、人権につながる概

念が記されているとして「人権の普遍性」を支持した 10)。Sivaraksa は、西洋の

技術を受け入れていくにあたっては、その成立背景となった人権や尊厳といっ

た概念を十分理解し、目標とするべきであり、またそれは仏教の教えと両立が

可能であると主張した 11)。  

もう一方の解釈は、仏僧かつ研究者である Payutto（Payutto,P.A.）の論に代表

される、人権は普遍的なものではなく、地域に適合した形で受け入れるべきも

のであるとする考え方である。Payutto はタイの教育政策において数多く提言を

行っている。一例として、現在タイの価値教育において最も規模の大きい実践

とされる「仏教原理に基づく学校 12)（Buddhism-Oriented School、以下 BOS）」

のモデル校を設立し、政策として全国展開する際教員用冊子の執筆を行うなど、

公教育における価値教育に少なからず影響を与えている人物である。  

Payutto によると人権は「自然権ではなく 13)」、「決して自然に存在するもので

も、予め決まったものでもなく（略）議論の結果合意点・妥協点として存在す

るものである 14)」ため、「人権はまず個々の抱える問題を解決することが目的で

あり（略）法律による担保なしには保障されない 15)」とし、「人権の普遍性」を

前提とせず、国家による法制度や政策を通じた権利の保障を優先している。こ

れは、国家が法的・政治的手続きを通じて保障するものとされる、社会権とし

ての人権を重視する解釈といえる。  

 Sivaraksa の自由権に比重を置いた解釈には、歴史的に法学者や NGO は、法

的な平等が保障されていなかったマイノリティの抱える問題（不法滞在者の人

権保障、女性問題など）の解消を求めて活動してきた 16)というタイの歴史的背
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景が関係している。彼らは、法律による社会権の保障を期待できないのなら自

由権にのっとって人権を保護するしかないという主張のもと活動を進めてきた。

実際に、国家人権委員会や NGO が当初教育のターゲットグループとしたのは

少数民族や南部の居住者といった国内のマイノリティグループであった。しか

し、自由権を主張したとしても人権擁護に国家が果たす役割は大きく、従来の

伝統的価値観と一見異なるような概念を再解釈せず採用することは社会との摩

擦を生み結果的にマイノリティの権利獲得実現をより困難にするおそれがある。 

一方 Payutto の理論には、クーデターからクーデターに至る「タイ政治の悪

循環 17)」と呼ばれる政治変動サイクルが影響を与えていると考えられる。タイ

において、クーデターの最中に人権侵害が行われたり暫定憲法によって人権が

一部制限されたりしてきたという歴史や、政党政治が進むにつれて腐敗し、再

びクーデターが起こり軍部支配に戻るという国内情勢に鑑みると、新たな概念

を定着させて根本から社会を変革することは大変時間を要するため、困難をと

もなう 18)という現状がある。しかし、実際には一人一人が平等な力を持ち得な

いことや個人が直接政治的合意の場に参加する機会は限られていることから、

政治的な合意に基づく権利は既得権保持者の意見をより反映したものとなる可

能性がある。  

このように、タイにおける主要な２つの人権解釈は双方とも仏教との関連に

言及しながら「人権の普遍性」を重視するか否かによって、自由権と社会権、

いずれの権利に比重を置くかが異なっていることが明らかとなった。  

ここで、両者の解釈を第１章で提示した Merry の枠組みで分析すると、各解

釈に応じた人権教育の在り方について以下のように考察することができる。

Sivaraksa の解釈は国際的な概念をそのまま伝えることを重視し、「人権の普遍

性」を強調するため、「複製」アプローチの方が人権の実現を達成しうるものと

なる。一方、Payutto は個々の問題解決を第一義とするため、「混合」アプロー

チを用いた教育がより目的にかなうということができる。  

タイで現在行われている人権教育は、第１節で確認した主な三つのアクター、

①NGO が要請のあった地域に赴いて行うワークショップ、②UNESCO および国

家人権委員会が関わる ASP、③教育省の基礎教育カリキュラムに基づく各学校

での授業、に分けることができ、各アクターは Sivaraksa あるいは Payutto、い
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ずれかの解釈に基づいた教育を行っている。  

次節以降では、現在タイで行われている主な３つのアクターによる教育実践

について具体的な内容を分析するとともに、その背景となる理念と、現在の実

施状況からみた各アクターの課題について考察する。なお、学校における実践

について本章ではナショナルカリキュラムの分析にとどめ、各学校の実践内容

については第６章で分析する。  

 

３．NGO による教育実践  

 本節で取り上げるのは、タイ国内の NGO 萌芽期から活動してきた自由人権

協会（Union for Civil Liberty,UCL）とカトリック正義平和委員会（ Catholic 

Commission for Justice and Peace ,CCJP）が行う「Human Rights Youth Camp」と

いう教育実践の内容である。両団体は法律の専門家や宗教家が中核となって設

立され、UNESCO およびアムネスティインターナショナルの支援 19)を受けて人

権の普遍性を重視し「市民的および政治的権利に関する国際規約と経済的・社

会的および文化的権利に関する規約、並びに他の関連する国際文書の中に盛り

込まれているすべての規範、概念、および価値」として人権を教える「人権教

育のための国連 10 年行動計画」に基づく実践を行っている。  

Human Rights Youth Camp は、自由人権協会が 1996 年から試行的に授業を開

始してカリキュラムを作成し、カトリック正義平和委員会が 1998 年、国家人権

委員会の委員が 2000 年から参加して活動が継続されている。主な活動内容は、

各地域で数校の教員を集めて行う講義と、児童・生徒を対象に行う講義の二つ

である。タイ全国で活動しており、特に南部では継続的に講義を受けている地

域もある。生徒の方は学校単位で募集しないため正確な人数は把握されていな

いが、教員対象の講義に参加したのは 2007 年 8 月時点で 60 ヶ所、1500 人以上

にのぼる 20)。  

参加者は、NGO の機関紙やホームページによる告知で全国から募集し、年

2-3 回、３日間の講義を行っている。実施地域としてはマイノリティ理解に焦

点を当てるため、南部（中南部）や北部が選ばれることが多い。  

次に、教員と生徒に対する研修について、内容と順序は共通しているため、

まず児童・生徒に対する研修の内容を記した後に教員への研修にのみ含まれる
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内容を項目ごとに補足する形で内容を説明する 21)。  

①ベーシックコンセプト  

 人権や尊厳という概念に入る前に、環境問題や性産業に従事する女性たちな

どタイの社会問題を取り上げた授業を行う。テーマは開催場所の実情に合わせ

て選ばれる。  

②人権・尊厳との関係  

 次に、問題解決に何が必要か、自分がこのような立場なら何を求めるか、と

いった議論を行う。議論から出た意見を集約すると「平等、差別がないこと」

など、人権に結びつくキーワードが出され、そこで「人権とは」「尊厳とは」と

いう概念を、絵を交えたワークシートなどで説明し、人権宣言に基づいて教え

る。その際、仏教徒が多く参加するなら人権を五戒（不殺生、不盗など）に関

連づけて教える。  

①・②の内容は教員の講座でも共通で、特に教員の場合①に比重を置いて講

義される。その理由は、教職科目で人権教育を詳しく取り上げないことや、人

権についての研究を専攻できる大学がごく一部しかないことから、教員自身が

マイノリティに対するバイアスを持っている場合もあるためである 22)。教師用

の教材では授業で応用しやすい内容を選ぶよう留意しているとのことであった。 

一方児童・生徒の場合は、まず概念を知らないことも多いので②に比重を置

く場合が多い。教員に対する講義と比較して内容は減らさず、簡単な言葉を用

いたり図示を増やしたりすることで理解しやすくしている。以下に過去の活動

で使用されたワークシートの内容の一部を紹介する。  

 

[例 1]さまざまな種類の人（文化や社会的地位や年齢、性別などの違い）を例

にあげ、異なる状況にあり、異なった要求があれども、優先順位は存在しない

ことなどを説明する。  

[例 2]（教師用教材）人権に対する誤解（年長者を敬うなどの伝統的価値観と

対立しないか、 equality と equity の違いなど）について、質問形式で答える。  

 

③ウォークラリー  

「オリエンテーリング」のような形式で、数人ごとのグループを作って各ポ
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イントをまわり、各ポイントでのさまざまな活動を通じて①・②で学んだ概念

を体感していく活動である。内容は参加者の文化背景や年齢層によって変更さ

れるが、以下に、ほぼすべての講義で実践された代表的な二つのテーマを紹介

する。  

 

[例１：バナナ] 

1)バナナを一人一本渡す→かごに返す→もう一度自分のバナナをとる（皮の

斑点やヘタの形などで色々見分けがつく）という作業を行わせる。  

2)今度は皮を剥く→かごに返す→もう一回取る（剥いてしまっているので見

分けがつかない）という作業を行わせる。  

3)「斑点やヘタなどの外見：文化や社会的地位」であり、「見分けがつかない

中身：皆に等しく、大事にしないといけない内面がある」と示し、これが

人権だと説明する。  

[例２：色 ]  

1)プレイヤー：四人＋ファシリテーター：一人のグループを作らせ、ファシ

リテーターはプレイヤーそれぞれの額に色をつける。  

2)自分の色は分からず、お互い声で教えてもいけないが、身振りで同じ色の

子同士を教えあい、グループを作らせる。  

3)中に一人か二人だけ違う色の子（グループに属せない子）を入れておき、

最後に今の気持ちをきいてみる。  

4)社会の中で直接ではなくとも排除される気持ちを考える議論を行う。  

 

代表的な事例の内容からは、差別者・被差別者の立場を体感させることを通

して、平等の重要性を伝えることに重点が置かれていることが分かる。  

 教員の講義では、①・②の講義内容をふまえ、自身の学校あるいは地域の人

権に関する問題を取り上げたプレゼンテーションがウォークラリーの代わりに

行われる。  

④当事者による実情説明  

普段意見を聞く機会が少ない地元の人々にインタビュー、もしくは講演の場

を設けて意見交換を行う。インタビューは南部・北部での実施が多く、2006 年



第５章 タイの人権教育における実践および理念 

94 

 

には南部ラヨーンで実施され、公害についての実情、政府の対応への意見を聞

いた。他の地方では、家庭内暴力や売春、レイプの被害者から話を聞いたこと

もあったという 23)。インフォーマントには、住民活動の参加者に加え、家庭内

暴力の被害を受けた子ども、あるいは売春に関わったことで実際に服役して少

年院を出た子どもなど、参加児童・生徒の同年代を含めるよう配慮されている。  

児童・生徒がマイノリティの場合は、インフォーマントが自分たちの村の人々

であることが多い。北部山岳民族を対象にした講義では、村民が行っている権

利を守るための活動内容や政府の対応への意見を聞き、児童・生徒とともに将

来自分たちにできることを考える議論が行われた。  

⑤マクロの問題状況についての学習  

 最後に、世界のさまざまな地域で起きている人権侵害の現状と、国際機関が

どのように機能しているのかについて説明する。児童・生徒に対しては、普段

の行動でどのような点に配慮すべきかといった生活に関わる内容に重点を置い

た講義が行われる。一方教員に対しては、タイの憲法と国際法の関連づけを示

したり、先生の授業計画作成に関わるノウハウを教授したり、管理職への講義

では評価方法（ポートフォリオなど）を取り扱ったりするなど、授業実践に向

けた内容を多く取り入れた講義を行っている 24)。  

  

４．Associated School Project の実践内容と課題  

 次に、ASP について説明する。ASP は、UNESCO によって 1953 年に開始さ

れた開始されたプロジェクトである。全世界で ASP に参加している学校は 181

カ国、約 10000 校（2015 年）にのぼる 25)。その目標は 1．人権擁護と人権概念

理解の促進、2．男女平等の理念を根付かせ、女性への暴力を撲滅、3.平和や人

権のための教育を行う機関同士の関係強化（国内外において）である。  

タイでは、1996-97 年の UNESCO のワークプランの目標である「人権概念と

民主主義の理解促進」を実行化するために開始され、2003 年の資料では、タイ

国内における ASP 参加校は約 150 校 26)で、ASP で実践された人権教育の成果は

教育省のカリキュラム作成にも反映されている 27)。ASP の内容を分析すること

で、2001 年カリキュラム制定前から教育省が人権教育に関わった実践を取り上

げ、タイが国家全体の人権教育にどのようなビジョンを持っているのかを明ら
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かにする。    

ASP の活動は、1.レッスンプランの作成（社会科や宗教に加え、理科や英語

等科目横断的な内容）、2.作成したプランを、代表校で試行（タイでは３つの学

校が代表校に選定されている）、3.プログラムの全国的実施、4.レッスンプラン

の実施状況をふまえ、教員対象のワークショップを開催、5.評価項目を作成し、

教員と生徒を対象に評価を行う、というサイクルで実施される。レッスンプラ

ンの内容について Pombejr は、今までタイの ASP では直接人権に関わるような

授業内容を避けて、国際理解や環境問題を取り上げた授業案が多く作成されて

きたことを指摘し、一方現在は憲法における人権の保障に加えて社会的に人権

の重要性が認知されつつあるため、直接人権や民主主義に関わる授業も作成さ

れるようになったという変化を述べている 28)。  

次に、実践に移された授業の内容を分析する。今回取り上げるのは「奴隷と

苦役」「女の子の権利」の２つである。双方とも、事例紹介→世界人権宣言の該

当箇所を生徒に参照させる→生徒に質問し、議論させる→意見を文章化させる

→評価（議論中の態度と文章による）、という順番で行われている。授業後には、

研究者や教育省担当者による教員評価が実施される。  

「奴隷と苦役」の方はめざすべき目的がはっきりとしているため、質問内容

も「今もなお世界中に存在する抑圧的な労働を無くすにはどうすべきか」など、

解決方法のみを問うのに対し、「女の子の権利」の方では、貧困から学校を中退

して家計を助ける女児の物語を読ませた後、女児の心境を慮る質問から「家族

がどうして彼女を中退させねばならなかったのか」、「あなたの考える男女の違

いは何か」、「彼女が男性だったらどうなるか」、など、資料がやや誘導的（女児

が「学校に行けてとても嬉しかった」「中退するのは辛かった。私の姉も中退し

ているが、弟は今も学校に通っている」などと自分の境遇を語る）ではあるも

のの、より多角的な視点から人権を考えさせる工夫がみられる。  

しかし、北京での国際会議における宣言 29)を資料に用い「いかなる文化も女

性や女児の基本的な権利を侵害する根拠となってはならない」と教えているこ

とから、女性の持つ普遍的な権利を保障すべきという答えを導くことを主な目

的にしているといえる。  

次に評価について、まず生徒の評価における観点 30)を示す。  
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 [生徒の評価 観点 ] 

（両レッスンプラン共通）  

・授業後の文章から、内省と批判的思考ができているか  

・グループワーク時の積極的な参加  

（「奴隷と苦役」の評価項目）  

・奴隷のような扱いで労働させられている人々がいるという問題に意識を

持つようになったか、またこうした扱いは人権侵害であると認識できたか   

・かつて広く奴隷売買が行われていた時代があったこと、また奴隷

売買は現在も存在することを認識したか  

・個人の尊厳について理解し、生徒自身の社会における労働の問題

（身売りなど）について議論ができたか  

・身売り、児童労働、児童売春などの問題に取り組む社会運動を支

援する意識が高まったか  

（「女の子の権利」の評価項目）  

・さまざまな場面で、女性や女の子の権利が侵害されていないかという問

題に意識を持つようになったか  

・ "equality" という概念は、人種や性別、階級、宗教等を超えてすべての

人たちが等しい権利を持つことであるという理解ができたか  

・女性や女の子に対して敬意を示せているか  

・生徒自身の社会における女性や女の子の地位について、なぜそうなって

いるのかを解釈できるか  

 

観点からは、知識理解から踏み込んだ、現状に対する批判的思考や、自分た

ちの社会における人権問題に対する意識を高めることを重視していることが分

かる。  

教員の評価においては五つの観点が設定され、うち人権教育に関する積極性

や理解を問うものが四つを占めている 31)。  

 

[教員の評価 観点] 

１．ASP の意義と重要性について理解しているか  
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２．レッスンプラン実施に際し、十分な準備ができているか  

３．授業の内容や進め方が、児童・生徒の関心をひくものになっている

か、また、各レッスンプランのねらいが達成できる方法であるか  

４．授業を受けた生徒が、人権の重要性を理解した か、また、授業の積

極的に参加できていたか  

５．教員自身が積極的に授業を行ったか、また、このレッスンプランを

他の教員が実施する際のオーガナイザーを進んで務める意思があるか  

 

以上の観点から見て、ASP に参加している教員には「人権に関する知識に乏

しく、教えるスキルが足りない」「レッスンの計画には意欲を持っている教員が

ほとんどであるが、時間もスキルも不足している」と評価されている 32)。  

次に ASP の実践内容からその課題を考察する。まず、レッスンプランについ

て、授業を進める方法としては生徒への質問や議論という形をとっているもの

の、望ましい回答を強く方向付けた教材が用いられていることが指摘される。

たしかに、個人の権利を保護することは重要であり、中には「奴隷制度の廃止」

のように自明である権利も存在する。  

しかし、ASP においても意識されているように、「女性の権利」などはすべ

てを普遍的な権利であると明言することが難しい権利である。そうした権利を

扱う際に、誘導的な資料を多く用いるようなレッスンプランが適切であるかど

うかは議論の余地があるのではないか。  

これは、児童の評価において批判的思考を重視するという指針とのずれが生

じていないかというもう一つの課題にも関わる。たとえば、教材で学校を中退

しなければならない女児の悲しみを強調するあまり「学校に行かない＝悪いこ

と」という図式を持たせてしまうおそれはないだろうか。文化や社会的背景に

よって左右される権利について学ぶ際、実際に批判的思考を重視するのであれ

ば、女児が学校に行くか行かないか、それぞれの選択肢をとった場合の長所・

短所から考えさせるべきであろう。批判的思考を重視するということは、生徒

自身がどのように考えたかという過程を重視することでもあり、その結果誘導

的に教え込んだ場合と大差ない意見を生徒が持ったとしても、できるだけ異な

った観点からの資料を提供する必要があると考える。  
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次節では、カリキュラムと教科書を分析し公教育における人権教育の目的と

内容について分析する。  

 

５．ナショナルカリキュラム・教科書にみる人権教育の内容  

 国家人権委員会による「人権および尊厳の尊重に関する社会的学習の支援」

において、人権教育の目的は、「人権」「尊厳」という概念を広め、それらの擁

護に貢献することであり、平和で調和のとれた社会を築くことであると明記さ

れている。しかし、人権教育のナショナルプラン策定担当者である Suwansathit

は、「human rights」という用語が、西洋起源の概念であるとして反発を招く場

合、必ずしも用語そのものを用いる必要はないこと、人権教育はあくまで従来

の（仏教とは明記されていない）宗教の理念と統合することが必要であるとい

うことを説明している 33)。以上より、カリキュラムにおいても ASP と同様に「人

権」などの概念の普及を目的としているが、Merry の分析にしたがえば、より

従来の文化や価値観を重視した「混合」に近い方法をとっているということが

できる。  

上記の目的がいかなる形でカリキュラムや教科書に反映されたのかをみるた

め、本節では 1981 年・2001 年のカリキュラムと教科書、および 2008 年カリキ

ュラムの内容を分析する。 2015 年時点で最新のカリキュラムは 2008 年のもの

であるが、2001 年カリキュラムは、人権および諸権利についての学習内容を初

めて明記したというそれまでのものと比較して大きな違いがあるという点、ま

た、ほとんどの学年では 2001 年カリキュラムに準拠した教科書が用いられてい

るという 34)点からも、2001 年が大きな転換点であるとみて、分析の対象とする。 

ナショナリズムを重視した国民教育のもと国民の義務を重視していた 35)カリ

キュラムが、NGO の「人権とその行使の方法を教える」という教育内容をどの

ような形で反映させたのかを分析するため、①義務と権利の関係（二重線部）、

②グローバルな価値とナショナルな価値の関係（ゴシック部）、③現状に対する

（単なる把握や受容以外の）分析、という計三つの観点から分析を行う。  

①は人権の概念が明示されたかに着目し、②では、人権を含む価値教育が、

ナショナルな価値かグローバルな価値か、いずれに重点を置いて行われるのか

に着目している。②を視点として置いた理由は、NGO では「人権の普遍性」を
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重視した解釈に基づいて活動が行われていたため、NGO の人権教育を踏襲して

いれば、公教育においてもグローバルな価値を重視する傾向がみられると予測

し、「人権の普遍性」についてカリキュラムがいかなる立場をとっているのかの

判断材料とすることが目的である。また③の観点は、人権を行使する際に現状

への批判が必要とされるという側面が意識されているかを考察することを目的

としている。  

まず表 5-1 で内容を比較し、カリキュラム下で使用されている教科書内容 36)

と合わせて、以下に各視点からの分析を行う。  
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表5-1：中等教育の1981年（改定1990年）・2001年・2008年のカリキュラム比較 

 １～３年生のカリキュラム ４～６年生のカリキュラム 

1981年 

（「前期中等社会科カリキュラ

ム」と「後期中等社会科カリキ

ュラム」より） 

SOC102 「私たちの国 2」 タイの発展の歴史、スコータイ時代の歴史、民主主義社会におけ

る家族およびコミュニティの一員としての役割と義務。 

SOC203「私たちの大陸」自然環境、アジア諸国の社会的および文化的環境、諸国における問

題や国家間の関係。 

SOC204 「私たちの国3」シー・アユタヤー王朝時代の歴史、市民としての権利と義務、政府の

民主政治システム、国家元首と民主政治、倫理教育 

SOC305 「私たちの世界」自然環境、世界の主要な地域における社会的および文化的状況、

タイを含めた国際政治経済の状況。 

SOC402 「社会」政治の基本概念、タイ政治、法律の知識と市民教育（civic education）。 

SOC503 「社会」地理、自然資源、人口、職業、環境への適応。 

SOC504 「社会」経済の基本概念、タイの諸地域における活動、地方および国家の経済発展、

課題とその解決策、タイと世界経済の関係性。 

SOC606 「社会」学術および技術の発展、国際政治、経済競争と協力、世界人口の増加がタ

イに与える影響。 

 

2001年 

（「社会科・文化・宗教」カリキ

ュラムから、1981 年カリキュ

ラムの「社会科」に対応する

「内容 2：市民の義務・文化・

社会生活 水準 2.1 よき市民

としての義務に従い、タイの

法律・伝統・文化に基づき自

ら実践し、タイ社会および地

球社会において平和にとも

に生活する」の内容より） 

1．自分と他人の民主主義の生活様式に基づくよき市民として価値を認識し、それが社会及び

国家に有益をもたらす可能性を有することを認識する。 

2．社会および国家のよき市民としての地位、役割、権利、自由、義務を認識し、社会で平和に

生活するための自分および他人を保護する人権の重要性を理解し、自分、家庭、コミュニティ

および国家に関係する法律に基づき行動する。 

3．社会的組織を理解し、タイの知恵および文化の価値を認識し、地域および国家のシンボル

である文化を維持するために行動し、近隣諸国およびタイの各地方の文化について似ている

ところ、異なっているところを比較し、総合理解をめざす。 

 

1．タイ社会及び地球社会において民主主義の生活様式に基づくよき市民として行動し、他人

もそうなるように促す。 

2．地球社会および国家のよき市民としての地位、役割、権利、自由、義務を果たし、タイ社

会および地球社会の平和な生活に影響のある人権保護に参加し、自分、家庭、コミュニティ、

国家および地球社会に関係する法律に基づき行動する。 

3．社会的組織の重要性を認識し、タイおよびさまざまな国の知恵および文化の価値を認識し、

適切な文化を選択し受け入れるために合理的に分析して考えられ、国家の優良な文化を維持

し、さらに永遠に存在するために状況に対応して変化・改善させる必要性を認識する。 

 

同上水準2.2 

「現代社会における政治・統

治体制を理解し、信仰を確信

し、国王を元首とする明主義

政体を保持する」の内容より 

1．現在のさまざまな政体を理解したうえで、タイの政体の構造を分析し、平和的共生のために

社会倫理、道徳に基づいた民主主義の原理と様式にて利益供用のために、すべての人々が参

加する民主主義政体の重要性を認識する。 

2．現在の憲法の経緯、原理、目的、構造および重要な内容を理解し、憲法の導入によって

人々の生活にもたらす影響を理解し、憲法の規定に基づき行動することの重要性を認識する。 

1．現在のタイおよび地球社会の政体が生活および国交にもたらす影響を分析し、利益供用お

よび政策を理解し、国王を元首とする民主主義政体を保持する必要性を認識する。 

2．憲法を理解し、憲法の各条項を分析し、特に社会的変化、国家および地球社会の地位に影

響ある選挙、権利、自由、義務などについての条項を強調し、憲法の規定通りに行動し、他人も

正しく適切に行動できるように促進する。 

2008年 

（「社会科・文化・宗教」カリキ

ュラムから「内容 2.1：良き市

民としての義務と責任を理解

しそのようにふるまうこと；タ

イの伝統と文化に則った形

で；タイ社会および地球社会

において平和にともに生活

する」の水準内容より） 

【中等１年】 

1．個人の権利を守る法律

（ the laws of protecting 

personal rights）を順守す

る。 

2．自身が社会あるいは国

（the nation）に貢献でき

る能力を明確にする。 

3．調和のとれた関係や相互

理解を生み出すことに貢献

【中等２年】 

1.生徒自身、生徒の家族、コ

ミュニティおよび国（the 

country）に関わる法律につ

いて説明でき、順守する。 

2.地位、役割、義務、自由そ

して民主主義にのっとった良

き市民としての義務にそって

自ら行動することの価値を理

解する（appreciate） 

【中等３年】 

1．刑事および民事における

犯罪を犯すことの違いを説明

できる。 

2．人権の論理にのっとって

他者を守ることに参加する

（関与するparticipate） 

3．タイ文化を守りながら普遍

的 な 文 化 （ universal 

culture）を取り入れる点を

【中等４－６年】 

1．生徒自身、家族、コミュニティや国(the nation)そして世界のコミュニティに関係する法

律を分析し、それを順守する。 

2．社会構造、社会改善（social refinement）および社会変革の重要性を分析する。 

3．国（the nation）及び世界のコミュニティにおける良き市民になるために行動するととも

に、他者が良き市民となるよう働きかけることに参加する。 

4．タイにおける人権の状況を評価し、開発ガイドラインを提案する。 

5．タイ文化における改善、変化、および維持の必要性を分析し、普遍的な文化（universal 

culture）を取り入れる点を選択する。 
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する文化的価値観について

議論する。 

4．各々自身の権利（their 

own rights）や自由、および

他者の権利や自由について

敬意を示す。 

3．社会の機関 

（institutions）の役割、重要

性そして機関同士の関係に

ついて分析する。 

4．タイ文化と、他のアジアの

国の文化の類似点と異なる

点について説明でき、相互

理解の創出に貢献する。 

適切に選択する。 

4.国家（the country）におい

て対立を招く要因を分析し、

対立を緩和するための意見

（concepts）を提案する。 

5．国（the country）や世界

のコミュニティにおいて幸

福に生活するための意見

（concepts）を提示する。 

2008年 

（同上の、「内容2.2：現代社会

の政治および行政の構造を

理解すること；立憲君主制に

おける民主主義政体の支持

と信頼に忠実であること」の

水準内容より） 

【中等１年】 

1．タイ王国の現在の憲法

の、理論、意図、構造そして

重要な本質について簡潔に

述べる。 

2．タイ王国の現在の憲法

の 、 主 権 （ sovereign 

powers）のバランスの役割

（三権分立？国王も含む？）

について説明する。 

3．タイ王国の現在の憲法

の、規定について概観する。 

【中等２年】 

1.立法手続き 

（legislative process）につい

て説明する。 

2 政治的および行政的資料

や．現代タイ社会に影響を与

える 

（affecting）情報について分

析する。 

【中等３年】 

1.現在採用された数々の政

府の形態について説明す

る。 

2． 民主主義におけるタイ及

びほかの国の政治形態につ

いて比較分析を行う。 

3．タイ王国の現在の憲法の

規定、特に選挙、参加（政治

参加？）、そして国家の権力

をチェックすることに関するも

のについて分析する。 

4．タイの民主主義的発展を

妨げる、あるいは改善手段の

ガイドラインを提案するような

問題（problematic issues）

について分析する。 

【中等４-６年】 

1.色々な国における重要な政治的問題について、さまざまな情報源からの資料に基づいて分

析し、その改善手段について提案する。 

2．政治的および行政的ガイドラインを、国家間の相互理解と互恵関係を築くために提案する。 

3．立憲君主制における民主主義政体を保持することの重要性と必要性について分析する。 

4．国家権力の運用をチェックすることに参画し、また権力運用のガイドラインを提案する。 

2008年注 

※2008年は馬場訳 

*権利、という言葉が最初に出てくるのは小学2年生（their own rights and those of others） 

*子どもの権利、が最初に出てくるのは小学4年生（children’s fundamental rights） 

* human rights が初めて出てくるのは中等3年。 

分析の観点  二重線：人権あるいは権利と義務の関係 

ゴシック：ナショナルとグローバル 

網掛け：現状に対する（単なる把握や受容以外の）分析 

出典）Chantavanich、鈴木を参考に筆者作成。 
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①義務と権利の関係  

2001 年カリキュラムでは義務とともに必ず権利（もしくは自由）という概念

を併記するようになった。特に、前期中等・後期中等両方において人権の重要

性に関する内容が記されたことは、大きな変化だといえよう。また、初めて人

権という概念が明記されたのと同時に「ルール・規則・法律」の一環として人

権に基づく子どもの権利を学ぶ、といった具体的な国際条約・規約の内容も含

まれている 37)。  

1981 年（改定 1990 年）カリキュラムでは人権という概念を明記していない

が、関連項目として少数民族や国境付近の人々を取り上げていた 38)。中等一年

の内容では、タイの地理や自然環境、そして国家成立の歴史や各宗教の教義に

ついて学び、少数民族や国境付近の人々については居住地域の自然・社会環境

の概要や移民という現象がタイ社会に及ぼす影響との関連が説明されている。  

また 1981 年カリキュラム準拠の教科書では、世界三大宗教（確認した教科書

39)ではヒンドゥー教も）の開祖と教義について、またタイの各地域の地理・自

然環境についてはデータなどを用いて詳細に述べられているが、タイの中で仏

教以外を信仰する人々の説明や各地域の生活状況に関する説明はなかった。  

一方、2006 年発行の中等六年の教科書では、北部の少数民族にはクリスチャ

ンと精霊信仰の人々がいるという国内の信仰についての知識や、南部のゴム農

家が国際市場の影響を受けて生活が苦しくなっている 40)など、国内の状況を記

述するように変化している。  

また同年中等 5 年の教科書では、タイの生態系や人口動態を取り上げていた。

まず、タイの人口移動の範囲を地域内移動、地域間移動、国家間移動の三つに、

また移動の要因を経済的要因（出稼ぎ、洪水などの自然災害等）・社会的要因（（出

稼ぎ労働者による）家族呼び寄せ、土地所有権の喪失等）・政治的要因（紛争の

回避、信条や価値観の相違等）、の三つに分類して説明する。次に、東北部（ラ

オスとの国境）と東部（カンボジアとの国境）の学習の中で移民について学習

する。東北部の移民は土地がやせていて貧しいために都市部へ移入することが

説明され、都市部と農村の格差問題や農業保護の問題というトピックとして扱

われていた。一方東部の移民については、カンボジア国民であるが民族的にタ

イ民族である人々が越境している事実をあげ、国境管理の問題や移民の国籍取
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得問題が扱われていた。  

しかし、現在も問題となっているミャンマーやラオス・カンボジアといった

隣国からの不法入国者についてはカリキュラム・教科書ともに全く記述がなか

った 41)。これは現在も政治的判断が難しく 42)、公教育で教える必要があるか否

かの判断が定まっていない問題であることも原因であると考えられる。  

 一方、2001 年カリキュラム下では人権が明記されただけではなく、教科書に

おいても、国民の義務と同時に憲法で保障される人権や自由について「憲法の

下の統治」、「タイ国の法律」、「少数民族」といった単元で前期中等から取り上

げられている。内容の詳細として、中等６年の単元「少数民族」における「人

権侵害問題」という項目 43)の内容を引用する。  

 

人権について、（ 1997 年、筆者注）憲法は第３章で以下のように述べている。

『権利と自由は、タイ人が国家の下所有するものである。そして少数民族、外

国籍の人、災害避難民、国籍を持たない人々 44)もまた、保護の対象に含まれて

いる』。（中略）少数民族は、抑圧に対抗する活動を起こすかもしれない。たと

えば彼らは、生活苦のためドラッグの生産・販売を行っている。また、ミャン

マー政府が少数民族の土地所有（居住）を制限する（しばしばタイ政府の方針

と対立している）ため、反対運動を行っている。（中略）その他の地域からも少

数民族がタイに避難してきている（ミャンマー -タイ国境の避難民の写真）。彼

らの援助のため政府は人道主義にのっとって食事提供や医療活動を行っている。 

 

2001 年カリキュラム準拠の教科書では、少数民族が麻薬栽培をしていること

だけではなく、その原因に貧困があることや政府主導の土地改良が進められて

いることを解説したり、無国籍者への支援内容を説明したりするなど、国内に

おける人権問題の原因と解決策を提示するという変化がみられる。  

カリキュラムと教科書の課題としては、個々の人権問題と生徒たちとの関連

についてほとんど述べられていないことがあげられる。よって、社会の課題を

認識し解決することを目標の一つにしているにも関わらず、生徒たちが何をす

れば解決に向かうのかという示唆を得にくい内容になっている。2001 年および

2008 年カリキュラムが大綱的なものであるという性質に鑑みると、今後はカリ
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キュラムに具体的な内容を盛り込むという方向ではなく、各学校が主体的に「社

会の課題を認識し解決すること」をふまえた授業計画が求められるといえよう。 

②グローバルな価値とナショナルな価値の関係  

2001 年カリキュラム後期中等段階の学習内容をみると「地球社会」というグ

ローバルな意識の育成をめざすとともに、「国王を元首とする民主主義政体」と

いうように、ナショナリズムを強める部分もある。また、前期中等教育段階で

各文化を比較するという立場であったものが、後期では適切な文化を選択する

という立場に変更され、特定の価値観を偏重する傾向もうかがえた。ここから

は、NGO の実践や ASP で行ってきた「人権の普遍性」を重視した教育内容と

の違いがあることが分かる。ただし、2008 年カリキュラムの後期中等段階の教

育内容を参照すると、2001 年カリキュラムを踏襲し、ナショナルな価値を強調

する部分が残るものの、よりグローバルな視点獲得を意識した「普遍的な文化」

という観点が新たに設けられるという変化もみられる。  

③現状に対する（単なる把握や受容以外の）分析  

さらに 2008 年カリキュラムにおいては、教育目標の傾向の変化がみられた。

それは、前期中等段階では 2001 年と同じく現状の理解をめざす目標が多いのに

対し、後期中等段階の学習内容では「タイにおける人権の状況を評価し、開発

ガイドラインを提案する」「色々な国における重要な政治的問題について、さま

ざまな情報源からの資料に基づいて分析し、その改善手段について提案する」

など、改善の必要性について考えさせる目標が増加している。この変化からは、

批判的思考の育成が価値教育の目的として意識されてきた可能性が指摘できる。 

以上、現行のカリキュラム・教科書分析を行った。2001 年カリキュラムでは

初めて人権という概念が明記されたのと同時に、国際条約・規約も教育内容に

含まれている。視点①から、NGO の推進してきた、各個人が持つ権利を知らし

めるという教育内容と共通していることが分かる。  

しかし、カリキュラム制定から年度が浅いこともあり、森下等の日本とタイ

の児童を対象とした意識調査では、タイの児童のほうが「人権」という言葉を

認識する機会が少ないという結果が出ており、人権の尊重や尊厳を理解する土

台はあるが、今後人類普遍の価値として人権という価値を共有すべきであると

分析されている 45)。トーンティウは、その理由の一つとしてグローバルな問題
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に対する教師の準備不足を指摘する 46)。これは教職課程の中に人権を理解する

教育が含まれていないことや、高等教育において人権や尊厳、またそれらを理

解する教育の方法や課題が研究されているのが、（ごく数校の）法学部に限定さ

れている 47)ことが一因と考えられる。  

なお、教員への支援の必要性は教育省でも認識されており、現在はおよそ年

に一回セミナーを開催し、教員、教育省関係者の他に国家人権委員会のメンバ

ーや人権教育について研究する学生などが出席し、人権教育の実践者と研究者

の間での意見交換が行われている。筆者が参加した 2010 年のセミナーでは、一

日目に教員同士がディスカッションを実施し、二日目には ASP プログラムの作

成メンバーである Pombejr が ASP 参加校も含めた公立学校における人権教育の

実施状況と課題について、また、マヒドン大学の大学院生らが社会科の教材内

容についての講演を行った 48)。  

また、視点②からは 2001 年カリキュラムがグローバルな価値を重視するよう

になったといえるが、後期中等カリキュラムにはナショナルな価値に言及する

部分もみられ、NGO の実践や ASP で行ってきた「人権の普遍性」を重視した

教育内容との違いが明らかとなった。実際に、人権教育に関する教員研修にお

いて、「年功序列あるいは男女の別という概念と皆が平等であるという概念の矛

盾をどう教えるのか」という概念上の疑問を提示する教員がいた 49)ことは、こ

うした教育内容の違いによる部分も大きいのではないかと考察した。  

一因として、NGO と国家という教育を行う主体の違いがあげられるだろう。

NGO が人権教育を開始した 1970 年代前半は、マイノリティの自由権としての

人権が侵害され、しかもそれを訴える社会権も存在しない状況があった。しか

し、自由人権協会など萌芽期の NGO が個人の権利や行使手段としての法律を

普及する活動を行うことで、多くの人々へ人権の理解を深めた。  

そのような世論の高まりと、グローバル化にともなう国際社会の要請から、

国際的な条約を締結するなど国内の制度においても社会権が拡大され、次の段

階として、政治的な手続きに基づいた人権の主張が進められるようになった。

こうした社会権の拡大は、より多くの人々へ人権および行使の手段を広め、現

在では、人権保護を目的とする団体に当事者でも法律の専門家でもない一般の

市民が参加するようになった。また、抗議運動が大きく TV ニュースで取り上
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げられるようになり、権利を侵害されている人々が国内にも大勢いること、そ

の事実が忘れられていたことが、活動に参加していない人々にも広く認知され

るようになった 50)。  

さらに、2001 年と 2008 年のカリキュラムを比較すると、 2001 年は法律や社

会情勢の理解に重点が置かれていた教育目標が、2008 年、特に後期中等段階に

おいては、知識理解をふまえたうえで、生徒に批判的思考をうながす目標が設

定されるようになるという変化も生じていた。  

このように、人権概念が浸透し公教育においてもカリキュラム上人間の権利

や尊厳を扱う必要性が明記されるようになった一方で、人権に関わる問題は、

教育学ではなくそれ以外の分野で研究すべき問題とみなされているため、教育

学部で人権教育の研究が進められていないという現状から、今後は教育の担い

手である教員養成、あるいは教育学的視点からの人権教育研究、つまりは高等

教育における人権教育の振興が課題ではないかといえる。  

またカリキュラムの課題として、人権侵害問題と（マジョリティの）生徒た

ちとの関連についてほとんど述べられておらず、具体的に生徒たちが何をすれ

ば解決に向かうのかという示唆を得にくい内容である一因として、現在人権に

関わる問題に直面している人々の多くが地方に住んでいることも考えられる。

彼 /彼女らは、国家開発の影響を大きく受け、ダム建設などによる強制退去や環

境破壊など、開発の社会的コストを負担する一方で恩恵を受けることは少なく、

自らの人権や尊厳を脅かされる事態も生じている。  

2001 年カリキュラム以降は「地方の知恵」という形で、地方の状況を理解し

問題解決につながるような教育を試みる努力がなされているが、それはあくま

で生徒自身の住む地域であって、他の地域の実情に踏み込んだ授業が行われる

ことは少なく、またそのような授業内容の編成が難しいという意見 51)もきかれ

る。タイの人権教育全般において、マイノリティの問題を知覚した上で、自分

たちと無関係なことではないというどう認識を広めていくかが、今後の課題の

一つであるだろう。  

  

６．各実践の背景となる理念と課題  

以上、主たる三つのアクターによる教育実践をみてきた。三者を教育内容で
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分類すると以下の表にまとめることができる。比較の視点として、①Sivaraksa

か Payutto、いずれの解釈にそった活動を行っているか、②第１章で分析した、

第一から第三世代のうちどの人権概念について特に強調しているか、③「複製」

「混合」いずれのアプローチをとっているか、④人権侵害の解決方法をどう教

えているか、⑤実施期間という五つの視点を置いた。  

①から③の項目は、「人権の普遍性」に対する各団体の立場を明らかにするた

め視点に加えた。④は、公教育における「人間の権利および尊厳に関する教育」

で指摘されていた、具体的な行動に結びつきにくいという課題が、NGO や ASP

の教育でもみられるのか、もしくは何らかの解決を図っているのかを分析する

目的で置いた視点である。  

 

表 5-2 「人間の権利および尊厳に関する教育」の実践比較  

団体  

（教育内容）  

自由人権協会・  

カトリック正義平和委員会  

（NGO のユースキャンプ）  

教育省・UNESCO 

（ASP）  

教育省  

（2001 年・2008 年  

ナショナルカリキュラム）  

影響を与えた

論者  
Sivaraksa  Sivaraksa  Payutto  

強調する  

側面  
自由権（第一世代）  自由権（第一世代）  社会権（第二世代）  

教育  

アプローチ  

世界人権宣言をベースにし

た、「複製」アプローチを主と

しながら、地域の実情と権利

を関連づける「混合 」アプロ

ーチもみられる。 

資料は国際機関の宣言がメ

イン：普遍的な「人権 」概念

の普及をめざす傾向があり、

「複製」アプローチ。  

地域の実情と権利を関連づ

ける「混合」アプローチ。  

問題解決  

方法  

マイノリティを対象にした活動

では取り扱う。  

「あなたが考える男女での違

いについて」など、  自分たち

の問題として考えさせる工夫

がされている。 

人権問題 と児童 ・生徒 との

関連が取り上げられることが

少なく、課題とされている。  

実施期間  講義期間は 1～3 日間。  

各学校によるが、実施サイク

ルにそって継続的に実施さ

れる。 

学年ごとに単元が設定され

ている。  

 出典）筆者のインタビュー内容と、各団体の資料により作成  

 

NGO・ASP による実践は、「共通に持つもの：人としての尊厳」と「多様で

あるもの：社会背景」という区分を行い、比較すると前者の方により比重を置

いている。これは、世界人権宣言という明確な目標があり、人権理念を正確に

伝えたいという「複製」アプローチの特徴を示しているといえよう。また、最
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後に世界各地での人権に関する問題を取り扱うことで、国内で起こっている問

題と類似の問題を認識し、現在実施されている対応策も学ぶため、特に教員に

対しては学校以外の場で自分たちができる事を視野に入れた講義となっている。 

NGO の活動の課題としては二点が指摘される。まず、短期間のユースキャン

プであるため、生徒が得た知識を日常生活の中で発揮できているか実証できな

いという問題である。もう一つの課題は、学習内容と従来の文化との整合性で

ある。ユースキャンプを実施する自由人権協会によれば、各回参加している人々

の宗教と関連づけて人権を教えているという。教材にもあった「奴隷のような

扱いを受けないこと」といった価値は、宗教や文化が異なっても共有しうる価

値であるといえる。しかし、基本的人権には、言語や宗教といった文化の保持

も含まれている。よって、文化間で考え方の大きく異なる価値（たとえば男女

観や家族観など）については、暴力などで人権を侵害されることがない場合、

どこまで介入すべきかが確立していない。つまり「男女の平等」という価値を

謳う場合、何をもって平等とするのかは文化に関連する問題で、人権の一部で

ある文化の保持という権利を損なわないかという検討が今後の課題と考えられ

る。NGO の活動が抱えている課題のうち、従来の文化との整合性については

ASP においても指摘される問題である。  

一方でナショナルカリキュラムにおいては、人権教育はあくまで従来の（仏

教とは明記されていない）宗教の理念と統合することが必要であるということ

が強調されている 52)。カリキュラムにおいても ASP と同様に「人権」などの概

念の普及を目的としているが、Merry の分析にしたがえば、より従来の文化や

価値観を重視した形で行うことがめざされているということができる。  

しかし NGO の実践や ASP とは異なり、人権というグローバルな価値を取り

入れる一方で、ナショナルな価値を維持するため国家を強調するような箇所が

みられた。さらに、「人権の普遍性」について明言しないなど、NGO による人

権教育とは性質が異なっていることが確認できた。公教育において人権教育を

実施する際の傾向として阿久澤は、人権についての理解には国家をはじめとす

る公権力と市民の関係を問うことが含まれるため、公教育において人権教育を

実施する際に、国家の介入を排除しようとする側面を削減されることが多く見

られる 53)としている。  
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タイの公教育においても上述のような傾向があらわれている一方、2008 年の

カリキュラムでは、現状に対する分析や変革について考えることを重視した教

育目標が増えており、タイにおける価値教育に、知識理解を土台とした批判的

思考育成の目標が加わっていることも明らかになった。  

このように、公教育および民間でのタイの人権教育実践を分析した結果、第

一・第二世代について強調した教育実践はみられたが、それでは第三世代の人

権についてはどのように理解されているのだろうか。  

タイ社会における人権概念についての研究を行う Hongladrom によると、タ

イにおいて第三世代の人権という言葉が用いられるのは、国際法や国際機関で

の人権概念について論じるときであり、タイ社会の文脈で第三世代の人権につ

いて考えられることはほとんどない 54)という。また、学校や NGO による教育

実践の中で、collective rights （先住民族の権利に関する国際連合宣言の中で定

義された、民族全体に対する集団権や文化保護権など 55)）や少数民族の居住権

について取り上げることはあるものの、教育者自身が、第三世代の人権である

と考えて教えているわけではないとのことであった。  

この点については、教育省でも ASP のコーディネートの担当者に確認をした

ところ、やはり第三世代の人権という概念が教育現場で取り上げられることは

（省が把握している範囲では）ない 56)という回答であった。こうした意見から

は、タイにおける第三世代の人権について、第一・第二世代の人権と比べて議

論されたり、教育現場で取り上げられたりすることが少なく、社会における認

知が薄いということがうかがえる。  

本章では、タイの公教育および NGO など民間での人権教育実践の内容とそ

の背景にある理念を、仏教との関連に着目して分析した。その結果、仏教と人

権の関係について、二つの異なる解釈に基づき「複製」・「混合」に対応した教

育方法で実施されていること、さらに「複製」の方法をとる NGO ユースキャ

ンプや ASP では第一世代の人権に、「混合」の方法をとるナショナルカリキュ

ラムにおいては第二世代の人権に重点を置くという違いが明らかとなった。ま

た、それぞれの方法によって、先行研究で指摘されるような視点の偏りが出る

ことも示唆された。  

次章では、大綱的なナショナルカリキュラムに基づいて各学校が行う人権教
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育の詳細と、各学校の生徒の人権意識について、教育内容の特徴で分類し、比

較する。  
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第６章 バンコクにおける中高生の人権意識の分析  

―中間層内での「平等」に対する解釈の違い   

第５章では、タイの公教育および NGO など民間での人権教育実践の内容と

その背景にある理念を、仏教との関連に着目して分析した。その結果、仏教と

人権の関係について、二つの異なる解釈に基づき「複製」・「混合」に対応した

教育方法で実施されていること、さらに「複製」の方法をとる NGO ユースキ

ャンプや ASP では第一世代の人権に、「混合」の方法をとるナショナルカリキ

ュラムにおいては第二世代の人権に重点を置くという違いが明らかとなった。

また、それぞれの方法によって、先行研究で指摘されるような視点の偏りが出

ることも示唆された。  

人権教育の内容や実施手法における多様性については、「人権教育のための国

連 10 年行動計画（以下、「計画」）」においても認識されている。「計画」では、

人権教育は①知識・技術、②行動、③価値・姿勢、の三要素に分類されている。

さらに各要素に対するアプローチについて Yeban は、人権教育には「計画」の

要素に対応した三つの方法があり、個々の方法には長所と短所があると考察し

ている 1)。特に、人権教育の成果をみる際には、知識の量を測るだけでは他の

要素における課題を見落とすおそれがあり、不十分であると指摘している。  

そこで本章では、人権教育を受けた生徒がどのような人権意識を持っている

のかについて、具体的な人権問題への認識（②「行動」を問う）および平等と

いう言葉に対して生徒が持つイメージ（③「価値・姿勢」を問う）をたずねる

質問紙調査の結果と、調査対象校の生徒が受けた教育内容の分析によって明ら

かにする。ここでナショナルカリキュラムではなく各校の教育内容をみる必要

があるのは、第５章で述べたようにタイの 2008 年カリキュラムは大綱的なもの

であり、各学校が NGO や国際機関といったさまざまな団体と直接連携を取り

ながら特色ある教育を進めていることから、それぞれの学校の教育内容が多様

性に富んでおり、生徒の人権意識に差異が現れることが予想されるためである。 

上記の課題に取り組む意義は、多くの国の人権教育で重要とされている「平等」

という概念に対するイメージおよび問題場面を想定してその際にとる態度を分

析し、非認知的側面である生徒の価値観や行動指針という観点から人権教育の

効果と課題を検討することと、タイ社会において「『平等』であること（あるい
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は、『平等』ではないこと）」への意識が市民による運動の中で高まる中、「平等」

について、どのような点が問題視されているのかを焦点化することの二点であ

る。  

第二の意義についてタイ国内の状況に目を転じてみると、現在タイにおける

政治的対立の背景として都市と地方間の格差があり、特に地方側から問題提起

がなされているという事実は、多くのメディア・研究において述べられている。

また、2014 年のデモでは東北部の農村出身者がインラック首相側の大きな支持

基盤で、デモ隊側はバンコク周辺の中間層を中心として構成されていた 2)。  

このように両者の対立がみられ、都市中間層 3)が一つの政治勢力として語ら

れている一方、その内実については、「階層によって政治的な支持が違うといわ

れるが、下層が全員タクシン支持で、中間層が全員、反タクシンという風にき

れいに分かれる訳でもない。（中略）中間層の中には赤シャツの運動に共感して

いる人たちもいる 4)」のように、中間層内の意見の違いが指摘されている。さ

らに船津は「 1990 年代、タイの中間層は勢力を持つ政治思想的に均質な集団

（middle class）とされてきた 5)」が、2003 年の論文で「現在はホワイトカラー

と呼ばれる職に就く新中間層（ the new middle class）と、経営者や地主といっ

た旧来の中間層（ the old middle class）とが混在した “中間層（middle classes） ”

である 6)」と述べ、結論として、  

 

1997 年に新憲法が制定される以前は『改革』というスローガンのもと一枚岩

であった中間層は、いまやその政治における均質性を失いつつある。しかし、

その層は拡大し、政治や社会の中でより重要な位置を占めている 7)  

 

としている。  

本章で取り上げる生徒の価値意識や学校選択には、現在タイで政治に関わる

親世代の意識が反映されている。と同時に、学校での教育内容は次世代を担う

彼らの「平等」意識に大きく影響を与えている。つまり、学校の人権教育に焦

点を当てることによって、タイ社会の人権意識の現状と将来についても考察す

ることができると考えられる。  

本章の構成は以下のとおりである。まず格差問題に関する言説を整理する。
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次に「平等」に関する意識調査結果の分析を、都市（バンコク）と地方（スリ

ン：東北部）の比較、およびバンコクの学校間での比較を通じて行う。分析結

果に基づいて、各学校の回答傾向と教育内容の関連を明らかにする。  

また、本章で着目する人権教育の世界的な潮流においても、「何が同じなら『平

等』なのか」が問い直されている現状がある 8)。従来、人権教育において「平

等」の必要性を問う際は、差別の克服が事例としてあげられてきた。つまり、

差別せず、等しく扱われる機会の平等が重要であるとされてきた。タイにおい

ても人権教育の萌芽期には法律等における不平等の撤廃が主な目的であった 9)。 

しかし近年では、宗教や文化などの多様性の尊重が人権擁護の重要な課題と

して扱われるようになっており、各人の望むように扱われる、結果としての平

等についても取り上げられるようになった 10)。こうした社会的背景を受け、多

くの研究者によって「平等」に関する定義が問い直されている 11)。  

したがって、タイの人権教育の中の「平等」という概念を分析することは、

他国と比べたときのタイ社会の平等観の特質、ひいては人権意識の特質を考え

る手がかりとなり、格差を発端とした問題解決に対する示唆を与えうる。  

ここで各節に入る前に「平等」という概念の分類について本章での定義を述

べておきたい。日本語で「平等」といった場合、その中には「すべてを等しく

すること」という機会の平等の意味と同時に、「各人の状況に見合ったものが持

てること」という結果としての平等の意味も含まれていることが多い。また、

タイ語「ความเสมอภาค」でもほぼ日本語と同じく、両方の意味を含んでいる。

一方で、英語では両者に異なった言葉が与えられており、前者を「 equality」、

後者を「 equity」と呼んで区別する。そこで本章では、両者の意味を含む場合

は「『平等』」（文中では「平等」）equality を「機会の平等」ないしは「平等」（文

中「」なし）、 equity を「結果としての平等」（文中「」なし）として論を進め

ていくものとする。  

 

１．格差問題に関する言説の分析  

そもそも、都市と農村の格差とは一体どういったものなのか。まず、経済的

な格差について、バンコクと東北部で貧困線 12)以下の世帯の割合を比較し、そ

の推移をみる。タイの貧困線は、国家経済社会開発庁 (National Economic and 
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Social Development Board）が生活必需品を購入できるかを基準に地域別に作成

している。図 6-1 に貧困線以下で暮らす世帯の割合の推移を示す 13)。  

 

図 6-1 貧困線以下の世帯の割合の推移  

出 典 ） 2002 年 ま で の デ ー タ は NESDB,2004,p.11 、 2006 年 以 降 は National Stat istical  

Office,2012,p.209 を参照し筆者作成。  

 

図 6-1 より、近年においてもバンコクと東北部の格差はバンコクと全国平均

との格差よりも大きいこと、東北部は全国平均よりも貧困線以下の世帯の割合

が高く、２倍近いということが分かる。ここで着目すべき点は、いまだに２倍

近くの差があるとはいえ、貧困線を基準にした場合、格差はおおよそ縮小傾向

にあるということである。  

しかし実際には、格差解消を訴える動きは縮小するどころか活発化している

ことから、地方では経済的な結果にとどまらない側面での格差が問題視されて

いるのではないかと推測できる。末廣は、現在タイにおいて頻繁に政治運動が

行われる背景には、①国政選挙以外に、地方自治体レベルでの選挙や、憲法改

正をめぐる国民選挙などがくり返し実施され、「選挙を通じた民主主義」意識が

地方住民にも浸透してきたこと、②都市部の住民がメディアを使って行ってい

る誹謗中傷への強い感情的反発（情報社会のゆがみ）、そして、③地方住民が自

貧
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覚した経済格差（結果の不平等ではなく、機会の不平等）への不満の表出の３

つがあり、重要な背景は③であるとしている 14)。つまり、複合的な格差への不

満や問題意識が、社会運動の背景にあるのではないかと考えられるのである。

さらに重冨は、農村側の人々が、都市の人々をアムマート（官位の高い文官を

表す言葉で、いわば「エリート」）、自らをプライ（19 世紀頃まで存在した、労

役を負う平民の身分）と呼び、「正当性を自らの民衆性に求め、（中略）あえて

この言葉を使うことで、自分たちの集合的アイデンティティを表現した 15)」と

して、地方側が結束のために意識的に格差の存在を使い、自分たちの結束に用

いているという状況を指摘している。  

その一方で、中間層あるいは都市の知識層に属する人々の一部が農民と協力

し、地方における農民の権利運動に参画してきた 16)という歴史もある。このよ

うな先行研究の成果から「都市と地方との対立は存在するが、必ずしも固定的

な関係ではないのではないか」、また「中間層というカテゴリー内で均一な価値

意識を持っているのか」という疑問が生じる。  

先行研究からは、こうした都市―地方間の格差に起因する意識の違いと中間

層というカテゴリー内での違い、それぞれの存在が示唆される。次節では、両

者を比較した場合どちらがより顕在化するのか、という点に焦点を当てて考え

てみたい。中高生を対象とした意識調査の結果から、都市（バンコク）と地方

（スリン県：東北部）の違いおよび都市内での学校間における違いを分析する。  

 

２．「平等」に関する調査結果の分析―都市と地方の比較および学校間での比較  

 調査結果の分析に先立ち、調査対象としたスリン県の概要を説明する。スリ

ン県はタイ東北部に位置し、北部にはメコン川の支流であるムーン川が流れ、

南はカンボジアと国境を接する地域である。経済的状況を見てみると、農地が

県全体の約７割を占める 17)など中心産業は農業であり、一人当たり県総生産で

はバンコクが全国 77 県 4 位（485,672 バーツ）であるのに対し、スリンは全国

70 位（37,525 バーツ）と経済的格差がみられる 18)。文化的特徴では、住民の

47.2%はクメール語話者で、住人の 99％はタイの国籍を持ち、仏教徒の割合は

99％以上である 19)。本節で調査対象とした学校にもクメール語を話す（普段の

言語はタイ語）生徒が各クラスに数名ずつ在籍している。  
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次に、本章の調査におけるサンプル抽出方法を説明する。質問紙調査の実施

前に予備調査として、 2010 年 10 月から 2011 年の１月にかけてバンコクの 120

校の中等学校に基礎情報と人権に関する授業についての質問紙（A 4 用紙２枚

程度）を郵送し、回答のあった約 60 校から共学・女子校・男子校といった生徒

の構成や活動内容の違いに配慮して調査校５校を選定した。その後 2011 年１月

から３月にかけて、各校で２日～２週間（１単元を消化するのに必要な時間）

調査し、①生徒と対象とした質問紙調査、②生徒への「人権問題を意識する場

面」についてのインタビュー、③教員へのインタビュー、を実施した。生徒に

②のインタビューを実施したのは、学校側が重視する人権問題と生徒が重視す

る人権問題とを比較するためである。またスリンでも、バンコクと同様に予備

調査（2011 年 1-2 月・約 30 校に送付）、質問紙調査（ 2011 年 7-8 月）という手

順で実施し、２校を選んで同様に調査した。表 6-1 に調査校７校の概要を示す。  

 

表 6-1 調査対象校の概要  

 バンコク  スリン  

対象校  ５校（私立４校・公立１校）  ２校（公立）   

回答生徒の人数  281 名 （配布数 325 枚、回収率約

86％。回答者数は、H 学校 40 名、M

学校 39 名、R 学校 101 名、S 学校

59 名、W 学校 42 名）  

164 名（回収率 100％。回答者数は、

1 校目 97 名、 2 校目 67 名）  

人権を教える  

教科および時間  

社会科、英語（外国語）、理科、課

外活動  

社会科のみ  

出典）調査結果より筆者作成。  

 

また、各学校で通う生徒の社会階層を教員に尋ねたところ、スリンの２校で

は裕福な子どもから奨学金を受けて通う子どもまでさまざまであったのに対し、

バンコクではすべての学校で、経済的には中間層であるという回答であった。  

①質問紙調査の内容と地方間の比較  

質問紙調査の結果を分析する前に、先行研究の児童・生徒の人権意識を測る

調査から得られた知見を整理する。これまでの人権教育の効果を測ることを目
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的にした先行研究においては、生徒にどれだけ用語に関する知識や技術を与え

られたかを量的に測ることに焦点を当てた調査が数多く存在する。日タイ比較

を行った児童・生徒に対する意識調査では、タイのほうが「人権」という言葉

を認識する機会が少ないという結果が出ている 20)一方、アジア数カ国の若者（ 10

代前半から 20 代前半）を対象にしたアンケートで、一様に人権およびそれに関

わる用語の知識は高く、情報源としては授業とともにマスメディアによるもの

が大きいという結果が示されている 21)。両者を比較すると、後者の方は大学生

も対象に含めており、より高い年齢層に焦点を当てた調査であることから、年

齢が上がるとともに知識面での国家間の差は少なくなるということと、学校教

育が差の解消の一助を担っていることが推測できる。  

実施した質問紙調査は、広く人権意識に関するテーマを取り上げて日本の中

学生から大学生を対象に実施した影山等の調査質問紙をタイ語に翻訳 22)したも

のである。本質問紙は、１．「人権」「平等」など人権に関わる概念についての

イメージを選択させるもの（価値的側面）、２．具体的な問題場面を設定した際

の判断と行動を選択させるもの（行動的側面）、３．人権問題に関わる用語につ

いて理解度を測るもの（認知的側面）、の三部分から構成されている。本章では

価値的側面と行動的側面に着目して分析する。  

まず、「平等という言葉（タイ語：ความเสมอภาค）からどんな内容をイメージ

するか」という問い 23)について、特に機会の平等を明示する選択肢と結果とし

ての平等を明示する選択肢の回答の割合を比較する。  

 

表 6-2 各選択肢を選んだ生徒の割合 (%、網掛けは結果としての平等に関するもの ) 

 バンコク（ 281 名） スリン（ 164 名） 地域差（多い方） 

a.チャンスがみんなにひらかれていること  55.2  51.8  3.4（バンコク）  

b.弱いものを生み出さないこと  11.4  4.3  7.1（バンコク）  

c.平等は法律によって担保される  7.8  17.6  9.8（スリン）  

d.平等は自由な競争によって保障される  9.3  14.6  5.3（スリン）  

出典）筆者作成（以下、本章表で%の小数点第二位以下は四捨五入）。両回答群の差をカイ

2 乗検定によって検定した結果、 a:0.1<p, b・ c:p<0.05,  d:0.05<p<0.1 となった。  
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 地方間の比較からは、どちらかの「平等」概念がいずれかの地方で強く意識

されているとはいえないが、結果としての平等についての差の方が機会の平等

についての差よりもやや大きく、かつ有意な差である事が明らかとなった。  

②バンコク内での学校間比較  

次に、バンコクの各学校間での回答を比較する。表 6-3 に、回答した生徒の

割合が最も少ない学校と最も多い学校の値をまとめ、その数値差を地方間比較

と比較した結果を示す。  

 

表 6-3 各選択肢を回答した生徒の割合（ %） 

項目  最小値  最大値  学校間の差  地方間の差  
地方差と学校差  

どちらが大きいか  

a 50.0 57.5 7.5 3.4 学校間  

b 5.9 23.1 17.2 7.1 学校間  

c 5.0 15.0 10.0 9.8 僅かに学校間  

d 7.5 12.8 5.3 5.3 同じ  

出典）筆者作成。差をカイ 2 乗検定によって検定した結果、 a:0.1<p,  b・ c:p<0.05, 

d:0.05<p<0.1 となった。  

 

 以上のように、すべての選択肢において学校間の差は地方間の差より同じか

それ以上であるという結果が表れた。また、地方間の差と同様、結果としての

平等についての選択肢の方がより学校間の差が大きいという傾向もみてとれる。 

この結果からは、同じバンコクの中間層という社会的階層が似通った家庭で

育った生徒たちの中で、都市と地方との違いと同じかあるいはそれ以上の「平

等」についての意識の違いがあるのではないかということがいえる。次節では、

学校間の差に着目しその背景の一つとして想定される各学校の実践内容との関

連性について分析を行う。  

 

３．各学校の回答傾向および教育内容の分析  

 本節では、学校間の数値差が地方間の差よりも大きかったという事実をふま
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え、同様の回答を示す学校同士に何らかの傾向があるのかに関して、各学校の

人権教育の内容と方法に着目して考察する。  

はじめに、各学校が「特に人権教育で力を入れている」と教員ないしは校長

が述べた内容 24)に基づいて、実践内容の特徴を分析する。  

①  人権問題の起こっている現場での活動を重視する学校  

R 学校（私立・共学）  

R 学校は、幼稚園から後期中等教育 25)までを備えた、全校生徒約 1000 名の学

校である。当校では特定の科目ではなく「マイノリティ」というテーマで人権

を取り上げた授業を行う。本章では 2010 年度の中等三年の実践を例に授業内容

を説明する。「マイノリティ」では約９週間（週に７時間）、タイのマイノリテ

ィに関する知識を学ぶ。各地域の概略的歴史など、教科書の内容を教えた後、

生徒がドキュメンタリーなどの一般書や村落の記録を用いて詳しい文化背景・

習慣を学び、成果をプレゼンテーションで発表する 26)。2010 年度は洪水被害の

深刻な南部を取り上げ、文化的背景に加えてこの地域で起きた洪水が自分たち

にどういった影響を与えるのかといった社会的状況に関する内容も盛り込まれ

た。学校での授業を終えた後、中等三年ではフィールドワークを行い、中等六

年ではフィールドワークの前に、さらに文系と理系に分かれた授業を行う。  

フィールドワークは、中等三年・六年に対し毎年約２週間実施される。中等

三年が行ったのは、洪水被害が深刻であった地域でのボランティア活動という

内容であった。活動目的は、地域住民の支援に加え、批判的思考に基づいて災

害の問題を考察することである。具体的には、①なぜこの地域で洪水の被害が

拡大したのかニュース等から得た情報と自らが見た地域の状況を照らし合わせ

て考えること、②災害支援で運ばれた物資のうち何が多く、何が現場で役に立

つのかを把握すること、などの学習課題が与えられた。  

当校の教員は「人権という概念や言葉についてはもちろん歴史の授業などで

も教えるが、言葉を教えることよりも、社会問題にどうアプローチし自分たち

が解決に寄与できるか、という点に比重を置いた授業をしている」と説明した。

これは教員個人の考えではなく、R 学校が「実践や行動に結びつく授業である

べき」という教育理念を持っており、理念が具体化された授業であるといえる。

また R 学校では、権利や尊厳という言葉を用いることはあっても世界人権宣言
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と関連づけるというように「人権の普遍性」を強調することはない。  

生徒に関心のある人権問題についてインタビューを実施した際には「歴史で

扱った奴隷制の廃止の経緯」や「現在の政治運動」といった報道や授業の内容

をあげる生徒と、あるいは「ある工場で起こった労災を認定させる運動のニュ

ース」や「ボランティアで行った地域の現状」などより具体的な問題への関心

が高い生徒が約半分ずつみられた。  

S 学校（私立・女子校）  

S 学校はキリスト教系の私立で、幼稚園から後期中等教育までを備えた生徒

数 4900 名の学校である。中間層の女子児童・生徒が通っているが、建学理念の

一つに社会的弱者への奉仕活動を謳っていることからあえてスラム街に隣接し

た地域に学校を建設し、生徒に日常的に貧困の現状を認識して欲しいというね

らいを持っている。  

社会科の主任によると、当校の人権教育では課外活動に主軸が置かれている。

50 名程度の生徒が「 human rights club」という活動に所属し、スラム街での薬

物使用禁止キャンペーンや、地方で子どもの就学支援ボランティアを主催し、

その際に彼らが知った現実問題を他の生徒たちに説明するという活動が実施さ

れている。さらに、近隣の十数校と提携して毎年キャンプを主催し、人権擁護

に取り組む活動に関する情報交換などを行っている。学内では、部員が交代で

毎朝の朝礼で自分が特に気になった人権問題に関するニュースなどを取り上げ

て紹介するなど、普段から人権問題に関する意識を持つように心がけている。

彼らの活動内容や収集した情報は、高校部の敷地内にある「人権情報センター」

という建物に集約され、部員以外の生徒にも共有されている。  

クラブのメンバー 12 人に対して実施したインタビューでは、人権問題から連

想するトピックとして、中絶合法化の是非をあげる生徒が圧倒的に多かった。

そのうちほぼ全員の生徒が、生まれてくる子どもの生存権を脅かすべきでない

という考えをもち、中絶を安易に合法化するよりも、子どもを産みやすく育て

やすい環境整備が必要だという主張が目立った。また、同性愛者の婚姻を法的

に認めるべきかという問題や、貧困層に対する生活の質（Quality of Life, 以下

QOL）保障政策について述べる生徒もいた。さらに QOL に関して、公営バスの

質管理、高齢者への福祉対策、住宅の賃貸契約の不備などが例示され、教科書
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で扱う範囲を超えた幅広い関心を持っていることが明らかになった。  

タイにおける人権概念の解釈を仏教理念との関連から分析した Hongladarom

によれば、現在タイで人権問題ときいた際多くの人が医療問題をはじめとする

生活水準の格差など QOL に関する権利侵害を連想する 27)というが、本インタビ

ューから中高生にもその傾向がある程度当てはまるといえるだろう。  

②人権に関する知識獲得を重視する学校  

V 学校（私立・男子校）  

V 学校は、初等四年から後期中等教育までを備えた全寮制の学校である。人

権に関する授業では、UNESCO が作成したパンフレットが初等科で、学校が独

自に作成した教科書が中等科で用いられている。UNESCO のパンフレットは、

世界人権宣言の内容を分かりやすく説明したものと、人身売買に関するものが

あり、写真を多用し感覚に働きかける資料である。一方中等科の教科書は、「良

き市民として必要なこと」など公民一般の内容を取り上げ、人権については国

際法・国内法の知識をふまえて、人権侵害をどう解決するのかを考えさせる内

容となっている。中等科では法教育の一部として、世界人権宣言など国際規約

の内容と、タイ国内における人権擁護への取り組みについて学習する。同校に

おいては「人権と聞いて連想するトピック」というテーマで、10 人の生徒同士

に議論してもらう形式を取ったところ、個別具体的な事例の話題はほとんど出

ず、「自由」と「平等」との兼ね合いについて活発な意見交換がなされた。  

H 学校（公立・共学）  

H 学校は、前期・後期中等教育を備えた学校で、公立学校を対象にした

Associated School Project（以下 ASP)という、教育省が国家人権員会や UNESCO

とともに推進する人権教育プロジェクト 28)に加盟している。社会科主任教員に

よると、ASP に加盟した理由は、人権という概念を教える方法に関する情報を

求めていたためで、普段の主な活動は①教員対象のセミナー 29)への参加、②生

徒への授業の二つに分かれる。  

生徒への授業では、人権問題に関する国際機関であるアムネスティ・インタ

ーナショナルのバンコク事務所が作成した教員用の指導書や、生徒を対象にし

たハンドブックなどが主に用いられている。その理由は、教科書の内容だけで

は十分に人権問題に関する知識を与えられないためである。特にハンドブック
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はタイ国内外の人権問題を、教科書に比べて迅速に取り上げることができるた

め、時事問題の資料として用いられている。また、人権教育には１学期のうち

２週間分が割かれており、扱われるトピックとしては、環境問題と人権との関

連に焦点が当てられている。また、家庭で話題になったりニュースなどで報道

されたりした人権問題についても、時間を設けて話し合われる。  

生徒へのインタビューでは、人権問題で連想するトピックとして「子どもの

認知問題」があげられた。これは、2011 年の調査当時ある女性アイドルが妊娠

した子どもの父親をめぐる騒動があったこと、タイで闇手術による中絶とそれ

にともなう医療事故が社会問題となり、中絶の合法化について国会で議論され

ていたことなどを背景に、生徒が強く関心を持ったと考えられる。  

課外授業としては年に一度、数校と共同でアムネスティ・インターナショナ

ルが主催するワークショップに参加している。2009 年度のワークショップでは、

ムーン川にあるダム近辺を視察し環境の変化などについて学習していた。  

 公民科の教科書で人権について学ぶ V 学校と、アムネスティ・インターナシ

ョナルと連携している H 学校には、ともに人権に関する知識獲得を重視してい

るという共通点も見出される。しかし、生徒の関心を比較すると、V 学校では

自由や平等といった概念の解釈に注目されている一方で、H 学校では教育内容

とはやや異なり、認知問題や中絶といった自分たちと同世代に起きている問題

への関心が高かった。  

③人権啓発・アドボカシーを重視する学校  

M 学校は、幼稚園から後期中等教育までを備えた生徒数約 1800 名の学校で

ある。S 学校と同じくキリスト教系の私立女子校（初等教育までは共学）で、

中間層の子女を対象としている。当校の特色は全科目において人権をテーマに

した単元学習を行うことである。たとえば英語の教材では女性と子どもの権利

というテーマに基づき「中絶」にまつわる文章を講読する。選定の理由は、2011

年調査当時中絶を法律で認めるかという問題がタイムリーであったためで、毎

年社会情勢をふまえたテーマが選ばれている。また仏語の授業でも、中等四年・

五年は人権差別に反対する文章を講読し、中等六年では新聞やルポルタージュ

などを教材にフェアトレードなど経済活動に関わる人権を取り上げて学習して

いる 30)。また、後期中等段階では生徒自身が人権侵害について調べ、レポート
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及び人権問題の啓発 VTR を作成させている。社会科の主任によれば、M 学校

では長年奉仕活動等を通じて人権意識の啓発に取り組んできたが、このように

人権教育に力を入れるようになったのは、十数年前に開催された人権教育の国

際ワークショップに教科主任らが参加したことがきっかけである 31)。人権教育

に取り組みだした当初は、タイの研究者である Valai の助言を得ながら、教員

らが実際にあった事件から人権侵害の事例などを示す DVD を作成する等、生

徒の理解を助けるような教材開発を行った 32)。現在は生徒にも発信手段を教え、

同世代の人々に伝える側としての役割を担えるような教育内容へと発展させて

いる。また課外活動として、2010 年度は R 学校同様に洪水のあった地域での奉

仕活動を実施した。現在は、ほとんどの生徒が中間層出身であるため、貧困に

よる問題の解決等について、自分たちに引きつけて考えさせることが難しいと

いう課題を抱えている。  

M 学校も奉仕活動を行い、行動に移すことを推奨してはいるが、 S 学校と比

較すると、生徒に対して人権啓発および啓発活動の方法を教えることにより力

を入れているということができる。また、他校と同様にメディアの影響も考え

られるが、学校が女性の人権侵害をトピックとして掲げていることから、生徒

の関心も中絶の合法化をはじめとする女性の権利に関する問題に集中した。  

 以上のように、人権に関する教育内容に着目すると、①奉仕活動をはじめと

する行動を重視している R 学校と S 学校、②人権についての知識獲得を重視し

ている V 学校と H 学校、③生徒自身の人権意識高揚に加え、他の人々へ広く啓

発する方法を教えることを重視している M 学校、という三つに分類される。  

それでは、このように分類された三つのグループの間では、回答傾向に違い

がみられるのであろうか。表 6-4 は、前節で地方間の差と学校間の差を比較し

た際、より学校間での差が大きかった、結果としての平等の選択肢に焦点を当

てて学校間の回答を比較したものである。表から、結果としての平等を「平等」

という言葉のイメージとしてあまり持っていない R 学校・S 学校と、結果とし

ての平等も「平等」という概念の中にあると考えている生徒が比較的多い V 学

校・H 学校という２つのカテゴリーに分類することができる 33)。M 学校は、 b

は選んだ生徒の割合が５校のうち最も高かったが、c は R・S と同程度であると

いう傾向を示した。  
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表 6-4 各選択肢を回答した生徒の割合（学校別）（ %）  

学校  R S M H V 

b（全体平均≒

11.4 %）  
5.9 6.8 23.1 20.0 11.9 

c（全体平均≒7.8%） 5.0 5.1 5.1 15.0 14.2 

出典）筆者作成  

 

次に、機会の平等と結果としての平等に関する事例を取り上げた設問の回答

を分析する。  

 

Q. あなたの住んでいる町で、近くに大手スーパーが進出することになり、町の

商店街はスーパーの進出は、店の営業への妨害になると反対しています。  

1. スーパーにも営業の自由があるので、商店街が反対するのはおかしいと思う

（機会の平等）。  

2. 長年その地域で営業を続けてきた商店には自らの営業を守る権利があると思

う（結果としての平等）。  

3. 商店街の利害だけでなく、スーパーができることによる住民の便利さを考え

ると、商店街の反対は、利己的であると思う（平等観とは関わらない）。  

4. 現在は自由競争の時代なのでスーパーと商店街が競争していくことが望まし

い（機会の平等）。  

表 6-5 選択肢の回答 (％、太字は各学校で最も多い回答) 

     学

校  

R S M V H 

1 機会   13.86 6.78 20.51 23.81 22.50 

2 結果  36.63 35.59 23.08 21.43 15.00 

3 （特化せず） 16.83 23.73 5.13 28.57 22.50 

4 機会  30.69 23.73 25.64 26.19 32.50 

出典）筆者作成。  
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本設問の背景には、置かれた状況が大きく異なる両者の間で機会の平等を厳

密に保障した場合、結果としての平等が担保されない場合があることを理解し

ているか、という問題意識がある。本設問の例では、地元商店街と大手スーパ

ーでは、資本の大きさや、マーケットの規模（商店街はこの地元以外で経営す

ることは難しいが、スーパーはこの地域以外にも出店するという選択肢がある）

などが異なっているという状況を加味することが、結果としての平等につなが

る。結果、R 学校と S 学校で「商店街に営業を守る権利がある」と回答する生

徒が最も多く三割を超えた一方で、残りの３校では、機会の平等ないしは（特

化せず）の選択肢を選ぶ生徒が比較的多かった。  

以上２問の回答の傾向から、５つの学校を①結果としての平等を「平等」と

いう言葉のイメージとしてあまり持たない R 学校・S 学校、②結果としての平

等も「平等」という概念の中にあると考えている生徒が比較的多い V 学校・H

学校、③いずれの学校とも傾向が異なる M 学校という大きく３つのカテゴリー

に分けられ、このカテゴリーは教育内容による５校の分類と同じであるという

ことができる。  

以上のように、回答結果によって分類された各学校の教育実践の特徴を見て

みると、機会の平等と結果としての平等の両方が「平等」に含まれるという認

識がある V 学校と H 学校は、知識獲得を重視した教育を行っているという共通

点が見いだされる。その一方、「平等」をあくまで機会の平等であると考えてい

る S 学校と R 学校では、比較すると実践に重点を置いていることが分かる。ま

た、授業内容以外の相違点として、V 学校と H 学校は UNESCO やアムネスティ・

インターナショナルなど、国際機関と連携して教育内容を構成しているのに対

し、S 学校と R 学校は地域に根差した実践を行う、国内 NGO と連携した教育

を行っているという違いもみられる。  

M 学校は、R 学校や S 学校のように行動をさせることと同程度、社会科・英

語（外国語）など複数の科目で人権問題を学習させ、特に国際社会における女

性問題への意識を高めることに加え、人権問題について意見を発信し、また生

徒自身が教える側へとなるような教育に重点を置いていた。  

 それでは、このような回答結果の相違と、教育実践の相違の間に何らかの関

連は示唆されるのであろうか。次節では、人権教育実践の分類と、それぞれの
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方法による課題と成果を示した先行研究を手がかりに、バンコクの実践につい

て考察する。  

 

４．考察－調査対象校の授業内容と回答の関連  

Yeban は、人権教育には複数の目的が存在し、それぞれの目的達成の過程で

重視される側面が異なっていると指摘する。以下に、Yeban による分類と、本

章での事例との対応を示す。  

 

表 6-6 人権教育の目的分類と事例の対応  

 ①法律遵守的  ②政治 ・イデオロギー

的  

③文化的・社会学的  

重視  

する

内容  

・国際法・国内法の内容  

・人 権 概念 成 立の歴 史

的経緯  

・各国・社会の現状分析  

・行動  

・人権の文化的基礎  

・文化的・社会的分析  

担い

手  

人権法の専門家  

（法律家が多い）  

人権法 と政治の専門家

（法律家または開発の従

事者）  

・教育者  

・社会学者  

成果  法律用語と権利に関する

用語の理解が深まる  

抑圧の具体的な体験を

知り、人権問題に当事者

意識を持つ  

人権概念の定着が進む  

 

弱点  ・法律の知識を身につけ

ても人権意識が高まると

は限らない  

・イデオロギー的枠組み

が人権に限界をもたらす  

現在 不 利 な立 場 にある

人々の状況改善に結び

つきにくい  

事例  V 学校と H 学校  R 学校と S 学校  M 学校  

複製 /

混合  

知識の伝達という観点か

ら「複製」  

自国・各地域の状況に応

じて考えさせる「混合」  

国際的人権規範の重視

がみられる「複製」  

調査

結果  

・「平等」概念をより広くと

らえる生徒の割合が、他 3

校と比べて多い  

・人権概念を深く理解す

る事に関心が高い  

・「平等」概念を機会の平

等と等しいものとしてとら

えていると予測される  

・個々の事例への関心が

高い  

・人権教育の受け手では

なく担い手を育成すると

いう学校の意識が高い  

・概念 と事例の結びつき

を重視した活動を実施  

出典）Yeban、生田を参考に筆者作成。  

 

本節における各カテゴリーと Yeban による分類を比較すると、V 学校と H 学

校の教育活動は法律遵守的アプローチに類似しており、R 学校と S 学校は政

治・イデオロギー的アプローチに近い形で教育を進めていると考察される。以

上から、授業内容の特徴と人権意識の関連について、行動を重視する学校と知
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識獲得を重視する学校ではその影響が生徒の意識に現れているといえる。  

また、M 学校の事例は、生徒が人権について理解することに加え、発信者と

しての能力を育成するという意識が強かったことから、③のアプローチに近い

と考察した。Yeban は③のアプローチを現状の改善に結びつきにくいという分

析をしている一方で、M 学校の事例では、問題の具体的な解決に意識を持たせ

にくいという課題を認識し、教育内容において概念的な部分と事例の分析を結

び付けることで、その課題を克服しようという問題意識がみてとれた。このよ

うに、いずれのアプローチをとる場合でも、各手段の課題を意識しながら進め

ることで、より課題解決に必要な要素を取り入れながら教育することが可能に

なるといえる。  

V 学校と H 学校では、自由競争を是とする、スーパー側にも権利があるとい

う回答が多かった。平等という言葉に対する回答からも両校の生徒が機会の平

等と実質的な平等を両立しうるものとしてとらえる傾向があり、当設問におい

ても双方に対して機会の平等を保障することを重視していた。しかし現実には、

境遇の違いから機会の平等と実質的な平等の達成が両立し難い場合もある。そ

こで両校では、機会の平等のみでは十分な解決に至らない格差について、事例

を取り上げて認識を深めるような教育を進める必要があるだろう。  

一方で S 学校や R 学校では、社会的弱者に対する擁護を優先する傾向がある。

回答の傾向を見ても、地元商店街の利益を擁護しているという点から、特に S

学校では、人権問題に対処する際、現実的に弱い立場に置かれる側を利する行

動に結びつくか否かを判断基準としているのではないかと考察される。これは、

S 学校の人権教育が対象校の中で最も地域に密着した実践を行っており、行動

から学ぶことを重視していることの成果であるといえるだろう。また R 学校も

S 学校同様商店街の利益を擁護している。  

Yeban が弱点として指摘する、イデオロギー的枠組みによってもたらされる

限界、については本節から明確な示唆は得られないが、「平等」概念に対する認

識の狭さは、学校にとっては課題として意識する必要があるのではないだろう

か。なぜなら、人権問題の中には「被害をうける側が明白で現状で解決ができ

ない」問題に加え、「そもそも誰が人権の侵害をする側で、誰が侵害される側な

のかという判断が難しい問題」も多く存在する。そうした問題への対応ができ
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るような生徒を育てるには、弱者を顕在化し、その支援を具体的に考えさせる

教育に加え、誰がどんな権利を持ち、その擁護と侵害の背景にある関係を一方

に肩入れしすぎずに判断できるような教育も必要となってくる。  

さらに各学校の生徒の関心に目を転じると、V 学校・S 学校・M 学校のよう

に、教育内容と生徒の関心が比較的近い学校もあると同時に、教育内容に関わ

らず中絶の合法化という中高生にとって比較的身近な人権問題に注目が集まっ

ている。また、平等という概念については、V 学校で特に強い関心を持ち、平

等という言葉の意味を問い直す必要が感じられていることと、 S 学校のように

社会問題としての不平等について疑問を持つ生徒がいるなど、生徒にとっても

関心の高い概念であることが示唆された。  

最後に、本章の結論と今後の課題について述べる。  

 

５．おわりに  

政治的対立の要因として都市と地方間の格差が大きく取り上げられ、今もな

お都市中間層が１つの政治勢力として語られている。その背景には、社会階層

が所属する人々の価値意識を規定しているという前提がある。また、同じ中間

層内での意見の違いを示唆する先行研究においては、その要因として「ホワイ

トカラーと呼ばれる職に就く新中間層（ the new middle class）と、経営者や

地主といった旧来の中間層（ the old middle class）とが混在するといった中間

層に所属する人々の多様化などが指摘されている。そこで筆者は、社会階層以

外に中間層の価値意識、特に人権意識に関係する要因として、人権教育の現状

について分析した。  

 本章では、人権教育を受けた生徒がどのような人権意識を持っているのかに

ついて、具体的な人権問題への認識および平等という言葉に対して生徒がもつ

イメージをたずねる質問紙調査の結果と、調査対象校の生徒が受けた教育内容

の分析を行った。その際、都市 -地方間よりも、都市内部における学校間での差

異が大きいという結果が出たことをふまえて、都市中間層の内部で「平等」と

いう概念の認識にどのような違いがあるのかを明らかにすることを目的として、

学校教育で「平等」を扱う人権教育の現状と課題を考察してきた。  

１節では、現在も都市と地方で経済的・政治的状況が異なっている一方で、
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中間層内の違いも重要な問題であることを示した。次に２節では、「平等」とい

う概念に関する生徒への質問紙調査の結果を、①バンコク（中間層）とスリン

（地方）の間の差、②バンコク５校の学校間での差、の二つを比較して分析し

た。その結果、バンコクの学校間での差はバンコク―地方間の差よりも大きく、

特に結果としての平等に関わる項目ではその差が顕著であった。  

３・４節では、バンコクの調査対象校の教育内容をふまえ、平等という言葉

に対して生徒が持つイメージおよび具体的な人権問題を想定した質問紙調査の

回答について、学校ごとの傾向を分析した。その結果、中間層の生徒が通う５

校のうち、「平等」には機会の平等と結果としての平等があると認知する生徒が

多い V 学校と H 学校では、教科書や国際機関の資料などに基づいた知識の獲得

を重視していることが明らかになった。V 学校と H 学校の生徒にとっては、「平

等」には機会の平等と結果としての平等があると認知されており、両立しうる

ものであるととらえられていた。その一方で、個別具体的な状況や背景を考慮

に入れる必要性が十分に認識されないおそれがあるという課題が指摘された。  

また、「平等」はあくまで機会の平等としてとらえている生徒が多い R 学校

と S 学校では、現場での支援活動などを通じて学ぶことを中心にした、行動を

重視する教育が行われていた。教育実践から、より不利な立場にある側の状況

改善に結びつくことを考えるという成果と、「平等」概念に対して狭義の認識し

か持ちえないおそれがあるという課題が表れた。  

本章では、中間層の生徒たちの中で「平等」意識の違い、特に結果としての

平等に対する考え方の違いがあることを明らかにした。また、「平等」意識の違

いで学校を分類すると、同じカテゴリーに入る学校には教育実践において共通

の特徴がみられた。この結果は、タイ社会における「中間層」というカテゴリ

ーが必ずしも均一性の高いものではないこと、また、受けた教育によってはむ

しろ、地方に住む人々と価値観を共有する部分があることを示唆している。  

したがって、今後タイ社会の格差問題からくる政治的対立を考察する際には、

異なる社会階層での対立という以外に、中間層内でもこのような意見の違いが

あること、また、それぞれの人権教育の方法が何を重視し、どういった効果を

得られる可能性が高く、またどこに課題があるのかという点に実践者が意識的

になる必要があると考察した。  
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終章 タイにおける人権概念の変遷と人権教育の多様性が示すもの 

本稿では、国際社会およびタイにおける人権概念の変遷と人権教育の多様化

との関係と、タイの人権教育における理論・政策・実践面における特質の二点

を、平等観に着目して明らかにした。  

その結果から、一国の中に複数の解釈に基づく人権教育が存在することの意

味を考察することで、多様な価値観を受容しつつ人々が連帯するための共通の

価値規範を形成していく方法について示唆を提供する。   

 

１．国際社会およびタイにおける人権概念の変遷と人権教育の多様化との関係  

第１章では、人権教育がどのように教育内容や方法を発展させてきたかにつ

いて、人権という概念が歴史的に変容し、その範疇を拡大してきたこととの関

連に着目して分析した。  

その結果、人権という概念は、「生まれながらにすべての人が等しく持つ国家

等からの自由を謳う自由権（第一世代：超国家的な自由）」に、「『何を等しく配

分するのか』『誰と誰の間を平等にするのか』といった問題が議論される社会権

（第二世代：国家による国民の平等保障）」という内容を含めるようになり、さ

らに「現在の世代とまだ見ぬ未来の世代との平等を視野に入れた健やかな自然

環境を享受する権利など（第三世代：権利主体の集団化と世代間の平等）」とい

う範疇へと広がっていた。したがって人権概念の発展の歴史は、「平等」のあり

かたについての議論の発展と大きく関わっていたことが明らかになった。  

次に人権概念の発展が人権教育の方法に与えた影響をみるため、人権教育方

法の分類として、Merry による「複製：できるだけ国際機関の定義をそのまま

伝える」と「混合：地域の伝統や社会にあわせた教育を行う」という枠組みを

用いて、国際機関によって提唱された「人権教育のための国連 10 年」など人権

教育に関する指針の変遷を分析した。  

その結果、19 世紀の植民地運動に端を発する人権教育の開始当初は、広く人

権という概念の存在を人々に伝えるため「複製」による教育が主流であったこ

とを示した。しかし、第二次世界大戦後国民国家が発展する過程で、人権は各

国が政策によって保障すべきであるという考えが広まり、各国の実情にあわせ

た人権教育の必要性が認識されるようになった。また、1990 年代後半から 2000
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年代にかけて国際機関を中心に「人権に基づくアプローチ」が提唱され、人権

教育そのものの重要性が再認識された結果、各国の政府が内情に合わせた人権

教育の開発に取り組み始めた。こうした潮流を分析し、現在は「混合」による

人権教育が増えつつあることを明らかにした。  

以上のように重視する概念と方法に多様性がみられる人権教育実践を分析す

るために、現在人権に含まれる三つの権利概念と、人権教育の主な二つの方法

に基づく分析枠組みを設定した（表 1-2）。  

自由権の場合は、国や文化などを問わずすべての人が同一に持つ権利である

という性質上、「複製」の方法が親和的な方法であり、一方で社会権は、各国の

社会状況や文化によって平等にされるべき内容や平等にする方法が異なる部分

もあることから、「混合」による教育がより適しているということができる。ま

た、第三世代の人権については、国家を超えるという「複製」による方法が適

している部分と、一国を超えた権利であるため、現実問題として、各国の社会

的・経済的発展状況などによってこの権利に対して置かれている立場が変わる

ことから、「複製」「混合」両方の方法による教育が考えられると結論付けた。  

 第２章では、タイにおいて人権概念がどのような形で浸透したのかという点

を、政策における人権保障のありかたから明らかにすることを目的に、人権概

念の拡大の歴史において重要な概念である「平等」についてどのようにとらえ

られてきたかに着目し、政府による人権保障の歴史的変遷との関連を考察した。 

 タイにおいて、人権という概念はまず自由権の要素が意識された憲法が制定

されることで導入された。第二次大戦後、世界各国の民主化運動の影響と国内

における開発独裁への問題提起から、主に地方の、経済開発の弊害を受けた人々

が運動を起こし、それに都市住民も賛同する形で権利運動が拡大していった。

1970 年代には運動の組織化が進み、自由人権協会など、現在も全国規模で人権

擁護の運動を展開している NGO が発足した。運動の組織化によって国家への

権利保障の要求がさらに高まり、政府は経済格差の是正などを行って社会権の

保障を進めた。  

 その後、政権交代にともなって政府と NGO の関係性が変化する時期が続き、

1980 年代後半から政府は NGO と対話を通じた関係を形成するようになった。

さらには 1990 年代後半から 2000 年代前半にかけ、「人権に基づくアプローチ」
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の影響を受けて政策立案における人権への配慮が必要とされると同時に、NGO

は、当事者を直接支援する活動に加え、人権問題を広報したり政策提言を行っ

たりする活動に一層力を入れるようになった。  

NGO による活動と NGO と政府間における関係変化の結果、コミュニティが

権利主体となる「コミュニティ林法」可決や、1997 年憲法・2007 年憲法の中に

第三世代の人権が明記されるようになるといった人権概念の発展が、政策の中

にもみられることを示した。しかし、2000 年代後半は軍部によるクーデターが

頻発し、2014 年の暫定憲法において、政府による超法規的措置が認められるな

ど、一度憲法の中で保障される人権の範疇が広がりつつあったものが停滞して

いることも明らかになった。  

国際社会およびタイにおける人権概念の変遷と人権教育の多様化との関係に

ついて、タイの事例においては、国際社会とは異なる時期に人権概念の拡大が

起こったものの、拡大の過程としては、国際社会と同様に第二世代の人権から

第三世代の人権へという過程を経たことが明らかとなった。  

またタイの政策における人権概念の変遷について、大きく二度の転換期があ

ったことを示した。まずは政府側の考えた自由権的側面を中心とした人権とし

て理解されていたものが、1970 年代に地方の人々の運動を反映し、社会権まで

を基本的人権として保障されるという解釈の拡大が生じた。  

次に大きな変化があったのは、 1990 年代に NGO が主体となって提言した、

コミュニティの権利と呼ばれる第三世代の人権が憲法で保障すべき内容に含ま

れた時期である。また第二の転換期には、憲法や法律の制定に NGO のメンバ

ーが加わって草案作成など重要な役割を担うようになるなど、政府と NGO が

協働して政策における人権概念を拡大させており、NGO と政府の関係変化が起

こったことを示した。人権概念拡大の際に政府と NGO の協働が進んだ背景に

は、国連機関による「人権に基づくアプローチ」の影響がみられ、第一の転換

期よりも国際的な潮流の影響を受けていたことを明らかにした。  

 

２．タイの教育政策における「人権としての教育」の現状と課題  

第３章では、タイの学校制度と、近代以降の価値教育の状況を分析すること

を目的に、仏教と教育の関係を分析した。その結果、教育における仏教は、1960
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から 1970 年代にかけて国家仏教として国家・国王と一体化したものへ変化し、

さらに現在では国家仏教の要素がカリキュラム内で薄れつつあることを示した。 

その社会背景には、従来国内でイスラーム教育政策に対する批判があったこ

とに加え、2001 年以降のイスラームを取り巻く国際情勢の変化が関係していた。

1978 年カリキュラムにおける国民の資質「ラックタイ」は、国家･仏教･国王を

一体のものとし、仏教教育を基礎教育の前提とした詳細な教育内容を定めてい

た。しかし、このような規定の下では、国内のイスラーム教育を「規定外」と

判断することになり、国民の分裂を招きかねない。そこで、2001 年カリキュラ

ムではイスラーム教育を価値教育に取り込める緩やかなカリキュラムが策定さ

れ、これまで国民形成の中心的価値であるとされてきた仏教の位置の相対化

が、カリキュラム内で起こったことを明らかにした。その一方で、仏教教育

に関わるプロジェクトを、参加は必須ではないという形にしながらも全国展

開しており、現在も仏教が他宗教とは異なる位置づけにあることを指摘した。 

第４章においては、タイの人権教育実践の前提として、教育政策全体におい

て、人権保障、特に教育における不平等の問題がどのようにとらえられている

のかを明らかにするために、教育格差がどのような場面で問題視されているか

に着目して、タイの教育政策における平等観を考察した。  

その結果、少数民族（特に北部山岳民族）とマジョリティのタイ人との間に

存在する、就学率の差に焦点が当てられてきたこと、一方で質的な保障につい

ては、現在実践レベルでは各民族への文化的配慮を進めることの重要性が認識

されていること、また政府も NGO など民間団体による教育機関を私立学校と

して認可するなどの支援を受け、それを容認していることが明らかとなった。

しかしその一方で、民族言語を教える教員を政府が積極的に養成したり給与を

支給したりといった、制度上の文化保護の支援がないことを指摘した。  

教育政策においては、政府が大きな問題として認識しているのは貧困層の子

どもと少数民族を含むマイノリティ（他国からの移住者も含む）が抱える就学

率の低さであった。そして、彼らの格差解消のために行っている政策は、就学

率上昇に向けた生活支援を含む学校の設立や、タイ語の教育といった、「平等」

の中でも equality（機会の均等）に比重が置かれていた。また、近年は制度上

カリキュラムの一部を各学校で編成できるものに設定するなど、少数民族の文
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化保障を行えるような状況を整えつつあるものの、現場の人材不足や地方にお

けるカリキュラム編成権の運用により、必ずしも活用されていないという事実

も明らかとなった。  

このことから、タイの教育政策においては、格差が生徒個人の能力よりも、

社会背景や政策に規定されるものとしてとらえられ、機会の均等に比重が置か

れているということを示した。また、国際社会における少数民族の権利の確立

の影響を受け、当事者がしだいに自らの権利を主張し始めた一方で、政府によ

る権利保障の支援については、消極的になりつつある側面を指摘した。  

タイにおける人権の権利概念は、経済・社会問題に関する政策においては自

由権から社会権、そして第三世代の人権も憲法で言及されるというように概念

が拡大しつつあること、教育政策においても、その影響から平等観が広がりつ

つあるが、原則としては機会の均等に焦点を当てた、自由権的要素を重んじる

政策がとられていることが明らかとなった。  

 タイにおける価値教育政策と教育保障政策の変遷を分析し、価値教育におい

て軸となる価値規範は必要とされ続けており、その価値規範は多数派にとって

は仏教であるとみなされてはいるが、ムスリム対応カリキュラムの制定やカリ

キュラムの弾力化など、実践と理念における多様性が認められる余地を残した

政策が意識されるように変化したことが明らかとなった。つまり、積極的に各

民族の文化保護に立ち入らないが、多様な文化や宗教の規範を公教育に取り入

れる余地を残した政策をとっていることを示した。  

 

３．タイの人権教育実践における各実践の相違点とタイが持つ地域性  

第５章では、個別の教育実践の内容に焦点を当て、教育を実施する各アクタ

ーの理念と実践の特徴を比較した。公教育および民間で実施されている教育実

践の特質を分析した結果、第一・第二世代について強調した教育実践はみられ

たが、学校や NGO による教育実践の中で、 collective rights(先住民族の権利に

関する国際連合宣言の中で定義された、民族全体に対する集団権や文化保護権

などを指す )や少数民族の居住権について取り上げることはあるものの、教育者

自身が、第三世代の人権であると考えて教えている実践はみられなかった。  

この結果、タイにおける第三世代の人権について、第一・第二世代の人権と
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比べて議論されたり、教育現場で取り上げられたりすることが少なく、社会一

般での認知が薄いということを示した。  

また、教育省が主導する ASP と、同じく教育省によって制定されたナショナ

ルカリキュラムを比較した際、焦点を当てる権利概念と教育アプローチが異な

っていることが、第５章の比較で明らかとなった。しかしながら、この相違へ

の対応については言及した資料はみられなかった。一方で ASP に参加する学校

も、当然のことながらナショナルカリキュラムに沿った教育を実施していた。

第５章では現職教員の人権教育研修の内容を分析し、教育現場において「年功

序列あるいは男女の別という伝統的な概念と、皆が平等であるという基本的人

権の矛盾をどう教えるのか」という、両者の相違点について指摘されているこ

とを示した。  

伝統的価値規範と人権概念の相違については、教育省による人権教育だけで

はなく、NGO による実践においても認識されていた。基本的人権には、言語や

宗教といった伝統文化の保持も含まれている。よって、文化間で考え方の大き

く異なる価値については、暴力などで人権を侵害されることがない場合、どこ

まで介入すべきかが確立しておらず、人権教育によって、かえって人権の一部

である文化の保持を損なわないかという検討が今後の課題であることを示した。 

また、タイには複数の人権教育実践が存在するが、いずれの実践においても

従来の価値規範、特に（他宗教との位置がカリキュラム内において相対化した

にも関わらず）仏教的規範が重視されており、国際的な人権規範との整合性に

ついては共通して課題にあげられていることが明らかとなった。   

このように、NGO による教育、カリキュラム内における人権教育、ASP など

複数の教育実践が出会う可能性のある学校において、各学校の置かれた状況を

明らかにするために、第６章ではバンコクの中間層に焦点を当てて実践の内容

と生徒の人権意識の関連について考察した。その結果、中間層という比較的似

通った社会階層にある生徒たちの中であっても「平等」意識の違い、特に結果

としての平等に対する考え方が異なることが明らかとなった。さらに各学校の

生徒の人権意識が異なる理由を分析するため、Yeban の枠組みにそって５校に

おける実践事例を比較した。  

国際機関と連携している学校の教育活動は法律遵守的アプローチに類似して
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おり、NGO と連携している学校は政治・イデオロギー的アプローチに近い形で

教育を進めていることが明らかになった。授業内容の特徴と生徒の人権意識の

関連について「平等」意識の違いで学校を分類すると、同じカテゴリーに入る

学校には生徒の回答傾向において共通の特徴がみられた。この結果から、タイ

社会において、同一の社会階層内であっても受けた教育の内容で異なる人権意

識（特に平等観）が形成されることを示した。  

また、それぞれの教育アプローチに対して先行研究で指摘されるような課題

がみられるのかという点についても考察を行った。M 学校の事例では、自校の

教育方法が問題の具体的な解決に意識を持たせにくいという課題を認識し、教

育内容において概念的な部分と事例の分析を結び付けることで、その課題を克

服しようという問題意識があることを明らかにした。  

このようにタイでは、各学校がさまざまなアクターと協働して、異なった人

権観のもとに教育内容を考え、それに合わせた教育方法を実施していることに

より、文化や社会的背景が似通った生徒同士の中で多様な人権観がみられた。

また、どのアプローチをとる場合でも、各手段の課題を意識しながら進めるこ

とで、より課題解決に必要な要素を取り入れながら進めることが可能になるこ

とを指摘した。  

 

４．一国の中に複数の解釈に基づく人権教育が存在することの意味  

タイにおいては、国際機関における人権概念の変化とは異なる時期に人権概

念の変化が起こったものの、人権概念拡大の過程としては、第二世代の人権か

ら第三世代の人権へという共通の過程を経ていた。さらに、第二世代の人権と

第三世代の人権が導入された過程を比較すると、第三世代の人権導入の時期の

方が、より国際的な潮流の影響を受けていたことを明らかにした。  

また、タイでは NGO や国際機関が公教育に導入される以前から、人権意識

の向上をめざす運動の一環として人権教育を開始したことを示し、これに対し

て政府は、現在も制限と対話をくり返す関係にあることを明らかにした。  

さらに、人権教育の内容とタイの政策における人権保障の内容を比較すると、

①タイの人権教育において、人権概念は社会文脈に依存する側面があるという

スタンスをとり、また各実践においてもアクターごとの解釈を許容する部分が
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ありながら、②伝統的価値規範として仏教を重視し「仏教原理に基づく学校プ

ロジェクト」などを実施する一方で、格差問題として重視されている少数民族

の教育支援については必ずしも彼らの文化や社会の文脈を尊重した政策がとら

れていない、という違いが浮かび上がってきた。  

こうした点から、タイでは各民族や宗教に対する配慮の方法として、政策に

よる特定の文化や宗教に対する保護を限定的にしつつ、地位が相対化したもの

の仏教が他の宗教とは異なった位置づけにあることも明らかとなった。  

また、人権教育実践において公教育に取り入れられる以前から実施されてき

た NGO による教育活動が現在も継続的に行われており、学校での教育にも少

なからず影響を与えている。NGO の教育実践に参加する学校では、ナショナル

カリキュラムに沿う必要があることから、NGO の教育内容とカリキュラム、両

者における人権概念の違いについてどのように対応すればよいのかという疑問

が提示されていた。しかし、教育省による指針は定められておらず、学校を始

めとする現場のレベルでは、さまざまなアクターとの協働に基づいて各学校が

独自の実践を進めている事実を明らかにした。その結果、同時代・同じ地域の

中でも異なった思想的背景で人権教育が進められ、各学校の生徒が異なった人

権観を形成していた。  

第１章で提示した分析枠組みに基づいて、タイの人権教育実践は、NGO によ

って 40 年近く継続されてきた人権教育は①・④（複製の方法で開始され、のち

に混合的方法もとられるようになった）、NGO・教育省・UNESCO が協働で実

施してきた ASP は、女性の権利のような社会権的要素についても複製的方法で

教えているという事実から①・②、ナショナルカリキュラムは⑤の部分に重点

を置いた教育を行っていることを示した。また、歴史的変遷に着目すると、自

由権を複製的に教える教育実践から始まった人権教育が、タイ国内の法律で人

権が保障される範囲が拡大するにつれて社会権についても教えられるようにな

り、さらに国内の社会的・文化的文脈に配慮された混合的方法へと実践の幅が

拡大してきたことも明らかとなった。  

また 2001 年以降、ナショナルカリキュラムの弾力的運用が可能になっている

ため、学校によっては国際機関と協働して①の要素に重点を置く学校、地域住

民と協働して⑤をより強める学校、といった実践の多様性がみられた。このよ
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うな各アクターによる人権教育実践を、以下の表に示す。  

 

表 終-1 タイにおける人権教育実践の分布（表 1-2 に基づく）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典）筆者作成。  

 

また、ここで留意すべき点は、課題２で明らかにしたように、タイの価値教

育において、国家の軸となる価値規範を仏教に定めていた時代から公教育にお

いて各宗教を認めるという変化が起こっている点である。ここから、人権教育

においても政府が混合的方法をとることで、人権規範とそれぞれの宗教的価値

規範との整合性について一つの結論を定めない形で、各宗教の価値規範を認め

ているという可能性も考えられる。  

タイの人権教育の特徴は、価値教育政策全般が国として一つの社会的文脈（仏

教）を定めるという方針から転換して各民族や宗教の社会的文脈への配慮を重

視するようになったという変化を受け、政策による特定の文化や宗教の保護を

限定的にして、複数の人権概念の解釈に基づく実践を容認するという方法をと

っている点であるといえる。  

では、タイのように同時期に一国の中に複数の解釈に基づく人権教育が存在

することの意味とは何なのだろうか。ここでは、単一の解釈に基づく人権教育

と比較した場合の教育者に対する効果と市民育成という観点から考えてみたい。 

まず、人権教育において複数の解釈があり、積極的に独自の人権教育を行お

うとする学校ほど、教育者が複数の解釈同士の対立を意識する場面が生じるこ
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とは先に示したとおりである。このような状況では、教育の実践者は、人権と

いう概念が必ずしも絶対的で固定されたものではない、ということに自覚的に

なりやすく、結果、児童・生徒に人権について教える際にも、人権という概念

が自明のものではなく現在も変化し続けているものであることや立場によって

解釈が異なるものであること、あるいは、自分たちが変化や発展を担っていく

ものであるということが、より意識されやすいのではないかと考察される。こ

うした意識が、教育を受けた児童・生徒にとっては、人権について学ぶという

ことはただ知識を学べばいいという類のものではなく、その概念の意味につい

て考えたり、あるいは実現方法の改善について考えたりするという当事者意識

を誘発しやすくなることも考えられる。  

当事者意識の誘発は、保障が求められる人権という概念が拡大し、権利の主

体と擁護者の境界が明確に分けられない問題が増える中で、より最適な権利の

保障のありかたについて考えるために、人権という一見普遍的に見える概念に

対しても、議論できる土壌を育むことにもつながる。  

教育というのは、一定期間継続をすることでその成果と課題がみえるもので

あり、 価値教育ではその傾向がより一層強い。人権教育という、人々の価値に

深く関わる教育において、複数の解釈に基づく多様な実践を存在させることは、

人権という概念に対する多様な価値観を持った人々を社会の中に育てることが

できる、ということを意味する。そうすることで、今後社会が変わり、また、

新たな人権概念の拡大について議論が必要となったときに、より豊かな議論を

することができるのではないかと考えられる。  

 

５．今後の課題   

本稿では、タイの中でもバンコクにおける事例を中心に、仏教に基づく価値

規範と人権概念との関係性を明らかにした。今後の課題としては、以下の三点

に取り組みたいと考えている。  

第一に、タイ国籍を持ってはいるが山岳民族として何らかの制限がある・あ

るいは国籍のない生徒たちや、仏教以外の宗教に基づく価値規範を持っている

生徒たちの価値意識についても分析し、タイ人の生徒との比較を行う。  

本稿でも生徒の価値意識を分析する際の対象として、地方と中央の生徒を取
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り上げて比較したが、彼らは全員タイ国籍を持つタイ人である。研究対象の拡

大によって、一国におけるマイノリティとして、国籍に制限のある（あるいは

無国籍の）人々の人権意識を知り、他国のマイノリティとの共通点・相違点を

探り、マイノリティの教育における人権保障の課題を考察する、ことをめざす。

日本でも 2010 年から導入された「第三国定住制度」（ 2008 年 12 月閣議決定）

で来日した難民の定住に伴う問題など、これまでの海外にルーツを持つ子ども

たちとは異なった権利保障の問題が起こりうることが想定される。この結果に

基づき、日本をはじめとした多文化化が進む各国の人権教育における課題を明

らかにしたい。  

第二に、現在の暫定政府成立後のタイにおける人権教育および価値教育に関

わる政策の分析も同様に進めていきたいと考えている。なぜなら、本稿で明ら

かにしたように、ある一国において人権概念の広まりは、必ずしも漸進的に進

んできたわけではなく、時代によっては制限を強められ、逆行するような形に

なる場合もある。したがって今後、たとえば 2007 年憲法で明記された「共同体

の権利」が 2015 年（予定）恒久憲法でどのように変化するのか、それによって

人権教育にどのような影響を与えるのかを分析した上で、各国の人権教育の背

景にある伝統的価値規範と人権との歴史的関係についても考察を深めていく。  

 第三に、基本的人権の中でも各地域の文化や価値規範による違いが大きいと

予測される個々の権利について、タイやその他の国における伝統的価値規範と

の関係を考察する。たとえば「女性の権利」などは文化による違いが大きいと

予測されるが、どこまでを国際的な規範に合わせるべきなのかという基準につ

いては現在も盛んに議論される権利である。人権教育が、各国や地域の文化を

尊重しながら実施されるための議論の前提として、女性の権利について伝統的

規範と国際的な規範の関係がどのように変遷してきたのかという詳細を明らか

にしたい。  
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